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今
回
の
年
金
制
度
改
正
の
背
景

本
日
は
、
昭
和
六
一
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
公
的
年
金
制
度
の
改
正

に
つ
き
、
制
度
の
沿
革
、
今
回
改
正
の
概
要
等
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の

立
法
過
程
及
び
論
点
の
所
在
に
つ
き
ご
説
明
し
た
い
。

付

公
的
年
金
制
度
の
沿
革

昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

〈
資
料
1
〉
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
公
的
年
金
制
度
の
沿
革
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
公
的
年
金
制
度
の
歴
史
は
、
明
治
初
期
の
公
務

員
を
対
象
と
す
る
恩
給
制
度
に
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
一
七
年
に
民

間
被
用
者
を
対
象
と
す
る
労
働
者
年
金
保
険
法
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
が
昭

和
一
九
年
に
厚
生
年
金
保
険
法
に
改
め
ら
れ
た
。
昭
和
三
六
年
に
は
、
自

営
業
者
や
農
業
者
な
ど
の
非
被
用
者
グ
ル
ー
プ
を
対
象
と
す
る
国
民
年
金

法
が
で
き
、
全
国
民
が
い
ず
れ
か
の
年
金
制
度
に
加
入
す
る
と
い
う
国
民

皆
年
金
の
仕
組
が
で
き
あ
が
っ
た
。

こ
の
歴
史
の
中
で
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
昭
和
二
九
年
と
昭

和
三
四
年
の
時
点
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
厚
生
年
金
保
険
か
ら
私
立
学

校
教
職
員
共
済
組
合
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
が
そ
れ
ぞ
れ
独

立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
は
、
医
療
保
険
や
年
金
と
い
っ
た
社
会
保

障
の
分
野
で
は
一
元
化
や
統
合
と
い
っ
た
こ
と
が
当
然
の
、
し
か
も
大
き

な
流
れ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
過
去
の
歴
史
を
み
る
と
必
ず
し
も

そ
う
で
は
な
か
っ
た
|
|
実
際
に
こ
の
二
つ
の
制
度
が
厚
生
年
金
保
険

と
い
う
制
度
か
ら
脱
退
し
た
と
い
う
歴
史
も
あ
っ
た
の
だ
ー
ー
ー
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。(斗

国
民
皆
年
金
に
際
し
て
の
選
択

l
l制
度
の
分
立

以
上
の
よ
う
に
制
度
が
分
立
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
の

詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
大
き
く
は
、
第
一
に
、
給
付
と
負
担
の

両
面
に
わ
た
る
制
度
聞
の
格
差
、
第
二
に
、
複
数
の
制
度
か
ら
一
人
が
複

数
の
年
金
を
受
け
る
と
い
っ
た
重
複
給
付
、
過
剰
給
付
、
第
三
に
、
産
業

構
造
、
就
業
構
造
の
変
化
に
伴
う
財
政
基
盤
の
不
安
定
化
、
第
四
に
、
制

度
を
渡
り
歩
く
者
に
と
っ
て
の
受
給
手
続
の
煩
雑
化
、
と
い
っ
た
問
題
が

挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
い
か
に
解
決
し
て
い
く
か

が
今
回
改
正
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
昭
和
三
六

年
に
国
民
年
金
を
創
設
す
る
際
、
制
度
の
仕
組
に
つ
い
て
非
常
に
様
々
な

議
論
が
あ
っ
た
中
で
、
国
民
皆
年
金
と
す
る
以
上
、
今
回
改
正
前
の
制
度

の
よ
う
に
各
々
の
職
域
毎
に
対
象
者
を
分
け
て
各
被
用
者
年
金
制
度
に
所

属
さ
せ
、
残
り
の
非
被
用
者
は
国
民
年
金
に
加
入
さ
せ
る
と
い
う
仕
組
で

は
な
く
、
今
回
導
入
さ
れ
た
基
礎
年
金
の
よ
う
に
全
国
民
を
対
象
と
す
る

北法38(4・191)775 



料

制
度
と
し
て
国
民
年
金
を
構
成
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
真
剣
に
議
論

さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
実
際
、
昭
和
三
三
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
厚
生
省

の
国
民
年
金
委
員
の
基
本
構
想
案
で
は
、
被
用
者
年
金
制
度
の
適
用
者
も

国
民
年
金
の
対
象
者
と
す
べ
き
こ
と
が
誼
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の

案
に
つ
い
て
は
、
被
用
者
年
金
各
制
度
に
お
け
る
給
付
の
要
件
や
保
険
料

負
担
の
あ
り
方
な
ど
が
異
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
直
ち
に
統
一
す
る
こ
と

は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
、
国
民
年
金
制
度
発
足
前
に
被
用
者
年
金

制
度
に
加
入
し
て
い
た
期
間
の
取
扱
い
を
ど
う
す
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
が
事
務
的
に
対
処
可
能
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど

か
ら
、
最
終
的
に
は
、
既
存
の
被
用
者
年
金
制
度
の
加
入
者
は
国
民
年
金

の
対
象
か
ら
除
外
し
、
そ
れ
以
外
の
者
を
対
象
と
し
て
国
民
年
金
制
度
を

発
足
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
公
的
年
金
制
度
が

併
存
し
た
ま
ま
で
は
、
各
制
度
聞
を
移
動
す
る
者
に
つ
い
て
年
金
制
度
に

よ
る
所
得
保
障
が
行
わ
れ
な
く
な
る
弊
害
、
が
生
じ
、
国
民
皆
年
金
を
名
目

だ
け
の
も
の
と
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
各
制
度
に
お
け
る
加
入

期
聞
を
通
算
し
て
所
定
の
年
数
に
達
す
れ
ば
年
金
の
受
給
資
格
を
取
得
す

る
通
算
年
金
制
度
の
創
設
が
急
務
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
昭
和
三
六
年

四
月
の
国
民
年
金
法
の
施
行
か
ら
半
年
後
の
同
年
十
月
に
通
算
年
金
通
則

法
が
成
立
し
、
同
年
四
月
に
遡
っ
て
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
通

算
年
金
制
度
の
存
在
が
今
回
改
正
の
ひ
と
つ
の
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ

資

る

北法38(4・192)776

伝)

制
度
間
格
差
の
現
状

以
上
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
り
、
制
度
が
分
立
し
た
ま
ま
国
民
皆
年
金
が

ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
が
、
分
立
し
た
制
度
の
下
で
各
制
度
聞
に
ど
の

よ
う
な
格
差
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
「
公
的
年
金
各
制
度
の
主
要
棺
異

点
」
〈
資
料
2
v
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
を
み
る
と
、
ま
ず
、
各
制

度
で
年
金
額
の
算
定
方
式
自
体
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す

な
わ
ち
、
国
民
年
金
は
定
額
部
分
の
み
か
ら
な
り
、
給
付
算
定
方
式
は
期

間
比
例
で
あ
る
の
に
対
し
、
厚
生
年
金
は
定
額
部
分
と
報
酬
比
例
部
分
の

二
つ
の
部
分
か
ら
な
り
、
ま
た
、
共
済
年
金
は
、
基
本
的
に
俸
給
に
比
例

す
る
方
式
と
厚
生
年
金
に
準
ず
る
方
式
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
国
民
年
金
の
年
金
額
算
定
方
式
は
、
〈
定
額

単
価
(
改
正
前
は
て
六
八

O
円
)
〉
×
〈
保
険
料
納
付
済
月
数
〉
×
〈
物
価

ス
ラ
イ
ド
率
〉
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
厚
生
年
金
は
〈
定
額
部
分
〉
+

〈
報
酬
比
例
部
分
〉
か
ら
な
り
、
定
額
部
分
は
〈
定
額
単
価
(
厚
生
年
金

は
二
、

O
五
O
円
)
〉
×
〈
加
入
月
数
〉
×
〈
物
価
ス
ラ
イ
ド
率
〉
の
式
で
あ

ら
わ
さ
れ
る
の
に
対
し
、
報
酬
比
例
部
分
は
〈
平
均
標
準
報
酬
月
額
(
加

入
期
間
中
の
平
均
月
収
)
〉
×
〈
乗
率
(
千
分
の
十
)
〉
×
〈
加
入
月
数
〉
×
〈
物
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価
ス
ラ
イ
ド
率
〉
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
。
ま
た
、
共
済
組
合
に
は
、
一
般
方

式
と
通
年
方
式
と
い
う
こ
つ
の
方
式
が
あ
り
、
一
般
方
式
と
い
う
の
は
、

〈
退
職
時
前
一
年
間
の
平
均
本
俸
〉
×
〈
四
O
%
1
七
O
%
(
加
入
期
間
に

よ
り
異
な
る
。
)
〉
で
あ
ら
わ
さ
れ
、
通
年
方
式
は
〈
定
額
部
分
〉
+
〈
報
酬

比
例
部
分
〉
と
い
う
厚
生
年
金
に
準
じ
た
方
式
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ

の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
方
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
大
体
に
お
い
て
、

最
終
俸
給
の
高
い
人
は
一
般
方
式
を
選
択
し
、
ま
た
退
職
直
前
の
人
に
特

別
昇
給
さ
せ
最
終
俸
給
を
上
げ
れ
ば
年
金
額
も
高
く
な
る
と
い
う
仕
組
に

な
っ
て
い
た
。
な
お
、
国
鉄
の
場
合
、
退
職
前
一
年
間
で
は
な
く
退
職
前

一
ヵ
月
の
俸
給
を
べ

1
ス
に
す
る
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
た
の
で
、
例

え
ば
退
職
前
一
ヵ
月
で
こ
な
い
し
三
段
階
月
給
を
上
げ
れ
ば
高
い
年
金
が

支
給
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
年
金
額
算
定
の

基
本
的
仕
組
自
体
が
各
制
度
に
よ
り
全
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
年
金
額
及
び
保
険
料
の
算
定
基
礎
と
な
る
報
酬
・
俸
給
の
範
囲

に
つ
い
て
も
、
厚
生
年
金
の
場
合
に
は
加
入
全
期
間
の
平
均
標
準
報
酬
月

額
、
す
な
わ
ち
平
均
月
収
と
さ
れ
、
こ
れ
に
は
ボ
ー
ナ
ス
を
除
き
、
労
働

の
対
価
と
し
て
受
け
る
す
べ
て
の
報
酬
が
含
ま
れ
る
(
家
族
手
当
・
通
勤

手
当
等
の
諸
手
当
を
含
む
。
)
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
共
済
年
金
の
場

合
に
は
本
俸
の
み
(
ボ
ー
ナ
ス
、
諸
手
当
を
含
ま
な
い
。
)
と
さ
れ
て
い
た
。

更
に
、
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
が
原
則
と
し

て
六
五
歳
で
あ
る
の
に
対
し
、
厚
生
年
金
は
男
子
六
O
歳
、
女
子
五
五
歳
、

共
済
年
金
は
五
五
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
の

支
給
要
件
に
も
差
異
が
み
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
給
付
内
容
が
異
な
り
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
の
成
熱

度
も
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
各
制
度
の
保
険
料
率
に
も
差
異
が
生
じ
て
く

る
。
厚
生
年
金
が
一

0
・
六
%
な
の
に
対
し
、
私
学
共
済
は
一

0
・
二
%
と

低
く
、
他
方
、
国
鉄
共
済
は
厚
生
年
金
の
標
準
報
酬
べ

1
ス
に
換
算
し
て

も
一
六
・
三
二
%
と
高
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
庫
負
担
に
つ
い
て
も
各

制
度
の
沿
革
の
違
い
等
に
よ
り
バ
ラ
ツ
キ
が
み
ら
れ
た
。

の |
変 | 年
化平金

|均一余:
メ会 ly

訳最
伸り
長?
人芸
II -;Z工

面経

毒装
化努
土ふ刀k
京:[ dζ 

量化
構
造

(四)

次
に
、
年
金
制
度
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
状
況
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ

た
い
。
そ
の
第
一
は
、
平
均
余
命
の
大
幅
な
伸
び
で
あ
る
。
昭
和
二
二
年

に
は
男
五

0
・
0
六
歳
、
女
五
三
・
九
六
歳
で
あ
っ
た
も
の
が
昭
和
五
九
年

に
は
男
七
四
・
五
四
歳
、
女
八

0
・
一
八
歳
と
い
う
よ
う
に
戦
後
四
十
年
間

で
二
五
年
も
平
均
余
命
が
伸
び
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
国
民
の
老
後
の
期

間
も
伸
び
、
公
的
年
金
制
度
の
役
割
が
よ
り
重
要
と
な
っ
て
く
る
反
面
年

北法38(4・193)777



料

金
の
受
給
期
間
も
長
く
な
り
、
年
金
給
付
費
が
増
大
す
る
等
、
年
金
制
度

に
大
き
な
影
響
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
平
均
余
命
の
伸
長
に
出
生
率
の
低
下
が
加
わ
っ
て
、
人
口
構
造
の

急
激
な
高
齢
化
が
招
来
さ
れ
る
。
昭
和
五
六
年
一
一
月
の
「
将
来
人
口
新

推
計
」
に
よ
る
と
、
ピ
ー
ク
時
の
昭
和
九
五
年
頃
に
は
総
人
口
の
ニ
了

八
%
、
国
民
の
四
・
六
人
に
一
人
が
六
五
歳
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
て
い

る
。
な
お
、
昭
和
六
一
年
八
月
の
将
来
人
口
新
推
計
に
よ
る
と
人
口
の
高

齢
化
は
よ
り
厳
し
い
も
の
に
な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
口
の
高

齢
化
は
、
年
金
制
度
を
支
え
る
現
役
世
代
の
割
合
の
相
対
的
減
少
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
1

1

そ
し
て
、
こ
れ
が
重
要
な
点
で
あ
る
が
|
|
就
業
構
造

の
変
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
従
業
上
の
地
位
別
就
業
者
数
の
推
移
」
〈
資
料

3
〉
に
み
ら
れ
る
通
り
、
昭
和
三
O
年
に
は
雇
用
者
(
す
な
わ
ち
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
)
の
割
合
は
約
四
一
%
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
五
九
年
に
は
七
四
%
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
数
字
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
国
民
皆
年
金
が
達
成
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
六
年
で
ま
さ
し
く
こ

れ
か
ら
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
時
期
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ

の
時
に
制
度
を
分
立
し
た
ま
ま
発
足
さ
せ
た
た
め
、
高
度
経
済
成
長
の
過

程
で
国
民
全
体
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
化
し
て
い
く
中
で
、
自
営
業
者
の
子
は

自
営
業
者
に
な
る
と
い
う
世
代
の
継
承
が
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
つ
ま

資

り
、
自
営
業
者
や
農
業
者
が
加
入
す
る
国
民
年
金
に
あ
っ
て
は
、
受
給
者

が
増
加
す
る
一
方
、
そ
れ
を
支
え
る
若
い
人
達
の
加
入
が
減
少
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
被
用
者
年
金
と
し
て
の
厚

生
年
金
で
は
、
受
給
者
も
増
加
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
そ
れ
を
支

え
る
若
い
人
達
が
増
え
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
制
度
に
よ
っ
て
財
政
的
に

大
き
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
た
。
そ
れ
が
、
今
後
予
想
さ
れ
る
人
口
の

急
速
な
高
齢
化
と
相
侯
っ
て
、
特
に
国
民
年
金
の
財
政
基
盤
を
危
う
く
し

た
の
で
あ
る
。
更
に
、
「
女
子
有
配
偶
者
(
一
五
歳
以
上
)
の
就
業
状
態
別

構
成
比
の
推
移
」
〈
資
料
4
〉
を
み
る
と
、
家
庭
婦
人
に
つ
い
て
も
、
雇
用

者
と
し
て
働
く
者
の
割
合
が
、
昭
和
三
五
年
の
九
%
程
度
か
ら
昭
和
五
九

年
に
は
三
O
%
へ
と
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
被

用
者
年
金
グ
ル
ー
プ
の
肥
大
化
の
一
要
因
と
な
る
と
と
も
に
、
妻
の
年
金

は
夫
の
年
金
に
よ
っ
て
保
障
す
る
と
い
う
従
来
の
年
金
制
度
の
基
本
的
考

え
方
の
見
直
し
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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国

産
業
構
造
等
の
変
化
に
伴
う
財
政
基
盤
の
不
安
定
化

以
上
の
よ
う
な
社
会
経
済
状
況
の
変
化
に
よ
り
生
じ
た
問
題
の
う
ち
早

急
な
解
決
を
必
要
と
さ
れ
た
も
の
に
、
産
業
構
造
等
の
変
化
に
伴
う
財
政

基
盤
の
不
安
定
化
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
制
度
の
分
立
は
保
険
集
団
の
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分
立
を
意
味
し
て
お
り
、
産
業
構
造
、
就
業
構
造
の
変
化
に
よ
り
従
事
者

の
減
少
、
規
模
の
縮
小
等
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
産
業
が
生
じ
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
産
業
を
母
体
と
す
る
年
金
制
度
も
不
可
避
的
に
影
響
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
。
「
公
的
年
金
制
度
に
お
け
る
老
齢
(
退
職
)
年
金
受
給
権
者
数

の
被
保
険
者
数
に
対
す
る
比
率
」
〈
資
料
5
〉
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ

こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
の
比
率
は
三
・

四
%
、
つ
ま
り
現
役
の
働
き
手
百
人
で
年
金
受
給
権
者
三
・
四
人
を
支
え
て

い
る
の
に
対
し
て
、
国
鉄
共
済
の
場
合
は
五
八
・
七
%
、
つ
ま
り
二
人
で
一

人
を
支
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
数
字
に
は
様
々
な
背

景
が
あ
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
私
学
共
済
の
受
給
権
者
数
が
こ
れ
ほ
ど
少

な
い
の
は
こ
こ
に
幼
稚
園
の
先
生
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
幼
稚

園
の
先
生
の
場
合
は
、
短
大
を
出
て
二

1
三
年
あ
る
い
は
五

1
六
年
勤
務

し
た
後
に
退
職
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
、
つ
ま
り
、
成
熟
度
が
構
造
的

に
低
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
国
鉄
共
済
の
場
合
に

は
、
戦
後
の
一
時
期
外
地
か
ら
引
き
揚
げ
て
き
た
者
を
大
量
に
採
用
し
た

り
、
更
に
、
職
種
に
よ
っ
て
は
受
給
資
格
期
間
を
短
く
す
る
と
い
っ
た
措

置
を
講
じ
た
こ
と
等
の
事
情
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
各
制
度
問
に
は
大
き
な
格
差
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

年
金
制
度
は
長
期
に
わ
た
る
拠
出
と
給
付
を
内
容
と
す
る
制
度
で
あ

り
、
保
険
集
団
も
長
期
的
に
安
定
し
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
が
、
制

度
が
分
立
し
て
い
れ
ば
産
業
構
造
や
就
業
構
造
の
変
化
に
よ
り
保
険
集
団

ご
と
の
被
保
険
者
数
と
受
給
権
数
と
の
比
率
に
差
異
を
も
た
ら
す
結
果
と

な
り
、
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
面
で
制
度
聞
の
格
差
を
生
じ
さ
せ
る
こ

と
と
な
る
。
我
が
国
の
戦
後
の
高
度
成
長
過
程
に
お
い
て
は
、
厚
生
年
金

に
代
表
さ
れ
る
被
用
者
グ
ル
ー
プ
が
増
加
し
、
自
営
業
者
、
農
業
者
な
ど

の
国
民
年
金
グ
ル
ー
プ
が
減
少
す
る
と
い
う
傾
向
が
顕
著
で
あ
り
、
特
に

国
民
年
金
の
制
度
基
盤
に
大
き
な
影
響
を
及
ぽ
す
結
果
と
な
っ
た
。

供)

制
度
の
成
熟
化
と
年
金
額
の
増
大

「
加
入
年
数
の
伸
長
と
年
金
額
の
増
大
」
〈
資
料
6
〉
を
ご
覧
い
た
だ
き

た
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
今
回
の
制
度
改
正
が
ス
タ
ー
ト
し
た
昭
和
六
一

年
度
の
時
点
で
退
職
し
て
新
た
に
年
金
を
受
け
る
男
子
の
標
準
的
な
年
金

額
は
一
七
万
三
千
円
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
年
金
受
給
者
の
平

均
加
入
期
聞
が
三
二
年
と
ま
だ
そ
れ
程
長
く
な
い
か
ら
で
あ
り
、
今
後
制

度
が
成
熟
化
し
、
平
均
加
入
期
聞
が
伸
び
る
に
つ
れ
て
年
金
額
も
増
大
し
、

四
十
年
加
入
が
一
般
的
と
な
る
段
階
で
は
、
標
準
的
な
年
金
額
は
一
一
一
万

一
千
円
と
な
る
も
の
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
水
準
は
現
役
男
子
の
平

均
標
準
報
酬
月
額
す
な
わ
ち
平
均
月
収
二
五
万
四
千
円
の
八
三
%
に
達
す

る
も
の
で
あ
り
、
現
役
の
勤
労
者
が
そ
の
月
収
で
夫
婦
の
み
な
ら
ず
子
供
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料

も
扶
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
む
し
ろ
高
す
ぎ
る
も

の
と
い
え
よ
う
。
更
に
、
妻
が
国
民
年
金
に
四
十
年
間
加
入
し
て
い
た
と

す
れ
ば
、
夫
婦
の
年
金
額
は
現
役
男
子
の
平
均
月
収
を
上
回
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。

他
方
、
こ
の
よ
う
な
構
造
的
水
準
の
下
で
人
口
の
高
齢
化
が
進
む
と
保

険
料
負
担
も
増
大
せ
ざ
る
を
得
ず
、
ピ
ー
ク
時
で
は
、
厚
生
年
金
の
保
険

料
率
は
三
八
・
八
%
に
な
る
|
|
た
だ
し
、
労
使
折
半
な
の
で
、
実
際
に

被
保
険
者
が
負
担
す
る
の
は
そ
の
半
分
の
十
九
・
四
%
に
な
る

l
!と
見

込
ま
れ
た
。
ま
た
国
民
年
金
の
保
険
料
も
ピ

l
ク
時
に
は
、
月
額
一
九
、

0

0
0円
に
達
成
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
年
金
制
度
の
負

担
の
問
題
で
あ
る
が
、
年
金
の
負
担
の
他
に
も
国
民
の
租
税
・
社
会
保
障

負
担
と
し
て
一
般
の
租
税
や
医
療
保
険
の
保
険
料
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら

を
加
え
る
と
、
ピ

i
ク
時
の
租
税
・
社
会
保
障
負
担
は
収
入
の
五
割
を
超

え
る
こ
と
が
確
実
に
予
想
さ
れ
た
。
こ
れ
を
極
力
抑
制
す
る
た
め
に
も
、

給
付
水
準
の
適
正
化
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
給
付
水
準

の
適
正
化
の
手
法
と
し
て
、
今
回
の
改
正
で
は
、
制
度
の
成
熟
化
に
伴
う

平
均
加
入
期
間
の
伸
長
に
合
わ
せ
て
定
額
部
分
の
単
価
及
び
報
酬
比
例
部

分
の
乗
率
を
二
十
年
か
け
て
逓
減
さ
せ
、
現
在
と
同
様
男
子
の
平
均
月
収

の
七
割
程
度
の
水
準
の
年
金
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
す
る
と
と
も
に
、

既
に
年
金
を
受
給
し
て
い
る
者
の
年
金
水
準
は
従
来
の
ま
ま
維
持
す
る
と

資

い
う
手
法
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
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政
府
案
の
国
会
提
出
に
至
る
経
緯

(一)

公
的
年
金
制
度
に
関
す
る
関
係
閣
僚
懇
談
会
の
設
置

我
が
国
の
公
的
年
金
制
度
は
、
厚
生
年
金
、
国
民
年
金
、
各
種
共
済
制

度
等
多
く
の
制
度
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
人
口
の
高
齢
化
を
目
前
に
控
え
、

こ
れ
ら
公
的
年
金
制
度
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
に
は
各
年
金
制
度

聞
の
連
絡
調
整
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
早
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
昭
和
五
五
年
一
月
一
一
一
一
日
の
閣
議
了
解
に

基
づ
き
「
公
的
年
金
制
度
に
関
す
る
関
係
閣
僚
懇
談
会
」
が
設
置
さ
れ
た
。

こ
の
懇
談
会
は
、
厚
生
大
臣
(
後
に
年
金
問
題
担
当
大
臣
も
兼
ね
る
。
)
、

大
蔵
大
臣
、
文
部
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
労
働
大
臣
、
自
治
大
臣
、
総

務
庁
長
官
及
び
内
閣
官
房
長
官
を
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
、
必
要
に
応
じ
て

開
催
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
今
回
の
年
金
制

度
政
正
の
大
枠
を
決
め
る
こ
と
と
な
っ
た
「
公
的
年
金
制
度
の
改
革
に
つ

い
て
」
(
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
閣
議
決
定
)
を
取
り
ま
と
め
る
な
ど
、

関
係
各
省
庁
の
調
整
の
場
と
し
て
相
応
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ

た。
な
お
、
こ
の
懇
談
会
が
設
置
さ
れ
た
昭
和
五
五
年
一
月
と
い
う
時
期
は
、



今
回
改
正
の
直
前
の
大
き
な
改
正
で
あ
っ
た
昭
和
五
五
年
改
正
法
案

|
|
厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
を
六
五
歳
に
引
き
上
げ
る
か
ど
う
か

が
大
き
な
問
題
と
な
り
、
結
局
は
見
送
ら
れ
た
ー
ー
が
閣
議
決
定
さ
れ
た

日
(
二
月
一
五
日
)
の
半
月
程
前
と
い
う
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

仁)

各
種
審
議
会
等
に
お
け
る
審
議
開
始

昭和61年公的年金制度改正の立法過程

さ
て
、
「
年
金
制
度
改
正
の
経
緯
」
〈
資
料
7
〉
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

ま
ず
、
実
際
に
今
回
改
正
の
審
議
が
開
始
さ
れ
た
の
は
昭
和
五
六
年
一
一

月
二
一
日
の
社
会
保
険
審
議
会
厚
生
年
金
保
険
部
会
(
懇
談
会
)
に
お
い

て
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
年
金
制
度
の
仕
組
を
説
明
し
て
お
く
と
、
年
金

制
度
は
、
原
則
と
し
て
、
五
年
毎
に
給
付
及
び
保
険
料
を
見
直
し
、
い
わ

ゆ
る
財
政
再
計
算
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
直
前
の
財
政

再
計
算
及
び
そ
れ
に
伴
う
大
改
正
が
昭
和
五
五
年
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
今
回
の
改
正
は
、
そ
の
直
後
に
検
討
に
着
手
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
ろ
う
。
今
回
の
改
正
が
施
行
さ
れ
た
の
が
昭
和
六
一
年
四

月
で
あ
る
か
ら
、
実
に
足
か
け
五
年
に
わ
た
る
息
の
長
い
改
正
作
業
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
社
会
保
険
審
議
会
に
お
け
る
審
議
と
併
行
し
、
臨
時
行
政
調
査

会
に
お
い
て
も
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て
年
金
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
の

議
論
が
始
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
政
党
サ
イ
ド
で
は
、
昭
和
五
七
年
三

月
、
自
民
党
に
「
公
的
年
金
制
度
調
査
会
」
が
設
置
さ
れ
、
公
的
年
金
制

度
全
般
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
、
時
を
前
後

し
て
、
野
党
各
党
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
総
評
、
同
盟
を
は
じ
め
と
す
る

労
働
団
体
等
に
お
い
て
も
今
後
の
年
金
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
議
論
が

な
さ
れ
て
い
た
。

伝)

臨
調
第
三
次
答
申
と
年
金
問
題
担
当
大
臣
の
指
名

こ
の
よ
う
な
中
で
、
昭
和
五
七
年
七
月
に
は
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
第

三
次
答
申
(
基
本
答
申
)
が
出
さ
れ
て
い
る
。
〈
資
料
8
〉
が
こ
れ
で
あ
る
。

こ
の
中
で
年
金
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
①
段
階
的
に
統
合
を
図
り
、

②
将
来
の
一
元
化
を
展
望
し
な
が
ら
制
度
間
の
不
均
衡
の
解
消
や
制
度
毎

の
合
理
化
、
更
に
は
給
付
水
準
の
適
正
化
等
に
よ
る
制
度
運
営
の
安
定
化

を
図
る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
改
革
の
手
順
に
つ
い
て

も
「
政
府
は
年
金
問
題
担
当
大
臣
を
定
め
、
改
革
の
内
容
、
タ
イ
ム
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
等
に
つ
い
て
早
急
に
検
討
に
着
手
し
、
昭
和
五
八
年
度
末
ま
で

に
成
案
を
得
て
、
速
や
か
に
実
施
に
移
す
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
(
第
二

部
第
一
章
!
2
|
(
2
)
イ
な
い
し
エ
)
。
な
お
、
臨
調
答
申
の
基
本

北法38(4・197)781 
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的
思
想
は
「
活
力
あ
る
福
祉
社
会
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
具
体

的
に
は
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
圏
全
体
の
租
税
・
社
会
保
障
負
担
率
を
五

割
を
あ
る
程
度
下
回
る
水
準
、
で
き
れ
ば
四
O
%
の
前
半
に
抑
え
た
い
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
経
済
を
は
じ
め
と
す
る
国
全
体
の
活
力
が
失
わ
れ
か
ね

な
い
、
そ
の
た
め
に
は
あ
る
程
度
給
付
水
準
を
抑
制
す
る
こ
と
も
己
む
を

得
な
い
と
の
発
想
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
臨
調
答
申
に
お
い
て
具

体
的
な
改
革
の
手
順
ま
で
を
含
め
た
指
摘
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

き
て
、
右
の
答
申
を
受
け
て
、
昭
和
五
七
年
九
月
に
年
金
問
題
担
当
大

臣
と
し
て
厚
生
大
臣
が
指
名
さ
れ
た
。
年
金
問
題
担
当
大
臣
の
職
務
は
、

年
金
制
度
の
改
革
及
び
年
金
行
政
の
一
元
化
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
の

行
政
各
部
の
所
管
す
る
事
務
の
調
整
と
さ
れ
て
お
り
、
事
務
局
は
内
閣
審

議
室
に
置
か
れ
る
と
と
も
に
、
厚
生
省
を
は
じ
め
共
済
各
省
の
担
当
審
議

官
や
担
当
課
長
が
事
務
局
員
と
し
て
併
任
発
令
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
時

期
に
は
、
財
政
的
に
窮
地
に
陥
っ
て
い
た
国
鉄
共
済
組
合
の
救
済
と
い
っ

た
色
彩
の
濃
い
国
家
公
務
員
共
済
と
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
の
長
期
給

付
制
度
の
統
合
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
大

蔵
省
が
実
質
的
に
法
案
を
取
り
ま
と
め
、
国
会
に
提
出
す
る
と
い
っ
た
形

を
と
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

資

個)

北法38(4・198)782

有
識
者
調
査
の
実
施
と
そ
の
概
要

昭
和
五
七
年
一
一
月
に
は
、
今
回
改
正
の
大
き
な
特
色
の
一
つ
で
あ
る

『
「
幻
世
紀
の
年
金
」
に
関
す
る
有
識
者
調
査
』
が
実
施
さ
れ
た
。
〈
資
料

9
〉
は
そ
の
概
要
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
調
査
方
法
と
し
て
は
、

学
識
者
、
報
道
・
評
論
、
労
働
関
係
、
農
林
水
産
・
自
営
業
団
体
、
婦
人
、

青
年
、
年
金
実
務
、
行
政
機
関
の
各
分
野
の
有
識
者
一
、

0
0
0人
に
対
し

次
期
制
度
改
正
の
主
要
課
題
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
こ
れ
を
制

度
改
正
の
参
考
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
制
度
改
正

の
内
容
に
つ
い
て
、
立
案
の
段
階
で
予
め
有
識
者
の
意
見
を
聴
く
と
い
う

の
は
、
他
に
あ
ま
り
例
を
み
な
い
方
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
調
査

結
果
は
今
回
改
正
を
方
向
づ
け
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ

れ
る
の
で
、
〈
資
料
9
〉
に
沿
っ
て
そ
の
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
問
一
「
老
後
の
生
活
設
計
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
形
が
望
ま
し

い
か
」
に
つ
き
、
公
的
年
金
の
み
に
よ
り
老
後
保
障
が
充
足
さ
れ
る
べ
き

と
答
え
た
者
が
約
五
%
、
公
的
年
金
と
自
助
努
力
の
組
合
せ
に
よ
る
べ
き

と
し
た
者
が
九
O
%
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
老
後
の
生
活
を
国
が
全

面
的
に
面
倒
を
み
る
べ
き
か
否
か
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
的
年
金

プ
ラ
ス
自
助
努
力
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
圧
倒
的
支
持
を

得
て
い
る
。
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次
に
、
問
ニ
お
よ
び
間
三
は
、
今
回
改
正
で
は
手
を
つ
け
な
か
っ
た
支

給
開
始
年
齢
の
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
現
在
六

O
歳
(
国

民
年
金
は
六
五
歳
)
と
な
っ
て
い
る
厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
を
六
五

歳
に
引
き
上
げ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
聞
こ
で
は
、

六
五

1
六
九
歳
お
よ
び
七

O
歳
以
上
に
つ
い
て
は
公
的
年
金
中
心
に
生
活

設
を
な
す
べ
き
で
あ
り
、
六

0
1六
四
歳
に
つ
い
て
は
勤
労
に
よ
る
収
入

に
頼
る
べ
き
と
す
る
意
見
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
裏
返
し
て
い
う

と
、
六

0
1六
四
歳
に
か
け
て
は
年
金
を
支
給
し
な
く
て
も
よ
い
と
の
見

方
が
大
半
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
問
三
の
厚
生
年
金
保
険
の
支

給
開
始
年
齢
(
男
子
)
が
六

O
歳
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い

う
設
聞
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
雇
用
動
向
等
を
踏
ま
え
見
直
し
を
図
る

べ
き
、
と
の
意
見
が
過
半
数
(
五
五
・
六
%
)
を
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、

理
念
的
に
は
、
六

0
1六
四
歳
に
か
け
て
は
勤
労
収
入
に
頼
る
べ
き
だ
が
、

現
実
の
雇
用
動
向
を
見
た
場
合
、
六
五
歳
へ
と
直
ち
に
支
給
開
始
支
齢
を

引
き
上
げ
る
の
は
無
理
だ
と
の
意
向
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
恩
わ
れ

ヲ。。
次
に
、
問
四
は
制
度
の
あ
り
方
と
し
て
社
会
保
険
方
式
と
税
方
式
の
ど

ち
ら
が
適
当
か
、
と
い
う
設
問
で
あ
る
。
現
在
の
我
が
国
の
年
金
制
度
は

社
会
保
険
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
社
会
保
険
方
式
と
は
、
保

険
料
の
拠
出
を
条
件
と
し
て
給
付
を
行
い
、
そ
の
費
用
を
基
本
的
に
は
社

会
保
険
料
で
賄
う
方
式
の
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
税
方
式
と
は
、
拠
出

要
件
を
問
わ
ず
一
律
定
額
の
給
付
を
行
い
、
そ
の
費
用
を
租
税
に
よ
っ
て

賄
う
方
式
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
両
方
式
に
よ
っ
て
生
ず
る
最
も
大
き

な
差
異
は
、
無
年
金
者
の
問
題
で
あ
る
。
社
会
保
険
方
式
で
は
、
保
険
料

を
拠
出
し
な
い
者
は
老
後
に
お
い
て
無
年
金
者
と
な
る
と
い
う
可
能
性
が

常
に
存
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
税
方
式
で
は
理
念
的
に
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
な
く
、
一
定
年
齢
に
達
し
た
者
に
対
し
て
は
租
税
を
財
源
と
す

る
年
金
が
一
律
に
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
今
回
改
正
に
際
し
て
社
会
党

が
税
方
式
の
採
用
を
強
く
主
張
し
て
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
し
か
し
、

本
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
よ
れ
ば
、
社
会
保
険
方
式
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る

と
の
意
見
が
八
二
・
八
%
と
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
調
査
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
と
同
時
に
送
付
さ
れ
た
参
考
資
料
を
参

照
し
つ
つ
回
答
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
参
考
資
料
に
お
い
て
は
、

制
度
体
系
の
在
り
方
を
検
討
す
る
際
の
留
意
点
と
し
て
、
社
会
保
険
方
式

あ
る
い
は
税
方
式
を
採
用
す
る
際
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
比
較
し
、

税
方
式
に
つ
い
て
は
、
「
給
付
は
、
拠
出
に
関
係
な
く
一
律
に
行
わ
れ
」
「
す

べ
て
の
国
民
に
一
律
定
額
の
給
付
を
保
障
し
う
る
が
、
反
面
、
年
金
水
準

は
低
く
お
さ
え
ら
れ
る
こ
と
」
、
財
源
は
「
す
べ
て
税
金
に
よ
る
L

が
、
「
一

般
的
に
は
、
税
収
が
景
気
変
動
に
伴
っ
て
大
き
く
変
動
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
」
こ
と
を
挙
げ
、
ま
た
社
会
保
険
方
式
に
つ
い
て
は
「
給
付
は
、
原
則

北法38(4・199)783
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と
し
て
、
加
入
者
の
拠
出
に
応
じ
て
行
わ
れ
」
「
拠
出
と
給
付
の
関
係
が
明

確
で
あ
り
、
負
担
に
つ
い
て
加
入
者
の
理
解
を
得
や
す
い
が
、
反
面
、
相

当
期
間
拠
出
し
な
い
者
は
給
付
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
」
、
財
源
は
そ
の

「
大
半
を
保
険
料
収
入
に
よ
」
り
、
「
そ
の
時
々
の
景
気
動
向
等
に
左
右
さ

れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
計
画
的
、
安
定
的
な
制
度
運
営
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
お
り
、
税
「
方
式
を
採
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
新

た
に
必
要
と
な
る
巨
額
の
費
用
を
い
か
に
し
て
調
達
す
る
か
、
現
行
制
度

か
ら
の
円
滑
な
移
行
を
い
か
に
し
て
行
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
L

と
指

摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
比
較
を
参
照
し
た
上
で
本
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対

す
る
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
社
会
保
険
方
式
が
適
当
で
あ
る
と
す
る
者
が
八
二
・
八
%

に
逮
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
国
庫
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、
間
五

に
お
い
て
、
約
半
数
(
四
八
・
八
%
)
の
者
が
現
行
の
国
庫
負
担
割
合
を
維

持
す
べ
き
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
更
に
、
税
方
式
を
導
入
す
る
場
合
、

目
的
税
に
よ
る
べ
き
か
、
一
般
税
に
よ
る
べ
き
か
が
問
六
で
問
わ
れ
て
い

る
が
、
調
査
結
果
を
み
る
と
、
税
方
式
を
主
張
す
る
者
の
う
ち
(
直
接
税
、

間
接
税
を
含
め
)
七
九
%
が
目
的
税
を
適
当
と
考
え
て
い
る
点
が
特
徴
的

で
あ
る
。
社
会
党
の
年
金
構
想
も
目
的
税
で
基
礎
年
金
の
財
源
を
調
達

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

資

次
に
、
制
度
体
系
の
問
題
に
つ
き
、
ま
ず
問
七
で
は
制
度
間
格
差
と
一

元
化
に
関
す
る
質
問
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
四
四
%
が
「
是

正
す
べ
き
格
差
も
あ
る
か
ら
一
元
化
す
べ
き
」
と
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
、

問
一
一
の
制
度
一
元
化
へ
の
総
合
評
価
に
関
し
て
は
、
約
七
割
(
六
八
%
)

の
者
が
「
制
度
の
一
元
化
を
行
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し

て
、
「
な
ぜ
行
う
べ
き
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
設
問
に
つ
い
て
は
、
「
制
度

間
格
差
の
解
消
の
た
め
」
「
財
政
基
盤
の
安
定
化
の
た
め
」
が
各
々
九
割
を

超
え
る
回
答
と
な
っ
て
い
る
(
重
複
回
答
)
。

間
一
三
は
給
付
水
準
の
現
状
の
評
価
と
し
て
、
厚
生
年
金
保
険
の
老
齢

年
金
の
平
均
年
金
月
額
(
昭
和
五
六
年
度
末
現
在
一
O
八
、
三
三
一
円
)
の

水
準
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
設
問
で
あ
る
が
、
「
適
当
で
あ
る
L

(

四

一
一
・
O
%
)
と
「
や
〉
低
い
」
(
三
九
・
二
%
)
と
が
ほ
ぼ
括
抗
し
て
い
る
。

ま
た
、
問
一
四
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
望
ま
し
い
構
造
的
給
付
水
準
、
即

ち
、
現
役
の
平
均
的
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
に
対
し
ど
の
程
度
の
給
付
水
準

が
適
当
で
あ
る
か
、
と
い
う
設
問
で
あ
る
が
、
六
O
%
程
度
(
昭
和
五
六

年
度
末
現
在
の
水
準
で
月
額
一
四
万
円
程
度
)
と
す
る
者
が
四
O
%
と
最

も
多
い
。
次
い
で
六
五
%
程
度
、
七
O
%
程
度
と
い
う
順
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
今
回
改
正
で
は
、
男
子
勤
労
者
の
平
均
賃
金
月
額
の
七
O
%
程
度

と
な
る
よ
う
に
給
付
設
計
が
な
さ
れ
て
い
る
。
問
一
五
は
、
給
付
水
準
と

裏
腹
の
問
題
と
し
て
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
負
担
の
限
度
を
ど
の
程
度

に
と
ど
め
る
べ
き
か
と
い
う
設
問
で
あ
る
が
、
労
使
折
半
で
二
O
%
(
本
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人
負
担
一
O
%
)
と
す
る
者
が
四
O
%
と
最
も
多
く
、
次
い
で
二
五
%
(
本

人
負
担
一
二
・
五
%
)
、
三
O
%
(
同
一
五
%
)
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
時
の
保
険
料
率
は
労
使
合
わ
せ
て
一

0
・
六
%
で
あ
り
、

今
回
改
正
後
は
、
こ
れ
が
ピ

1
ク
時
で
二
八
・
九
%
に
な
る
も
の
と
見
込
ま

れ
て
い
る
。
次
に
、
自
営
業
者
世
帯
と
被
用
者
世
帯
と
の
年
金
水
準
の
違

い
に
関
す
る
設
問
が
問
一
六
で
あ
る
。
現
在
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
定
額
部

分
プ
ラ
ス
報
酬
比
例
部
分
と
い
う
、
い
わ
ば
賃
金
水
準
に
応
じ
た
二
階
建

の
年
金
と
な
っ
て
い
る
が
、
自
営
業
者
の
場
合
に
は
定
額
部
分
の
年
金
し

か
な
い
。
こ
の
違
い
を
ど
う
考
え
る
か
で
あ
る
が
、
約
八
割
(
八

0
・
九
%
)

の
人
が
必
ず
し
も
同
水
準
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
回
答
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
発
想
の
原
点
に
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
給
与
所
得
者
で
あ
る
の
で
退

職
後
は
全
く
生
計
手
段
を
失
っ
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
自
営
業
者
や
農
業

者
な
ど
は
資
産
、
営
業
等
を
有
し
て
い
る
た
め
、
必
ず
し
も
同
じ
水
準
を

保
障
す
る
必
要
は
な
い
、
と
の
考
え
方
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
問
一

八
の
国
民
年
金
の
保
険
料
負
担
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
月
額
一
O
、

0
0
0

円
程
度
ま
で
と
す
る
者
が
三
一
・
七
%
と
最
も
多
く
、
次
い
で
二
一
、

0
0

0
円
程
度
、
一
回
、

0
0
0円
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
改
正
で
は
、

昭
和
五
九
年
度
の
価
格
で
ピ
ー
ク
時
約
二
二
、

0
0
0円
に
抑
え
よ
う
と

の
制
度
設
計
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
有
識
者
調
査
の
結
果
を
概
観
し
て
き
た
が
こ
の
よ
う
な
調
査
の

実
施
は
、
従
来
の
制
度
改
正
で
あ
ま
り
採
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
手
法
で

あ
り
、
ま
た
、
調
査
結
果
と
改
正
内
容
と
を
比
較
し
た
場
合
、
調
査
結
果

を
相
当
程
度
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
よ
う
な
手
法
は
、
一
面
に
お
い
て
は
リ
ス
キ
ー
で
あ
り
、
行
政
サ
イ
ド

の
狙
い
と
有
識
者
調
査
の
結
果
と
が
仮
に
大
幅
に
食
い
違
っ
た
場
合
ど
の

よ
う
に
対
処
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
潜
在
的
に
存
在
す
る
。
従
っ
て
、

調
査
を
行
う
際
に
ア
ン
ケ
ー
ト
の
前
提
と
な
る
べ
き
事
実
関
係
等
に
関
し

必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
こ
れ
を
参
考
に
回
答
を
さ
せ
る
と
い
う
手
法
を

採
用
し
た
の
で
あ
る
。

国

各
種
審
議
会
の
答
申

さ
て
、
再
び
制
度
改
正
経
過
〈
資
料
7
〉
に
戻
る
が
、
昭
和
五
八
年
二

月
に
は
、
国
民
年
金
審
議
会
に
お
い
て
次
期
制
度
改
正
の
在
り
方
に
つ
い

て
の
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
後
〈
資
料
7
〉
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
経

過
で
制
度
改
正
に
つ
い
て
の
審
議
が
進
む
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
特

筆
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
ま
ず
昭
和
五
八
年
七
月
に
、
昭
和
五
六
年
一
一

月
以
降
三
O
回
に
の
ぼ
る
審
議
を
踏
ま
え
て
、
社
会
保
険
審
議
会
厚
生
年

金
保
険
部
会
か
ら
「
厚
生
年
金
保
険
制
度
改
正
に
関
す
る
意
見
」
〈
資
料
叩
〉

が
出
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
厚
生
省
が
正
式
に
社
会
保
険
審
議
会
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に
今
回
の
改
正
案
を
諮
問
し
た
の
は
昭
和
五
八
年
一
一
月
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
前
に
、
政
府
の
改
正
案
の
立
案
の
段
階
で
意
見
書
と
い
う
形
で
審
議

会
が
今
回
の
改
正
内
容
に
注
文
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
昭
和
五
九
年
一
月
二
四
日
に
は
、
社
会
保
険
審
議
会
の
答
申
〈
資

料
U
〉
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
答
申
で
は
、
冒
頭
で
「
今
回
の
諮
問

案
は
、
全
国
民
に
共
通
す
る
基
礎
年
金
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
的

年
金
制
度
の
一
元
化
を
進
め
、
制
度
関
の
不
均
衡
を
是
正
し
制
度
全
体
の

整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
の
基
盤
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
被
用
者
世
帯

に
お
け
る
夫
婦
世
帯
と
単
身
世
帝
の
給
付
水
準
の
分
化
、
婦
人
の
年
金
権

の
確
立
及
び
給
付
と
負
担
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
を
主
た
る
内
容
と
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
昨
年
七
月
当
審
議
会
厚
生
年
金
保
険
部
会
が
提
出
し
た

意
見
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
改
正
案
を
評
価
し
て
い
る
。
前
述

の
と
お
り
、
政
府
が
改
正
案
の
立
案
を
行
う
段
階
で
ま
ず
意
見
書
と
い
う

形
で
審
議
会
が
意
見
を
述
べ
、
こ
れ
を
改
正
案
の
中
に
|
|
正
式
に
諮
問

さ
れ
る
前
に
|
|
反
映
さ
せ
る
と
い
う
手
法
が
功
を
奏
し
た
も
の
と
考
え

て
よ
い
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
社
会
保
険
審
議
会
と
し
て
も
基
本

的
に
は
改
正
案
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
「
な
お

検
討
を
要
す
る
点
も
あ
る
L

と
し
て
、
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

中
で
、
ま
ず
制
度
体
系
の
と
こ
ろ
で
は
、
共
済
年
金
制
度
に
つ
い
て
も
「
今

回
改
正
の
趣
旨
に
沿
っ
た
関
係
整
理
を
行
う
よ
う
、
昭
和
六
一
年
四
月
を

資

目
途
に
、
政
府
は
、
格
段
の
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
時
点
で
は
、
厚
生
年
金
と
国
民
年
金
の
制
度
改
正
を
念
頭
に
お

い
て
諮
問
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
改
正
案
の
内
容
も
現
在
の
よ
う

に
共
済
年
金
を
も
取
り
込
ん
だ
形
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
次
に
、
基

礎
年
金
の
財
源
と
し
て
、
全
額
税
方
式
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見

(
総
評
を
代
表
す
る
委
員
)
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
述

の
社
会
党
の
主
張
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
給
付
と
負
担
」
の
項

で
「
夫
婦
世
帯
の
年
金
水
準
は
妥
当
で
あ
る
が
、
単
身
世
帯
の
水
準
が
低

す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
(
被
保
険
者
側
)
が
あ
っ
た
が
、
夫
婦

世
帯
と
単
身
世
帯
の
水
準
分
化
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昨
年
七
月
の

意
見
書
に
お
い
て
強
く
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
諮
問
案
の
給
付
設
計

は
、
こ
の
要
請
を
満
た
し
つ
つ
、
適
正
な
被
用
者
世
帯
の
年
金
水
準
を
確

保
し
て
い
く
た
め
に
は
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
の
意
見
(
事
業
主
側
、
公

益
側
)
が
あ
っ
た
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
事
業
主
は
、
保
険
料

の
負
担
者
と
し
て
の
立
場
に
あ
る
。
従
っ
て
、
単
身
世
帯
の
給
付
水
準
を

上
げ
る
こ
と
は
当
然
に
事
業
主
の
負
担
増
に
な
っ
て
弾
ね
返
っ
て
く
る
、

と
い
う
事
情
が
こ
の
意
見
の
背
景
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
国
民
年
金
審
議
会
も
昭
和
五
九
年
一
月
二
六
日
に
答
申
〈
資
料

ロ
〉
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
答
申
に
よ
れ
ば
、
大
筋
は
改
正
案
を
了
承
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
検
討
す
べ
き
課
題
と
し
て
、
「
自
営
業
者
等
に
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対
す
る
基
礎
年
金
の
上
の
せ
と
し
て
の
所
得
保
障
」
即
ち
厚
生
年
金
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
「
二
階
部
分
」
の
問
題
及
び
「
学
生
の
適
用
の
あ
り
方
」

|
|
現
在
は
任
意
加
入
の
た
め
、
任
意
加
入
を
し
な
い
聞
に
障
害
に
な
っ

た
と
き
に
障
害
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
|
|
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
昭
和
五
九
年
二
月
二
三
日
に
は
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
答

申
〈
資
料
日
〉
が
出
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
社
会
保
険
審
議
会
及
び
国
民
年

金
審
議
会
は
厚
生
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
社
会
保
障
制

度
審
議
会
は
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
機
関
と
し
て
総
理
府
に
お
か
れ
、
社

会
保
障
制
度
全
般
に
つ
き
調
査
、
審
議
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
答
申
の

持
つ
意
味
は
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
改
正
案
に
対
す
る

社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
評
価
は
他
の
審
議
会
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
答

申
の
「
国
民
年
金
法
、
厚
生
年
金
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
の
改
正
関
係
」

の
中
で
、
「
特
殊
な
年
金
税
を
も
っ
て
「
基
本
年
金
」
の
財
政
基
盤
を
固
め
」

る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
通
り
、
同
審
議
会
は
従
来
よ
り
税
方
式
に

よ
る
基
本
年
金
構
想
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
基
礎
年
金
の
財
政

方
式
に
つ
い
て
は
、
税
方
式
が
「
ほ
と
ん
ど
政
府
の
検
討
を
得
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
不
満
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
無
年
金
者

の
問
題
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
税
方
式
は
無
年
金
の
問
題
を
解
決
す
る
点

で
は
ま
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の

答
申
は
、
常
に
社
会
保
険
方
式
か
税
方
式
か
と
い
う
問
題
を
呈
示
し
て
い

る

的

公
的
年
金
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
の
閣
議
決
定

昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
、
「
公
的
年
金
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
」
閣
議

決
定
〈
資
料
M
〉
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
は
共
済
年
金
も
含
め
た
今
回

改
正
の
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
中
で
、
二
段
階
に

わ
た
る
改
革
の
手
順
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
段
と
し
て
、
昭
和

五
九
年
に
お
い
て
、
厚
生
省
の
所
轄
の
下
に
あ
る
国
民
年
金
、
厚
生
年
金

保
険
及
び
船
員
保
険
制
度
に
つ
い
て
次
の
措
置
を
講
ず
る
、
と
し
て
具
体

的
に
は
、
「
国
民
年
金
の
適
用
を
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
及
び
そ
の
配

偶
者
に
拡
大
し
、
共
通
の
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
制
度
と
す
る
と
と
も
に
、

厚
生
年
金
保
険
は
、
基
礎
年
金
の
上
乗
せ
と
し
て
報
酬
比
例
の
年
金
給
付

を
行
う
制
度
と
」
し
、
「
船
員
保
険
の
職
務
外
年
金
部
門
は
厚
生
年
金
保
険

に
統
合
す
る
」
と
と
も
に
、
給
付
水
準
の
適
正
化
、
婦
人
の
年
金
権
の
確

立
、
障
害
年
金
の
充
実
等
の
改
革
を
進
め
る
と
し
た
。
次
に
第
二
段
階
と

し
て
、
昭
和
六

O
年
に
お
い
て
、
共
済
年
金
に
つ
い
て
同
様
の
趣
旨
に
沿
っ

た
制
度
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
改
正
は
昭
和
六
一

年
度
か
ら
実
施
し
、
そ
れ
以
降
の
制
度
問
調
整
を
踏
ま
え
、
「
昭
和
七

O
年

を
目
途
に
公
的
年
金
制
度
全
体
の
一
元
化
を
完
了
さ
せ
る
」
こ
と
と
し
た
。
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こ
の
閣
議
決
定
を
契
機
と
し
て
、
厚
生
省
所
管
の
厚
生
年
金
、
船
員
保
険

及
び
国
民
年
金
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
今
回
の
制
度
改
正
に
つ
い
て

共
済
年
金
制
度
を
取
り
込
ん
で
進
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
政
府
の
方
針
と

し
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
現
に
〈
資
料
7
〉
「
②
共
済
年
金
の
改
正
」

の
経
緯
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
閣
議
決
定
の
後
に
「
共
済
年

金
制
度
改
革
検
討
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
共
済
年
金
改
正
の
動

き
が
本
格
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
結
果
的
に
み
て
も
、
公
的
年

金
制
度
の
改
革
は
、
昭
和
六
一
年
度
ま
で
は
こ
の
閣
議
決
定
に
沿
っ
た
形

で
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
閣
議
決
定
の
四
の
項
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
昭
和
七

O
年
を
目
途

と
す
る
公
的
年
金
制
度
全
体
の
一
元
化
の
問
題
は
、
今
後
の
大
き
な
課
題

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

資

国
会
に
お
け
る
審
議
過
程

国
民
年
金
法
等
改
正
法
案
の
審
議
経
過

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
|
|
「
公
的
年

金
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
そ
の
日
|
|
「
国
民
年

金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
三
月
二
日
国

会
に
上
程
さ
れ
た
。
同
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
国
会
上
程
後
四
ヵ
月
余
り

を
経
過
し
た
同
年
七
月
二
一
日
に
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
で
提
案
理
由

説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
改
正
法
案
の
提
案
理
由
説
明
が
大

幅
に
遅
れ
た
の
は
、
同
じ
国
会
に
厚
生
省
が
健
康
保
険
法
等
の
改
正
案
を

提
出
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
(
昭
和
五
九
年
二
月
三
す
な
わ
ち
、
年
金
制

度
は
長
期
的
な
制
度
で
あ
っ
て
、
技
術
的
に
も
か
な
り
複
雑
で
あ
る
た
め
、

今
回
改
正
に
あ
た
っ
て
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
昭
和
五
六
年
か
ら
計
画
的

に
検
討
を
開
始
し
、
昭
和
五
九
年
三
月
の
法
案
提
出
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
医
療
保
険
制
度
の
抜
本
的
見
直
し
を
内
容
と
す
る
健
康
保
険
法

等
の
改
正
案
が
同
じ
国
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
し
か
も
い
ず
れ

の
法
案
も
社
会
労
働
委
員
会
で
審
議
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
両
法

案
の
審
議
順
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
と
こ
ろ
で
、
医
療

保
険
制
度
の
場
合
は
、
単
年
度
の
収
支
が
基
本
と
な
る
仕
組
に
な
っ
て
い

る
た
め
財
政
的
に
も
短
期
的
に
影
響
さ
れ
る
側
面
が
大
き
い
。
特
に
こ
の

時
の
改
正
は
、
被
用
者
保
険
本
人
の
一
割
負
担
の
導
入
や
退
職
者
医
療
制

度
の
創
設
、
更
に
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
補
助
率
を
引
き
下
げ
る
と
い
っ

た
内
容
を
含
ん
で
い
た
の
で
、
昭
和
五
九
年
度
の
予
算
に
直
ち
に
影
響
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
審
議
順
と
し
て
は
、
ま
ず
健
保
法
等
の
改

正
法
案
を
先
に
行
い
、
次
に
国
年
法
等
の
改
正
法
案
を
行
う
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
昭
和
五
九
年
七
月
に
な
っ
て
や
っ

と
提
案
理
由
説
明
、
質
疑
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

北法38(4・204)788
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
審
議
に
入
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
審
議
開
始
間
も

な
い
昭
和
五
九
年
八
月
八
日
に
第
一

O
一
回
国
会
(
い
わ
ゆ
る
健
保
国
会
)

は
閉
会
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
年
法
等
の
改
正
法
案
に
つ
い
て
は
継

続
審
議
と
な
り
、
同
年
一
一
月
に
は
閉
会
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
札
幌
と
鹿

児
島
で
地
方
公
聴
会
が
聞
か
れ
る
と
と
も
に
、
同
月
二

O
日
に
は
閉
会
中

審
査
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
審
査
は
、
形
式
的
に
は
厚
生
一
般
を
審
査
す

る
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
国
年
法
等
の
改
正
法
案
の
審

議
を
し
た
も
の
で
異
例
の
取
扱
い
と
い
え
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
年
金

改
革
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
二
般
的
に
言
っ
て
、
目
前
に
迫
っ

た
高
齢
化
社
会
に
備
え
る
た
め
の
改
正
は
で
き
る
限
り
早
い
方
が
よ
い
と

い
う
理
由
は
あ
っ
た
。
更
に
、
今
回
の
改
正
の
場
合
に
は
、
国
民
年
金
、

厚
生
年
金
の
改
正
を
昭
和
五
九
年
に
行
い
、
そ
の
上
で
昭
和
六

O
年
に
共

済
年
金
の
改
正
も
行
っ
て
、
両
者
共
に
昭
和
六
一
年
度
か
ら
実
施
す
る
と

い
う
閣
議
決
定
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
従
う
た
め
に
は
、
国
民
年
金
法
等
の

改
正
法
案
は
遅
く
と
も
昭
和
五
九
年
度
中
に
成
立
さ
せ
、
更
に
、
こ
れ
を

前
提
に
作
業
が
進
め
ら
れ
る
共
済
年
金
改
正
法
案
を
六

0
年
度
中
に
成
立

さ
せ
な
け
れ
ば
、
共
済
年
金
も
含
め
た
形
で
、
昭
和
六
一
年
四
月
か
ら
新

年
金
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
に
な
る
と
い
う
事
情

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
な
状
況
の
中
、
昭
和
五
九
年
一
二
月
六
日
に
第
一

O

二
回
国
会
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
質
疑
が
行
な
わ
れ
た
。
本

来
な
ら
ば
、
通
常
国
会
(
い
わ
ゆ
る
常
会
)
は
一
二
月
末
に
召
集
さ
れ
る

の
が
通
例
で
あ
る
が
、
こ
の
年
は
一
一
一
月
一
日
に
召
集
さ
れ
、
更
に
通
常

は
冒
頭
で
行
わ
れ
る
は
ず
の
所
信
表
明
演
説
の
前
に
個
別
法
案
の
実
質
審

議
に
入
る
と
い
う
異
例
の
取
扱
い
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(二)

ス
ラ
イ
ド
法
案
の
分
離

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
国
民
年
金
法
等
の
改
正
法
案
に
は
、
昭
和
六
一
年

四
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
年
金
制
度
改
正
に
関
す
る
部
分
の
他
に
、
昭
和
五

九
年
度
に
お
け
る
年
金
額
を
特
例
的
に
二
%
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
と
い
う
内

容
も
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
案
の
審

議
促
進
を
図
る
た
め
ス
ラ
イ
ド
部
分
を
同
一
の
法
律
案
の
中
に
組
み
入
れ

て
人
質
と
し
た
も
の
だ
と
す
る
野
党
の
批
判
が
あ
り
、
年
金
額
等
の
ス
ラ

イ
ド
を
内
容
と
す
る
「
国
民
年
金
法
及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
別
途
野
党
か
ら
提
出
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
前
述
の
よ
う
に
法
案
の
審
議
の
遅
れ
が

目
立
っ
て
く
る
に
つ
れ
、
昭
和
五
九
年
度
の
特
例
ス
ラ
イ
ド
に
関
す
る
部

分
は
制
度
改
正
部
分
と
切
り
離
し
て
早
期
成
立
を
図
る
べ
き
だ
と
す
る
意

見
が
与
野
党
を
通
じ
て
強
ま
り
、
日
本
国
憲
法
下
の
国
会
で
は
初
め
て
と

北法38(4・205)789



料

い
わ
れ
る
政
府
提
出
法
案
の
分
割
修
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
具

体
的
に
は
、
野
党
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
た
前
述
の
「
国
民
年
金
法
及
び
特

別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

に
つ
い
て
は
提
出
者
が
撤
回
し
、
政
府
提
出
法
案
と
の
対
案
関
係
を
解
消

す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
与
野
党
共
同
で
委
員
会
提
出
法
案
と
い
う
形
で

年
金
額
等
の
特
例
ス
ラ
イ
ド
を
内
容
と
す
る
「
国
民
年
金
法
及
ぴ
特
別
児

童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
を

提
出
し
た
。
更
に
、
制
度
改
正
部
分
と
ス
ラ
イ
ド
部
分
の
両
方
を
含
ん
だ

「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
つ
い
て
は
、
ス
ラ
イ

ド
部
分
が
重
複
す
る
た
め
、
こ
れ
を
削
除
す
る
内
容
の
修
正
を
行
う
と
い

う
手
続
が
踏
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
分
割
さ
れ
た
ス
ラ
イ

ド
法
案
及
び
国
民
年
金
法
等
の
改
正
法
案
(
年
金
制
度
改
正
案
)
は
共
に

一
一
一
月
一
九
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
採
決
さ
れ
た
。
更
に
、
ス
ラ
イ
ド
法

案
は
同
月
二
一
日
の
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
も
採
決
、
成
立
し
、
年
内

の
ス
ラ
イ
ド
実
施
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
分
割
さ
れ
た
も
う
一
方
の
制
度
改
正
法
案
に
つ
い
て
は
、
翌
昭

和
六

O
年
二
月
の
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
提
案
理
由
説
明
の

後
着
々
と
審
議
が
進
み
、
四
月
二
四
日
、
参
議
院
本
会
議
採
決
、
衆
議
院

本
会
議
可
決
成
立
し
、
同
年
五
月
一
日
公
布
さ
れ
た
。

資

伝)
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共
済
年
金
改
正
法
案
の
審
議
経
過

以
上
述
べ
て
き
た
国
民
年
金
法
等
の
改
正
と
並
ん
で
、
共
済
年
金
の
改

正
手
続
も
進
め
ら
れ
た
。
国
民
年
金
等
と
同
様
に
、
な
い
し
そ
れ
以
上
に

共
済
年
金
に
つ
い
て
も
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
の
閣
議
決
定
が
重
要
な

き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
各
関
係
審
議
会
の
答
申
を
経
た
上
で
、

昭
和
六

O
年
四
月
二

O
日
、
国
民
年
金
法
等
改
正
法
案
の
可
決
、
成
立
と

相
前
後
し
て
、
共
済
年
金
改
正
四
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
後
、

同
年
六
月
に
提
案
理
由
説
明
が
行
わ
れ
た
が
、
国
会
が
閉
会
し
た
た
め
継

続
審
議
と
な
っ
た
。

共
済
年
金
の
改
正
に
際
し
て
、
立
法
過
程
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
法

案
の
形
式
を
め
ぐ
る
議
論
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
回

の
改
正
は
四
つ
の
共
済
制
度
に
つ
き
ほ
ぽ
同
様
の
内
容
の
改
正
を
行
う
も

の
で
あ
る
か
ら
、
四
共
済
改
正
案
を
統
合
し
て
一
本
の
改
正
法
に
ま
と
め

て
単
独
立
法
と
す
る
か
、
又
は
、
今
回
実
際
に
行
わ
れ
た
よ
う
に
四
共
済

が
個
別
に
改
正
法
案
を
提
出
す
る
と
い
う
形
と
す
る
か
が
問
題
と
な
っ

た
。
両
者
の
具
体
的
な
国
会
審
議
上
の
差
異
は
、
単
独
立
法
に
し
た
場
合
、

先
般
の
国
鉄
分
割
民
営
化
法
案
と
同
様
に
何
ら
か
の
特
別
委
員
会
を
設
置

す
る
の
が
通
常
で
あ
る
の
に
対
し
、
個
別
立
法
に
し
た
場
合
に
は
、
国
共

済
改
正
法
案

1
大
蔵
委
員
会
、
地
共
済
改
正
法
案
l
地
方
行
政
委
員
会
、
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農
林
共
済
改
正
法
案

l
農
水
委
員
会
、
私
学
共
済
改
正
法
案

1
文
教
委
員

会
、
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
案
を
所
轄
の
各
委
員
会
で
審
議
す

る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
た
だ
、
四
委
員
会
形
式
を
と
っ
た
と

し
て
も
、
連
合
審
査
と
い
う
形
を
と
り
得
る
の
で
両
者
の
こ
の
違
い
が
必

ず
し
も
決
定
的
と
は
言
い
難
い
の
だ
が
、
今
回
の
共
済
年
金
改
正
に
際
し

て
は
、
結
論
的
に
は
、
個
別
立
法
方
式
、
す
な
わ
ち
個
々
の
共
済
年
金
毎

に
改
正
法
案
を
提
出
す
る
方
式
が
採
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
四
つ
の
委
員
会
で
そ
れ
ぞ
れ
審
議
さ
れ
た
共
済
年
金
改
正
法

案
は
、
昭
和
六

O
年
二
一
月
二

O
日
、
可
決
、
成
立
す
る
に
至
っ
た
。
な

お
、
参
議
院
で
は
同
じ
日
に
四
共
済
改
正
法
案
が
採
決
さ
れ
て
い
る
が
、

衆
議
院
で
は
四
つ
の
法
案
の
採
決
さ
れ
た
日
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留

意
す
べ
き
で
あ
る
。
法
案
の
成
立
後
、
関
係
政
省
令
の
制
定
作
業
が
引
き

続
き
行
わ
れ
、
翌
昭
和
六
一
年
三
月
二
八
日
及
び
三
一
日
に
関
係
政
令
が

公
布
さ
れ
、
ま
た
、
同
コ
二
日
に
関
係
省
令
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

か
ろ
う
じ
て
昭
和
六
一
年
四
月
一
日
か
ら
の
実
施
に
間
に
合
っ
た
の
で
あ

ヲ
匂
。

こ
の
共
済
年
金
の
改
正
に
よ
り
、
一
般
方
式
と
通
年
方
式
の
い
ず
れ
か

を
選
択
す
る
と
い
っ
た
年
金
額
算
定
方
式
が
厚
生
年
金
と
同
じ
方
式
に
改

め
ら
れ
る
な
ど
厚
生
年
金
と
同
様
の
内
容
に
か
な
り
近
づ
い
た
が
、
他
方
、

報
酬
比
例
部
分
に
そ
の
二
割
に
相
当
す
る
職
域
年
金
部
分
が
上
乗
せ
さ
れ

る
な
ど
依
然
と
し
て
厚
生
年
金
と
は
異
な
る
部
分
も
残
さ
れ
て
い
る
(
共

済
年
金
の
新
旧
比
較
及
び
厚
生
年
金
と
の
相
異
点
に
つ
い
て
は
〈
資
料
日
v

参
照
)
。

以
上
が
改
正
の
主
な
経
過
等
で
あ
る
。

同

国
会
に
お
け
る
主
な
論
点

次
に
、
国
会
で
の
論
点
に
つ
い
て
気
づ
い
た
ま
ま
に
述
べ
る
。
第
一
に
、

基
礎
年
金
五
万
円
と
い
う
水
準
が
、
特
に
生
活
保
護
基
準
と
の
関
係
で
い

か
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
第
二
に
基
礎
年
金
額

に
つ
き
、
単
身
者
五
万
円
、
夫
婦
一

O
万
円
と
い
う
給
付
水
準
で
よ
い
の

か
、
例
え
ば
、
野
党
の
中
に
は
生
活
費
は
人
数
に
応
じ
て
単
純
に
倍
に
な

る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
単
身
者
六
万
円
、
夫
婦
一

O
万
円
と
す
べ
き

だ
と
の
主
張
が
あ
っ
た
。
第
三
に
、
税
方
式
か
社
会
保
険
方
式
か
と
い
う

制
度
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
関
す
る
問
題
が
あ
っ
た
。
第
四
に
、
自
営
業

者
の
所
得
比
例
年
金
(
い
わ
ゆ
る
二
階
建
方
式
)
の
問
題
が
あ
り
、
こ
れ

と
関
連
し
て
、
第
五
に
、
国
民
年
金
の
応
能
保
険
料
の
問
題
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
現
在
国
民
年
金
は
定
額
保
険
料
お
よ
び
定
額
給
付
と
な
っ
て

お
り
、
所
得
再
分
配
の
機
能
を
有
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
よ
い
の
か
と

い
う
議
論
で
あ
る
。
厚
生
年
金
の
場
合
、
少
な
く
と
も
定
額
部
分
に
つ
い
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料

て
は
所
得
再
分
配
的
考
え
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
比
較

に
お
い
て
も
問
題
と
さ
れ
る
。
第
六
に
、
勤
労
婦
人
に
と
っ
て
厳
し
い
改

正
で
は
な
い
か
と
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
回
改
正
に
よ
り
専
業
主

婦
(
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
妻
)
は
自
ら
保
険
料
を
支
払
わ
な
く
て

も
、
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て
国
民
年
金
に
強
制
加
入
と
な
り
、
老
後
は

自
ら
の
名
義
で
基
礎
年
金
五
万
円
を
受
給
で
き
る
の
に
対
し
、
勤
労
婦
人

は
自
ら
保
険
料
を
支
払
い
、
し
か
も
専
業
主
婦
を
扶
養
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
と
同
じ
料
率
の
保
険
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
極
端
に
い
え

ば
、
今
回
改
正
は
婦
人
を
家
庭
に
閉
じ
こ
め
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
の

議
論
で
あ
る
。
第
七
に
、
無
年
金
者
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
社
会
保

険
方
式
の
も
と
で
は
回
避
し
え
な
い
問
題
で
あ
り
、
何
ら
か
の
対
策
を
講

ず
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
議
論
が
あ
っ
た
。
第
八
に
、
個

人
年
金
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
個
人
年
金
の
方
が
得
で
は
な
い
か
と
の

議
論
、
第
九
に
、
厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
問
題
が
あ
っ
た
。
他
に
、

ロ
ボ
ッ
ト
税
、
す
な
わ
ち
、
生
産
過
程
の
合
理
化
に
よ
り
ロ
ボ
ッ
ト
が
作

業
を
行
う
よ
う
に
な
る
反
面
人
聞
が
削
減
さ
れ
る
に
至
る
が
、
標
準
報
酬

の
み
を
基
準
と
し
て
保
険
料
を
徴
収
す
る
現
在
の
保
険
料
の
あ
り
方
は
こ

の
よ
う
な
現
状
に
適
合
す
る
も
の
で
は
な
く
、
合
理
化
に
よ
り
生
産
性
が

上
昇
し
た
部
分
に
負
担
を
課
す
る
こ
と
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
議

論
で
あ
る
。

資

回
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国
会
に
お
け
る
修
正
事
項
等

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
踏
ま
え
、
改
正
法
は
、
衆
・
参
両
議
院
に
お
い

て
修
正
を
受
け
た
。
こ
の
修
正
事
項
を
表
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
〈
資
料

日
〉
で
あ
る
。
か
な
り
技
術
的
な
修
正
も
多
い
中
で
、
ま
ず
衆
議
院
に
お

け
る
修
正
と
し
て
、
自
営
業
者
等
の
保
険
料
に
つ
き
、
政
府
原
案
で
は
特

に
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
「
国
民
年
金
の
費
用
負
担
、
所
得
比
例
制

と
の
関
連
を
考
慮
の
う
え
、
今
後
、
総
合
的
に
検
討
」
す
る
と
の
訓
示
規

定
が
挿
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
従
来
任
意
加
入
と
な
っ
て
い
た
学
生
の
取
扱

い
に
つ
い
て
も
、
「
学
生
の
保
険
料
負
担
能
力
等
を
考
慮
し
て
、
今
後
検
討
」

す
る
旨
の
規
定
が
お
か
れ
た
。
次
に
参
議
院
に
お
け
る
修
正
と
し
て
は
、

厚
生
年
金
保
険
の
女
子
被
保
険
者
の
保
険
料
率
に
つ
き
、
政
府
原
案
で
は

昭
和
六
一
年
か
ら
六
四
年
ま
で
の
間
毎
年
一
、

0
0
0分
の
こ
ず
っ
引
き

上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
修
正
に
よ
り
て

0
0
0

分
の
一
・
五
ず
つ
の
引
き
上
げ
幅
と
な
っ
た
。
基
礎
年
金
に
つ
い
て
の
検
討

と
し
て
は
、
「
基
礎
年
金
の
水
準
、
費
用
負
担
等
に
つ
い
て
今
後
検
討
」
す

る
旨
の
訓
示
規
定
が
お
か
れ
た
。
ま
た
、
年
金
額
の
改
定
に
つ
き
「
国
民

の
生
活
水
準
、
賃
金
そ
の
他
の
諸
事
情
に
著
し
い
変
動
が
生
じ
た
場
合
に

は
、
変
動
後
の
諸
事
情
に
応
ず
る
た
め
、
す
み
や
か
に
改
定
の
措
置
が
講

ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
の
規
定
が
お
か
れ
た
。
現
行
法
に
も
同
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様
の
規
定
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
修
正
に
よ
り
「
賃
金
」
と
い
う
語
句
が

挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
年
金
制
度
に
お
い
て
は
五
年
に
一
度
財
政
再
計
算
を
行
い
、

年
金
の
水
準
を
見
直
す
と
と
も
に
、
そ
の
聞
は
物
価
の
み
に
よ
る
ス
ラ
イ

ド
が
行
わ
れ
る
。
年
金
が
老
後
の
生
活
の
支
え
で
あ
る
と
い
う
生
活
保
障

の
面
の
み
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
年
金
の
実
質
価
値
の
維
持
の
た
め
に
は

物
価
の
上
昇
だ
け
を
考
慮
す
る
だ
け
で
よ
い
、
す
な
わ
ち
物
価
ス
ラ
イ
ド

を
行
う
だ
け
で
よ
い
と
の
議
論
が
成
り
立
ち
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
賃

金
の
上
昇
が
物
価
の
上
昇
を
上
回
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
部
分
は
い
わ
ゆ

る
生
産
性
の
向
上
分
、
換
言
し
て
い
え
ば
生
活
水
準
の
向
上
分
な
の
で
あ

り
、
年
金
の
実
質
価
値
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
も
年
金
額
に
反
映

さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
議
論
も
成
り
立
ち
う
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、

例
え
ば
一

O
年
前
ま
で
は
一
般
的
に
国
内
旅
行
し
か
で
き
な
か
っ
た
が
、

現
在
で
は
生
産
性
が
向
上
し
、
生
活
水
準
が
上
昇
し
た
た
め
に
一
般
の
人

で
も
海
外
旅
行
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
場
合
に
こ
の
海
外
旅

行
の
分
ま
で
を
改
定
に
あ
た
り
見
込
む
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
で
あ

る
。
「
賃
金
」
と
明
示
す
る
こ
と
は
、
理
念
的
に
は
以
上
の
よ
う
な
意
味
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
二

O
歳
未
満
の
自
営
業
者
等
の
取
扱
い

に
つ
き
「
今
後
検
討
」
す
る
旨
の
訓
示
規
定
が
お
か
れ
た
。

〈
資
料
日
〉
は
改
正
法
委
員
会
採
決
時
の
付
帯
決
議
の
内
容
で
あ
り
、
今

ま
で
述
べ
て
き
た
論
点
が
ほ
ぼ
含
ま
れ
て
い
る
。

四

年
金
制
度
改
正
の
概
要

←) 
制
度
体
系
の
再
編
成
|
|
基
礎
年
金
の
導
入

最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
経
過
で
成
立
し
た
今
回
の
年
金
制
度
改
正
の

概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
。
以
下
〈
資
料
げ
V

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
ず
、
改
正
の
趣
旨
は
「
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
備
え
、
公

的
年
金
制
度
の
長
期
的
な
安
定
と
整
合
性
の
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
、
全

国
民
共
通
の
基
礎
年
金
を
設
け
る
と
と
も
に
、
給
付
と
負
担
の
長
期
的
な

均
衡
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
改
正
の
基
本
的
考
え
方
と
し
て
、
制
度
体
系
の
再
編
成
|
|

基
礎
年
金
の
導
入
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
①
国
民
年
金
の
適
用
を
被
用

者
年
金
の
被
保
険
者
(
組
合
員
)
及
び
そ
の
配
偶
者
に
拡
大
し
、
共
通
の

基
礎
年
金
を
支
給
す
る
。
②
厚
生
年
金
保
険
は
、
基
礎
年
金
の
上
乗
せ
と

し
て
の
報
酬
比
例
の
年
金
を
支
給
す
る
ほ
か
、
被
用
者
の
特
殊
性
に
応
じ

た
給
付
を
行
う
(
い
わ
ゆ
る
二
階
建
年
金
)
。
③
基
礎
年
金
は
、
社
会
保
険

方
式
に
よ
る
個
人
単
位
の
給
付
と
す
る
。
④
船
員
保
険
(
職
務
外
年
金
部

門
)
は
、
厚
生
年
金
保
険
に
完
全
に
統
合
す
る
」
。
こ
の
こ
と
を
わ
か
り
や

す
く
説
明
し
た
の
が
、
〈
資
料
口
〉
図
ー
ー
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
改
正
前
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料

は
自
営
業
者
、
一
般
被
用
者
及
び
公
務
員
等
と
い
う
よ
う
に
職
種
毎
に
制

度
が
分
立
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
一
つ
の
制
度
に
統
合
し
、
全
国
民
が
(
新
)

国
民
年
金

1
基
礎
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
同

図
の
改
正
前
を
示
す
部
分
の
う
ち
、
一
般
被
用
者
及
び
公
務
員
等
に
係
る

点
線
よ
り
下
の
い
わ
ゆ
る
定
額
部
分
(
点
数
よ
り
上
は
報
酬
比
例
部
分
)

を
各
制
度
共
通
の
(
新
)
国
民
年
金
l
基
礎
年
金
と
し
た
。
厚
生
年
金
保

険
は
従
来
の
船
員
保
険
を
統
合
し
、
報
酬
比
例
部
分
を
支
給
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
た
だ
し
、
公
務
員
等
に
つ
い
て
は
報
酬
比
例
部
分
に
加
え
て
職

域
年
金
部
分
の
支
給
も
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
部
分
は
今
後
の
統
合

一
元
化
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
、
課
題
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

資

(ニ)

給
付
の
適
正
化

改
正
の
基
本
的
な
考
え
方
の
第
二
点
と
し
て
、
給
付
の
適
正
化
が
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
の
内
容
の
第
一
は
被
用
者
世
帯
の
年
金
(
厚
生
年
金
保
険
)

に
つ
い
て
の
、
夫
婦
と
単
身
の
給
付
水
準
の
分
化
と
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
適

正
化
で
あ
る
。
〈
資
料
口
〉
図

4
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
改
正
前

の
年
金
額
の
計
算
は
〔
昭
和
白
年
の
標
準
年
金
額
〕
に
み
ら
れ
る
通
り
、

夫
分
と
し
て
定
額
部
分
プ
ラ
ス
報
酬
比
例
部
分
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

を
月
額
で
表
わ
す
と
定
額
部
分
は
定
額
単
価
に
加
入
年
数
を
乗
じ
た
額
と

な
り
、
当
時
の
単
価
二
、
四

O
O円
(
現
在
は
物
価
ス
ラ
イ
ド
に
よ
り
二
、

四
九
一
円
)
に
平
均
的
な
加
入
年
数
三
二
年
を
乗
じ
た
七
六
、
八

O
O円
が

平
均
的
な
定
額
部
分
と
な
る
。
報
酬
比
例
部
分
の
計
算
の
う
ち
、
二
五
・

四
万
円
と
は
こ
の
当
時
の
男
子
の
平
均
標
準
報
酬
で
あ
り
、
そ
の
額
に
乗

率
て

0
0
0分
の
一

O
お
よ
び
平
均
加
入
年
数
三
二
年
を
乗
じ
た
八
一
、

三
O
O円
が
平
均
的
な
報
酬
比
例
部
分
(
月
額
)
と
な
る
。
更
に
、
妻
が

い
る
場
合
は
、
加
給
年
金
一
五
、

0
0
0円
が
付
加
さ
れ
、
結
局
標
準
年
金

額
は
一
七
三
、
一

O
O円
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
〔
成
熟
時
の
標
準
年
金

額
〕
す
な
わ
ち
改
正
後
の
給
付
設
計
で
あ
る
が
、
従
来
の
定
額
部
分
プ
ラ

ス
加
給
年
金
部
分
を
夫
と
妻
そ
れ
ぞ
れ
の
老
齢
基
礎
年
金
(
五

O
、
0
0
0

円
ず
つ
)
に
分
化
さ
せ
、
従
来
の
報
酬
比
例
部
分
に
対
応
す
る
老
齢
厚
生

年
金
(
報
酬
比
例
年
金
)
に
つ
い
て
は
夫
の
報
酬
比
例
の
年
金
と
し
て
基

礎
年
金
の
上
乗
せ
給
付
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
乗
率
を
一
、

0
0
0分
の

七
・
五
に
引
き
下
げ
、
結
局
夫
婦
合
わ
せ
た
標
準
年
金
額
は
改
正
前
と
ほ
ぼ

同
じ
水
準
の
一
七
六
、
二

O
O円
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
夫
と
妻
の

基
礎
年
金
の
分
化
を
図
っ
た
た
め
、
単
身
者
の
給
付
水
準
は
従
来
よ
り
低

く
な
る
結
果
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
改
正
前
は
、
単
身
者
は
図
|

4

に

示
さ
れ
て
い
る
通
り
報
酬
比
例
部
分
プ
ラ
ス
定
額
部
分
即
ち
八
一
、
三

O

O
円
プ
ラ
ス
七
六
、
八

O
O円
(
合
計
一
五
八
、
一

O
O円
)
を
受
給
す
る
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こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
改
正
後
は
老
齢
厚
生
年
金
プ
ラ
ス
老

齢
基
礎
年
金
即
ち
七
六
、
ニ

O
O円
プ
ラ
ス
五

O
、
0
0
0円
(
合
計
二
一

六
、
二

O
O円
)
と
な
っ
た
。

次
に
、
給
付
適
正
化
の
第
二
と
し
て
、
被
用
者
世
帯
(
厚
生
年
金
保
険

加
入
)
の
標
準
的
な
年
金
水
準
に
つ
い
て
は
、
受
給
者
の
平
均
加
入
年
数

の
伸
長
を
考
慮
し
、
お
お
む
ね
現
在
の
水
準
を
維
持
す
る
よ
う
給
付
算
定

式
が
設
計
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
も
〈
資
料
口
〉
図

1
3
に

み
ら
れ
る
通
り
、
今
回
改
正
の
時
点
で
の
標
準
的
年
金
水
準
は
現
役
の
平

均
賃
金
の
六
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
が
、
今
後
全
般
的
に
加
入
期

聞
が
伸
長
す
る
に
伴
い
、
従
来
の
給
付
設
計
の
ま
ま
で
は
将
来
四

O
年
加

入
が
一
般
的
と
な
っ
た
時
点
で
現
役
の
八
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
水
準
に
も
な

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
更
に
、
妻
が
国
民
年
金
に
四

0
年
間
任
意
加
入

し
て
い
れ
ば
実
に
一

O
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
水
準
に
達
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
た
。
こ
の
た
め
、
将
来
の
給
付
水
準
を
現
在
の
水
準
(
約
七
割
)
に
抑

え
よ
う
と
し
た
の
が
、
今
回
の
改
正
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
平
均
加
入

期
聞
が
三
二
年
か
ら
四

O
年
へ
と
伸
び
る
こ
と
を
考
慮
し
、
老
齢
厚
生
年

金
の
乗
率
を
て

O
O
O分
の
一

O
か
ら
一
、

0
0
0分
の
七
・
五
へ
と
引

き
下
げ
て
現
在
の
給
付
水
準
を
将
来
に
わ
た
っ
て
も
維
持
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
乗
率
の
引
き
下
げ
に
は
、
二

O
年
の
移
行

期
聞
が
お
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
四

O
年
加
入
が
-
般
的
と
な
る
の

は
ニ

O
年
程
度
先
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
二

O
年
後
に
六

O
歳
と
な
る

人
、
つ
ま
り
、
昭
和
六
一
年
四
月
に
三
九
歳
の
人
か
ら
て

O
O
O分
の
七
・

五
と
い
う
乗
率
に
な
り
、
そ
の
間
の
人
に
つ
い
て
は
乗
率
を
逓
減
さ
せ
る

と
い
う
経
過
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

更
に
、
〈
資
料
口
〉
図
|

5

に
み
ら
れ
る
通
り
、
今
回
改
正
に
よ
り
厚
生

年
金
保
険
の
保
険
料
率
お
よ
び
国
民
年
金
の
保
険
料
を
将
来
に
わ
た
り
低

く
抑
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
即
ち
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
率

は
、
改
正
前
の
計
算
で
い
く
と
ピ

i
ク
時
で
三
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
上

昇
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
の
に
対
し
、
改
正
後
は
二
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

に
抑
え
ら
れ
る
見
通
し
と
な
っ
た
(
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
の
数
字
の

半
分
は
使
用
者
の
負
担
と
な
る
)
。
国
民
年
金
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
は
一

九
、
五

O
O円
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
保
険
料
が
、
改
正
後
は
一
三
、

0
0
0円
に
抑
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
現
在
の
給
付
水

準
を
維
持
し
つ
つ
、
保
険
料
(
率
)
の
増
大
を
抑
え
る
こ
と
が
意
図
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
給
付
の
適
正
化
に
関
し
て
は
、
一
人
一
年
金
の

原
則
に
基
づ
き
併
給
調
整
を
行
う
こ
と
、
既
裁
定
年
金
に
つ
い
て
は
、
従

来
通
り
の
扱
い
と
し
、
そ
の
給
付
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
、
年
金
額
の
物

価
ス
ラ
イ
ド
の
実
施
時
期
は
四
月
と
す
る
こ
と
、
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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巴)

婦
人
の
年
金
金
権
の
確
立
等

資

改
正
の
基
本
的
考
え
方
の
第
三
と
し
て
、
婦
人
の
年
金
権
の
確
立
が
挙

げ
ら
れ
る
。
即
ち
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
委
に
も
国
民
年
金
を
適
用
し
、
す

べ
て
の
婦
人
に
固
有
の
慕
礎
年
金
を
支
給
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
〈
資

料
口
〉
図

l
l
、
図
ー
2
及
び
図

1
4を
参
照
)
。
従
来
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

の
妻
に
関
し
て
は
、
夫
の
年
金
で
カ
パ
!
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、

国
民
年
金
へ
の
加
入
は
任
意
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
改
正
で
は
こ
れ

を
強
制
加
入
と
し
、
そ
の
費
用
は
夫
の
属
す
る
被
用
者
年
金
制
度
が
ま
と

め
て
負
担
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
婆
は
、
第
三
号

被
保
険
者
と
し
て
市
町
村
に
届
出
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

改
正
の
基
本
的
考
え
方
の
第
四
点
と
し
て
は
、
二

O
歳
前
に
障
害
が
生

じ
た
者
に
つ
い
て
も
障
害
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
と
い
う
、
障
害
年
金
の

改
善
が
図
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

同

基
礎
年
金
の
費
用
負
担
の
仕
組
み

次
に
、
改
正
の
詳
細
に
つ
き
、
ポ
ン
イ
ト
だ
け
を
指
摘
す
る
。
〈
資
料
口
〉

の
「
3
、
費
用
負
担
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
前
述
の
通
り
、
今

回
改
正
は
二
重
加
入
と
い
う
仕
組
を
採
用
し
た
。
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
、

共
済
組
合
は
各
々
別
個
の
制
度
と
し
た
ま
ま
で
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
加
入

者
会
員
を
国
民
年
金
に
加
入
さ
せ
、
そ
の
上
で
厚
生
年
金
、
共
済
組
合
に

も
加
入
さ
せ
る
と
い
う
法
律
上
の
仕
組
で
あ
る
。
こ
の
二
重
加
入
と
い
う

仕
組
を
費
用
負
担
面
で
も
反
映
さ
せ
る
た
め
、
新
た
に
基
礎
年
金
勘
定
を

設
立
し
、
各
年
金
制
度
と
の
聞
で
拠
出
金
お
よ
び
交
付
金
の
や
り
と
り
を

す
る
と
い
う
仕
組
を
作
っ
た
。
つ
ま
り
、
厚
生
年
金
、
共
済
年
金
は
基
礎

年
金
勘
定
に
拠
出
金
を
支
払
い
、
基
礎
年
金
勘
定
か
ら
交
付
金
を
受
け
取

る
の
で
あ
る
。
国
民
年
金
に
つ
い
て
も
、
同
じ
国
民
年
金
特
別
会
計
の
中

の
勘
定
同
士
で
は
あ
る
が
、
負
担
金
と
い
う
名
称
で
同
様
に
基
礎
年
金
勘

定
と
の
や
り
と
り
を
行
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
を
採
り
入

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
制
度
の
あ
り
方
と
し
て
新
し
い
費
用
負
担
の
仕
組

は
新
制
度
が
導
入
さ
れ
た
昭
和
六
一
年
四
月
以
降
の
新
規
加
入
者
か
ら
適

用
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、

昭
和
三
六
年
か
ら
基
礎
年
金
が
存
在
し
た
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
用
い

た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
あ
る
人
が
昭
和
三
六
年
か
ら
国
民

年
金
に
加
入
し
、
現
在
国
民
年
金
を
受
給
し
て
い
る
と
す
る
。
他
方
、
昭

和
三

O
年
か
ら
厚
生
年
金
に
加
入
し
、
現
在
厚
生
年
金
を
受
け
て
い
る
人

が
い
る
と
想
定
す
る
。
こ
こ
で
、
後
者
の
年
金
額
の
中
か
ら
昭
和
三

O
年

以
降
の
加
入
期
間
の
う
ち
昭
和
三
六
年
以
降
の
期
間
に
係
る
分
を
と
り
出

す
。
こ
の
場
合
、
国
民
年
金
の
方
が
定
額
単
価
(
改
正
時
点
で
約
二
、

0
0

0
円
)
が
低
い
た
め
(
厚
生
年
金
は
二
、
四

O
O円
)
、
低
い
方
の
国
民
年
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金
の
定
額
単
価
に
相
当
す
る
部
分
だ
け
を
と
り
出
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て

各
制
度
か
ら
基
礎
年
金
相
当
部
分
と
し
て
取
り
出
し
た
部
分
を
基
礎
年
金

の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
、
昭
和
三
六
年
に
国
民
皆
年
金
が

達
成
さ
れ
た
時
点
か
ら
基
礎
年
金
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
、
各
年
金
制
度

聞
の
費
用
負
担
を
調
整
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う

な
仕
組
に
し
た
か
と
い
う
と
、
昭
和
三
六
年
四
月
以
降
か
ら
基
礎
年
金
給

付
に
担
当
す
る
費
用
を
と
り
出
す
こ
と
に
し
な
け
れ
ば
現
に
存
在
す
る
多

数
の
既
受
給
者
の
年
金
給
付
に
要
す
る
費
用
を
各
制
度
が
公
平
に
負
担
す

る
こ
と
に
な
ら
ず
、
基
礎
年
金
導
入
の
意
義
が
実
質
的
に
失
わ
れ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
以
上
を
前
提
と
し
て
〈
資
料
口
〉
皿

3
山
②
の
式
を
参

照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
で
い
う
「
基
礎
年
金
の
給
付
に
要
す
る
費

用
」
に
は
二
種
類
あ
る
。
六
一
年
四
月
以
降
新
た
に
基
礎
年
金
と
い
う
名

で
給
付
さ
れ
る
も
の
と
、
前
述
し
た
既
に
受
給
し
て
い
る
人
の
基
礎
年
金

相
当
部
分
で
あ
る
。
こ
の
費
用
を
自
営
業
者
や
一
般
被
用
者
、
公
務
員
等

も
含
め
た
こ

O
歳
以
上
六

O
歳
未
満
の
全
国
民
す
な
わ
ち
(
新
)
国
民
年

金
の
被
保
険
者
が
一
人
頭
均
等
に
負
担
し
よ
う
と
す
る
の
が
費
用
負
担
の

基
本
的
考
え
方
で
あ
り
、
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
厚
生
年
金
保
険
制
度
が

負
担
す
る
拠
出
金
の
額
を
算
出
す
る
と

3
凶
②
の
式
の
と
お
り
と
な
る

(
共
済
年
金
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
)
。

他
方
、
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
と
い
っ
た
被
用
者
年
金
制
度
は
基
礎
年

金
制
度
に
対
し
拠
出
金
を
拠
出
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
負
担
の
公
平
が
図

れ
る
は
ず
が
な
く
、
そ
れ
ら
被
用
者
年
金
制
度
に
属
す
る
既
存
の
受
給
者
、

例
え
ば
厚
生
年
金
の
老
齢
年
金
や
共
済
年
金
の
退
職
年
金
等
を
既
に
受
給

し
て
い
る
者
の
年
金
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
昭
和
三
六
年
四
月
以

降
の
期
間
に
係
る
国
民
年
金
の
定
額
単
価
に
相
当
す
る
部
分
す
な
わ
ち
前

述
の
基
礎
年
金
相
当
部
分
が
交
付
金
と
し
て
基
礎
年
金
制
度
か
ら
交
付
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

国

国
庫
負
担
割
合
の
統
一

「
公
的
年
金
制
度
の
主
要
相
異
点
」
〈
資
料
2
〉
を
参
照
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
「
ク
、
国
庫
負
担
」
の
項
に
よ
れ
ば
、
国
民
年
金
の
国
庫
負
担
は
原

則
給
付
費
の
三
分
一
で
あ
る
の
に
対
し
、
厚
生
年
金
は
原
則
給
付
費
の
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
、
共
済
組
合
の
う
ち
国
共
、
地
共
は
総
財
源
の
一
五
・
八
五

パ
ー
セ
ン
ト
、
私
学
、
農
林
は
給
付
費
の
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
各
々
異
な
っ

て
い
た
。
今
回
改
正
で
は
、
こ
れ
ら
を
全
て
基
礎
年
金
相
当
部
分
の
三
分

の
一
に
統
一
し
た
。
具
体
的
に
は
、
六
一
年
四
月
以
降
基
礎
年
金
と
い
う

名
で
新
た
に
発
生
す
る
年
金
給
付
費
及
び
既
に
支
給
し
て
い
る
年
金
の
う

ち
、
各
制
度
が
負
担
す
る
基
礎
年
金
の
拠
出
金
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る

部
分
は
国
庫
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
仕
組
は
昭
和
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三
六
年
四
月
以
降
の
加
入
期
間
に
係
る
給
付
費
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
も

の
で
あ
り
、
例
え
ば
厚
生
年
金
保
険
に
お
け
る
そ
れ
以
前
の
加
入
期
間
に

係
る
年
金
給
付
費
に
つ
い
て
は
従
来
通
り
(
厚
生
年
金
の
場
合
二

O
パ
ー

セ
ン
ト
)
の
国
庫
負
担
割
合
と
な
っ
て
い
る
(
共
済
組
合
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
)
。
こ
の
改
正
に
よ
り
実
質
的
な
国
庫
負
担
率
が
従
前
よ
り
下
が

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
厚
生
年
金
の
場
合
、
基
礎
年
金

部
分
と
報
酬
比
例
部
分
は
ほ
ぼ
同
一
(
二
分
の
ご
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
基
礎
年
金
部
分
の
三
分
の
て
つ
ま
り
全
体
の
六
分
の
一
(
一

七
パ
ー
セ
ン
ト
弱
)
を
国
庫
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
割
合
は
従

来
の
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
低
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、

厚
生
年
金
に
は
働
き
な
が
ら
年
金
を
受
給
す
る
在
職
老
齢
年
金
と
い
う
制

度
が
あ
り
、
こ
の
在
職
老
齢
年
金
に
は
従
来
か
ら
国
庫
負
担
が
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
含
め
れ
ば
お
お
む
ね
改
正
前
、
後
で
国
庫
負
担
率
は

変
わ
ら
な
い
と
い
う
の
が
政
府
の
見
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、
将
来
的
に
は

年
金
給
付
水
準
を
下
げ
る
の
で
、
長
期
的
に
み
れ
ば
改
正
前
の
国
庫
負
担

額
よ
り
も
改
正
後
の
国
庫
負
担
額
の
方
が
低
く
な
っ
て
い
く
結
果
と
な
る

も
の
で
あ
る
。

資

そ
の
他
、
改
正
の
詳
細
に
つ
い
て
は
〈
資
料
げ
〉
凹
以
下
を
参
照
し
て

い
た
だ
き
た
い
が
、
基
礎
年
金
給
付
と
し
て
老
齢
・
障
害
・
遺
族
と
い
う

三
種
類
の
給
付
が
あ
る
点
、
厚
生
年
金
保
険
の
女
子
の
老
齢
年
金
の
支
給

開
始
年
齢
を
、
昭
和
七
五
年
に
六

O
歳
と
す
る
よ
う
段
階
的
に
引
き
上
げ

る
こ
と
に
な
っ
た
点
を
特
に
指
摘
し
て
お
く
。
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供)

年
金
財
政
の
長
期
的
見
通
し

最
後
に
、
〈
資
料
口
〉
(
参
考
1
)
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
今
回

の
改
正
を
踏
ま
え
た
年
金
財
政
の
長
期
的
な
見
通
し
に
関
す
る
表

(
1
・

2
)
で
あ
る
。
表
1

「
厚
生
年
金
保
険
収
支
見
通
し
L

の
昭
和
六
一
年
度

の
項
に
あ
る
よ
う
に
、
厚
生
年
金
の
保
険
料
率
は
現
在
男
子
二
了
四
パ
ー

セ
ン
ト
、
女
子
一
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
(
た
だ
し
労
使
者
折
半
)
と
な
っ
て

お
り
、
保
険
料
収
入
一
五
・
二
兆
円
に
対
し
、
支
出
九
・
九
兆
円
、
単
年
度

収
支
残
五
・
三
兆
円
、
年
度
末
積
立
金
六
了
六
兆
円
、
同
積
立
金
の
支
出

に
対
す
る
割
合
五
・
六
九
倍
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
単
年
度
の
収
支
残

は
次
第
に
減
少
し
、
昭
和
八

O
年
か
ら
九

O
年
ま
で
の
聞
は
単
年
度
の
収

支
残
が
ゼ
ロ
に
な
っ
て
い
る
が
、
何
と
か
積
立
金
を
食
い
潰
さ
な
い
で
済

む
見
通
し
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
頃
に
は
支
出
が
大
幅
に
膨
ら

む
こ
と
か
ら
、
積
立
金
に
手
を
つ
け
な
く
て
も
年
度
初
積
立
金
の
支
出
に

対
す
る
割
合
は
次
第
に
低
下
し
て
ゆ
き
、
昭
和
一

O
O年
に
は

0
・九一

倍
、
す
な
わ
ち
一
年
分
の
ス
ト
ッ
ク
も
な
い
と
い
う
事
態
が
予
測
さ
れ
て

い
る
。
今
回
の
よ
う
な
厳
し
い
改
正
を
行
っ
て
も
、
長
期
的
に
は
な
お
予
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断
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
表
2
「
国
民
年
金
収

支
見
通
し
」
に
よ
り
国
民
年
金
財
政
の
将
来
見
通
し
を
み
る
と
、
昭
和
六

一
年
か
ら
七

O
年
に
か
け
て
は
単
年
度
の
収
支
残
が
一
兆
円
を
か
な
り
下

回
る
見
込
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
収
支
残
が
若
干
好
転
し
、
年
度
末
積
立

金
も
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
た
だ
、
国
民
年
金
の
保
険
料
が
、
昭
和
五

九
年
度
時
点
の
価
格
で
月
額
六
、
八

O
O円
(
実
際
に
は
物
価
ス
ラ
イ
ド
が

あ
る
た
め
昭
和
六
一
年
度
月
額
七
、
一

O
O円
と
な
っ
て
い
る
。
)
と
な
っ

て
お
り
、
今
回
改
正
前
は
ピ

l
ク
時
で
こ
れ
の
三
倍
近
い
月
額
一
九
、
五

O

O
円
と
見
込
ま
れ
た
も
の
を
今
回
改
正
に
よ
り
二
倍
程
度
の
二
ニ
、

0
0

0
円
に
抑
え
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
将
来
こ
の
よ
う
な
保
険
料
負
担
が
耐

え
得
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る。
以
上
が
立
法
過
程
の
経
過
、
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
の
概
略
で
あ
る
。

〈
質
疑
応
答
〉

て
立
法
過
程
に
つ
い
て

Q 

今
回
改
正
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
(
基
本
的
な
考
え
方
な
い
し
実

際
の
企
画
立
案
に
際
し
て
)
は
誰
が
握
っ
て
い
た
の
か
。

A
、
年
金
制
度
の
抜
本
的
改
正
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
今
回
改

正
に
先
ん
じ
て
か
な
り
以
前
か
ら
厚
生
省
内
・
外
で
認
識
さ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
口
の
高
齢
化
が
将
来

確
実
に
起
こ
り
う
る
客
観
的
な
与
件
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お

り
、
従
来
の
制
度
の
ま
ま
で
は
年
金
財
政
は
破
綻
を
き
た
す
で

あ
ろ
う
と
の
認
識
は
、
少
な
く
と
も
専
門
家
の
間
で
は
広
く
浸

透
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
制
度
改
正
の
た
め
の
検
討
に
は
昭

和
五
五
年
の
財
政
再
計
算
時
の
大
改
正
の
後
直
ち
に
と
り
か

か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
今
回
の
制
度
改
正
の
枠
組

を
作
成
し
た
の
は
故
山
口
年
金
局
長
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
行
政
サ
イ
ド
の
主
導
に
よ
り
改

正
作
業
が
進
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ

の
反
面
、
昭
和
六
一
年
四
月
か
ら
の
制
度
改
正
の
実
施
に
つ
い

て
、
議
員
の
中
に
積
極
的
推
進
者
を
見
い
出
す
こ
と
は
困
難
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
年
金
改
革
の
効
果
は
将
来
的
、

長
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た

た
め
、
今
回
の
改
正
に
直
接
的
な
利
害
関
係
を
有
し
、
こ
れ
を

積
極
的
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
者
を
多
く
見
出
す
こ
と
は
困
難

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
務
当
局
に
と
っ
て
非
常
に

苦
し
い
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
昭
和
五
九
年
の
健
康
保
険
法

等
の
改
正
と
対
比
さ
せ
て
み
る
と
、
健
保
法
の
場
合
、
直
ち
に
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昭
和
五
九
年
度
の
国
家
予
算
ひ
い
て
は
回
全
体
の
財
政
再
建
路

線
に
影
響
を
及
ぽ
す
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
あ
る
時
期
か
ら
は

健
保
法
を
通
す
こ
と
が
中
曽
根
首
相
再
選
の
条
件
で
あ
る
と
ま

で
噂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
今
回
の
年
金
改
正
に

は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
緊
急
性
に
関
す
る
動
機
づ
け
が
薄

か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
昭
和
五
九
年
二
月
の
閣
議
決
定

が
、
厚
生
省
等
関
係
省
庁
を
枠
づ
け
る
上
で
重
要
な
役
割
を
有

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、

例
外
的
な
が
ら
、
与
党
の
議
員
の
中
の
社
会
保
障
に
特
別
の
関

心
を
も
っ
一
部
の
議
員
(
い
わ
ゆ
る
社
労
族
)
の
支
援
が
あ
っ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
与

党
で
さ
え
も
、
改
正
に
積
極
的
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Q
、
今
回
改
正
と
い
わ
ゆ
る
臨
調
答
申
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

A
、
基
本
的
に
は
、
今
回
の
改
正
内
容
と
臨
調
答
申
と
の
聞
に
大

き
な
阻
館
は
な
い
。
答
申
で
は
時
期
も
含
め
あ
る
程
度
具
体
的

な
改
正
手
順
ま
で
指
示
し
て
お
り
、
ど
こ
ま
で
具
体
的
に
つ
め

で
あ
っ
た
か
は
別
と
し
て
、
い
ず
れ
か
の
時
期
に
は
共
済
年
金

等
も
含
め
た
改
正
を
行
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
よ
う
で

資

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
今
回
の
改
正
は
臨
調
答
申
に
沿
っ
た
も

の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
逆
に
い
え
ば
、
答
申
内
容
に
つ
い
て

は
相
当
程
度
関
係
省
庁
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Q
、
各
審
議
会
|
|
社
会
保
険
審
議
会
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会

な
ど
|
|
の
役
割
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

A
、
社
会
保
険
審
議
会
の
答
申
内
容
は
今
回
の
改
正
に
ほ
ぽ
賛
成

で
あ
り
、
制
度
改
正
に
と
っ
て
あ
る
程
度
の
推
進
カ
と
な
っ
た

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
国
民
年
金
審
議
会
も
同
様
で
あ
っ

た
が
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
だ
け
は
異
な
っ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
同
審
議
会
は
税
方
式
を
念
頭
に
お
い
た
基
本
年
金
構
想

を
、
既
に
昭
和
五
四
年
の
段
階
で
打
ち
出
し
て
い
た
た
め
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
今
回
の
改
正
案
と
意
見
を
具
に
し
、
国
会
審

議
の
際
に
も
議
論
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
が
、
長
期
的
展
望
に

立
っ
た
今
回
改
正
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
同
審
議
会
も
概
ね
了
承

し
て
い
た
。
各
審
議
会
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
法
案
作
成
の

段
階
で
は
推
進
力
に
な
り
得
た
が
、
成
立
に
向
け
て
の
積
極
的

推
進
カ
と
は
な
り
に
く
い
性
格
の
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

ハ司、
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の
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。
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社
会
保
険
審
議
会
厚
生
年
金
保
険
部
会
の
委
員
の
中
に
は
、

被
保
険
者
代
表
と
し
て
の
総
評
、
同
盟
と
い
っ
た
組
合
側
の
委

員
が
含
ま
れ
て
い
る
。
年
金
関
係
の
団
体
と
し
て
、
例
え
ば
、

厚
生
年
金
基
金
連
合
会
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
公
的
年
金
部
分
に

上
乗
せ
給
付
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
公

的
年
金
部
分
本
体
に
つ
き
必
ず
し
も
直
接
の
利
害
関
係
を
も
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
受
給
者
の
団
体
と
し
て
は
、

厚
生
年
金
受
給
者
連
盟
、
老
人
ク
ラ
ブ
等
が
存
在
す
る
が
、
右

の
審
議
会
に
代
表
を
送
り
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も

そ
も
被
保
険
者
と
受
給
者
と
は
、
「
世
代
間
戦
争
」
と
い
う
言
葉

に
象
徴
さ
れ
る
通
り
、
年
金
の
世
界
で
は
利
害
が
対
立
す
る
こ

と
が
多
く
、
同
一
の
方
向
性
を
持
っ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。

要
す
る
に
、
年
金
改
革
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
圧
力
団
体
の

影
響
力
は
一
つ
の
方
向
に
収
束
し
に
く
く
、
積
極
的
に
で
あ
れ
、

消
極
的
に
で
あ
れ
、
改
正
の
推
進
カ
と
は
な
り
に
く
い
も
の
と

い
え
よ
〉
フ
。

ハ司、A
、

A 

大
蔵
省
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

将
来
的
な
給
付
水
準
の
決
定
は
、
国
庫
負
担
と
密
接
な
関
わ

り
を
も
っ
事
項
で
あ
っ
た
た
め
、
大
蔵
省
と
し
て
も
非
常
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
健
康
保
険
法
の
改
正
と
異
な
る

の
は
、
直
接
当
該
年
度
の
予
算
に
影
響
を
及
ぽ
す
よ
う
な
性
質

の
も
の
で
は
な
く
長
期
的
な
問
題
で
あ
っ
た
た
め
、
関
心
内
容

に
も
自
ず
と
異
な
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Q
、
い
わ
ゆ
る
第
二
臨
調
に
お
け
る
年
金
を
含
む
社
会
保
障
制
度

に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
は
、
誰
が
中
心
と
な
っ
て
打
ち
出

し
た
も
の
か
。

A
、
ま
ず
、
第
二
臨
調
の
目
的
は
、
第
一
に
「
増
税
な
き
財
政
再

建
」
、
第
二
に
「
活
力
あ
る
福
祉
社
会
の
実
現
L

で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
い
ず
れ
の
考
え
方
を
採
っ
た
と
し
て
も
、
結
局
社
会
保

障
に
対
す
る
国
庫
負
担
の
削
減
と
い
う
結
果
と
結
び
つ
く
も
の

で
あ
っ
た
。
大
蔵
省
は
こ
れ
ら
の
枠
組
に
強
い
利
害
関
を
有
し

て
い
た
。
具
体
的
に
中
心
と
な
っ
た
者
が
誰
か
と
い
う
の
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
背
景
だ
け
は
指

摘
で
き
よ
う
。

Q
、
厚
生
省
自
身
の
方
針
に
臨
調
が
同
調
す
る
と
い
う
形
は
と
ら

れ
な
か
っ
た
の
か
。

A
、
臨
調
の
答
申
の
中
で
厚
生
省
関
係
事
項
の
占
め
る
割
合
は
極

め
て
大
き
く
、
ま
た
、
今
後
の
社
会
保
障
の
あ
り
方
を
決
定
す

る
重
要
な
テ

l
マ
が
多
数
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
厚
生

省
と
し
て
は
答
申
内
容
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
ず
、
ま
た
、
臨

北法38(4・217)801
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調
サ
イ
ド
と
し
て
も
厚
生
省
が
全
く
実
現
で
き
な
い
よ
う
な
答

申
を
出
す
訳
に
も
い
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
答
申
の

内
容
に
は
厚
生
省
の
意
向
も
反
映
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Q
、
有
識
者
調
査
は
誰
の
発
想
に
よ
る
も
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
は

制
度
改
正
の
推
進
力
に
な
り
得
た
か
。

A
、
厚
生
省
の
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
よ
う
な
大
規

模
な
改
正
と
な
る
こ
と
は
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
広
く
有
識
者
の
意
見
を

聴
き
、
改
正
に
理
解
を
得
る
こ
と
が
必
要
だ
と
判
断
さ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
し
か
も
、
調
査
結
果
が
概
ね
厚
生
省
案
と
大
差
な

い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
結
果
と
し
て
制
度
改
正
の
大
き
な
推

進
カ
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

Q
、
先
に
社
会
党
が
税
方
式
を
主
張
し
た
と
の
議
論
が
あ
っ
た
が
、

野
党
は
全
体
的
に
み
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
。

A
、
ま
ず
、
民
社
党
は
法
案
に
賛
成
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

ど
の
程
度
法
案
成
立
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
た
か
は
明
ら
か
で

な
い
。
一
方
、
社
会
党
、
公
明
党
、
共
産
党
は
法
案
に
反
対
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
法
案
の
早
期
成
立
と
い
う
意
味
で
は
当

然
マ
イ
ナ
ス
要
因
で
あ
っ
た
が
、
克
服
困
難
な
阻
害
要
因
と
い

資

う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
極
め
て
逆
説
的
で
は
あ
る

が
、
社
会
党
は
税
方
式
に
基
づ
く
独
自
の
年
金
構
想
を
打
ち
出

し
て
い
た
た
め
、
か
え
っ
て
基
本
に
お
い
て
棺
互
の
歩
み
寄
り

の
余
地
が
な
い
、
従
っ
て
政
府
と
し
て
は
原
案
を
主
張
す
る
し

か
な
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
税
方
式
の

場
合
に
は
巨
額
の
増
税
が
必
要
で
あ
り
、
当
時
の
選
択
と
し
て

こ
の
よ
う
な
増
税
が
可
能
か
と
い
う
問
題
が
根
本
に
あ
っ
た
。

他
方
、
公
明
党
は
、
改
正
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
は
一
応

評
価
し
つ
つ
も
、
具
体
論
に
お
い
て
反
対
し
て
い
た
と
い
え
よ

う
。
な
お
、
野
党
の
意
見
の
う
ち
実
現
可
能
な
も
の
は
国
会
修

正
で
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

Q
、
ま
た
、
審
議
の
順
序
等
国
会
審
議
に
つ
い
て
の
推
進
者
は
誰

で
あ
っ
た
か
。

A
、
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ま
ず
、
健
保
と
年
金
の
審
議
の
順
序
に
つ
い
て
は
、
法
案
提

出
省
庁
た
る
厚
生
省
が
第
一
次
的
に
考
え
、
国
会
対
策
委
員
会

が
決
定
す
る
と
い
う
の
が
基
本
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、

法
案
の
性
質
上
こ
の
順
序
は
自
明
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
閉
会
中
審
査
は
、
時
間
的
制
約
(
昭
和
六
一
年
四

月
実
施
)
と
い
う
い
わ
ば
物
理
的
事
情
か
ら
必
要
に
迫
ら
れ
て

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
党
へ
の
根
回
し
等
は
厚
生
省
が
中
心
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一
部
の
野
党
は
、
閉
会
中
審
査
に
も
反
対

で
あ
り
、
実
質
審
議
も
行
わ
な
か
っ
た
。
更
に
、
昭
和
五
九
年

一
二
月
一
日
に
常
会
を
召
集
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ

の
時
は
電
々
公
社
改
革
法
案
の
年
内
成
立
を
は
か
る
と
い
う
事

情
も
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

Q
、
社
会
労
働
委
員
会
は
、
負
担
過
重
と
い
う
側
面
及
び
審
議
能

カ
と
い
う
側
面
か
ら
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
社
会
委

員
会
・
労
働
委
員
会
に
分
割
す
る
と
の
案
は
い
ま
だ
実
現
に

至
っ
て
い
な
い
の
か
。

A
、
社
会
労
働
委
員
会
の
所
掌
は
、
原
則
と
し
て
厚
生
省
と
労
働

省
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
開
催
日
は
週
二
目
、
そ
の
う
ち
厚
生

省
所
管
の
問
題
に
つ
い
て
は
週
一
日
し
か
審
議
し
な
い
。
し
か

し
、
数
多
く
の
、
し
か
も
重
要
な
法
案
を
抱
え
て
い
る
現
状
に

鑑
み
る
と
、
週
一
日
で
は
あ
ま
り
に
少
な
い
と
の
議
論
が
生
ず

る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
社
労
委
の
定
例
開
催
日
を
増
や
す

よ
う
厚
生
省
は
働
き
か
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
未
だ
に
実

現
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
審
議
は
定
例
日
に
し
か
行
わ
な
い

が
、
公
聴
会
等
は
定
例
日
以
外
で
も
行
う
こ
と
等
に
よ
り
審
議

の
促
進
を
図
る
と
い
っ
た
方
法
は
と
っ
て
い
る
。

Q
、
国
会
の
附
帯
決
議
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
か
。

と
な
っ
た
。
な
お
、

附
帯
決
議
に
は
野
党
の
意
向
が
か
な
り
反
映
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
。
例
え
ば
、
〈
資
料
日
〉
の
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
の

「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯

決
議
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
「
1
、
今
後
に
お
け
る
基

礎
年
金
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
(
中
略
)
世
帯
の
類
型
を
踏
ま
え
、

(
中
略
)
そ
の
改
善
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。
」
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
社
会
党
、
公
明
党
が
単
身
世
帯
の
生
活
費
と
夫

婦
世
帯
の
そ
れ
と
が
単
純
に
二
分
の
一
と
い
う
関
係
に
は
な
っ

て
い
な
い
と
主
張
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
費
用

負
担
の
あ
り
方
と
の
関
連
を
含
め
、
そ
の
改
善
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
。
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
税
方
式
を
主
張
し
た
社
会

党
の
意
見
も
影
響
し
て
い
る
。

2
の
無
年
金
者
の
問
題
も
社
会

党
な
ど
が
主
張
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

3
の
老
齢
福
祉

年
金
に
つ
い
て
は
、
公
明
党
・
民
社
党
が
従
来
か
ら
主
張
し
て

い
た
。

5
の
五
人
未
満
事
業
所
の
従
業
員
へ
の
適
用
に
関
し
て

は
社
会
党
が
主
張
し
て
い
た
。
他
に
6
以
下
も
含
め
野
党
の
主

張
は
こ
の
決
議
の
中
に
椙
当
程
度
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

Q
、
附
帯
決
議
に
は
ど
の
程
度
の
拘
束
力
が
あ
る
の
か
。

A
、
附
帯
決
議
は
行
政
庁
に
対
し
法
的
な
拘
束
力
を
有
す
る
も
の

A 
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料資

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
今
回
の
改
正
に
際
し
て
の
立
法
府
た
る

国
会
の
意
向
の
表
明
で
あ
り
、
当
然
に
専
重
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
が
、
実
際
に
実
現
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
そ
の
後
の
政
治

状
況
や
社
会
・
経
済
情
勢
等
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Q
、
衆
院
社
労
委
に
よ
る
国
民
年
金
法
等
改
正
法
に
対
す
る
附
帯

決
議
は
、
将
来
的
に
実
現
可
能
性
は
あ
る
の
か
。

A
、
例
え
ば
、

7
の
支
払
回
数
に
つ
い
て
は
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

9
の
自
主
運
用
に
つ
い
て
は
昭
和
六
二
年
度
予
算
で
一
兆
円
が

認
め
ら
れ
た
。
そ
の
他
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
事
項
の
多
く

は
、
今
後
の
重
要
な
検
討
項
目
に
な
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

Q
、
今
回
改
正
に
あ
た
っ
て
参
議
院
が
果
た
し
た
役
割
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

A
、
今
回
改
正
の
場
合
、
参
議
院
で
も
実
質
的
・
技
術
的
な
修
正

が
な
さ
れ
た
。
年
金
制
度
の
場
合
、
非
常
に
専
門
的
な
知
識
を

必
要
と
す
る
た
め
、
任
期
が
六
年
と
長
く
身
分
が
安
定
し
た
参

議
院
議
員
の
方
が
よ
り
じ
っ
く
り
と
問
題
に
取
り
組
め
る
状
況

に
あ
る
し
、
実
際
よ
く
勉
強
し
て
い
る
議
員
も
少
く
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

ハ司、

厚
生
省
内
部
の
い
わ
ば
担
当
者
レ
ベ
ル
で
の
意
思
形
成
は
ど

の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
る
の
か
。

今
回
の
改
正
の
場
合
に
は
、
ま
ず
テ

1
マ
を
決
め
、
こ
れ
に

つ
い
て
の
案
を
二
、
三
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
作
成
さ
せ
局
長

室
で
議
論
す
る
と
い
う
方
式
を
と
っ
た
。
裁
定
す
る
の
は
局
長

で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
作
業
は
課
長
補
佐
・
係
長
ク
ラ
ス
が

担
当
す
る
。
こ
の
場
合
、
過
去
の
附
帯
決
議
、
審
議
会
答
申
等

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
も
重
要
な
論
点
と
な
る
。

Q
、
世
論
へ
の
影
響
を
考
慮
し
て
マ
ス
コ
ミ
対
策
を
意
図
的
に
行

う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
か
。

A
、
先
に
、
今
回
改
正
の
場
合
大
き
な
推
進
力
が
な
か
っ
た
と
述

べ
た
が
、
マ
ス
コ
ミ
は
有
力
な
推
進
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

マ
ス
コ
ミ
に
理
解
を
得
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
仕
事
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
功
を
奏
し
た
た
め
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
が
、

今
回
の
改
正
に
つ
い
て
マ
ス
コ
ミ
は
総
じ
て
好
意
的
な
論
調
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

A 
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二
、
内
容
に
つ
い
て

厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
は
暫
定
的
に
六

O
歳
と
さ
れ
て

い
る
が
、
六
五
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
見
通
し
は
あ
る
の
か
。

A
、
今
の
と
こ
ろ
は
難
し
い
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

Q 
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雇
用
と
の
関
係
を
無
視
し
て
支
給
開
始
年
齢
を
引
き
上
げ
る
の

は
政
策
的
に
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
法
律
上
、
本
則
で

は
六
五
歳
支
給
と
し
、
附
則
に
お
い
て
「
当
分
の
間
」
は
六

O

歳
支
給
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
立
法
技
術
上
の

問
題
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
基
礎
年
金
の
支
給
が
六
五

歳
か
ら
で
あ
る
以
上
、
そ
の
二
階
部
分
に
あ
た
る
老
齢
厚
生
年

金
の
支
給
開
始
年
齢
も
六
五
歳
か
ら
と
本
則
上
は
規
定
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
六

O
歳
か
ら
六
五
歳
ま
で
は
特
別

支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
附
則
に
「
当
分
の
間
」
と
い
う
形
で
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
附
則
に
規
定
す
る
以
上
、
形
式
的
に
は
経
過

的
な
も
の
と
し
て
の
位
置
付
け
と
な
る
の
で
、
「
当
分
の
間
」
と

し
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
特
に
六
五
歳
支
給
を
打
ち
出

し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

国
民
年
金
は
六
五
歳
支
給
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
が
、
厚
生

年
金
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
考
慮
し
な
か
っ
た
の
か
。

A
、
今
回
の
改
正
で
は
、
厚
生
年
金
の
女
子
の
支
給
開
始
年
齢
を

五
五
歳
か
ら
段
階
的
に
六

O
歳
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
改
正
を

行
い
、
ま
た
共
済
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
六

O
歳
へ
の
引
き

上
げ
時
期
を
早
め
る
こ
と
も
行
っ
た
。
他
方
、
国
民
年
金
に
加

Q 

入
す
る
自
営
業
者
や
農
業
者
に
は
被
用
者
の
よ
う
な
退
職
と
い

う
概
念
が
な
い
た
め
、
い
つ
か
ら
支
給
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て

特
別
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
一
般
的
な

老
齢
到
達
年
齢
と
考
え
ら
れ
る
六
五
歳
か
ら
支
給
す
る
の
を
原

則
と
し
て
い
る
が
、
国
民
年
金
に
は
繰
上
げ
支
給
と
い
う
制
度

が
あ
り
、
六

O
歳
に
な
れ
ば
本
人
の
申
し
出
に
よ
り
減
額
さ
れ

た
年
金
を
受
給
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

Q
、
基
礎
年
金
の
五
万
円
と
い
う
水
準
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
か

ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。

A
、
基
礎
年
金
五
万
円
の
水
準
は
、
老
後
生
活
の
基
礎
的
部
分
を

保
障
す
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
総
理
府
の
消
費
生
活
実

態
調
査
に
お
い
て
、
六
五
歳
以
上
の
単
身
お
よ
び
夫
婦
世
帯
の

消
費
支
出
の
う
ち
衣
食
住
の
部
分
が
単
身
四
七
、
六

O
O円
、
夫

婦
八
三
、
七

O
O円
と
算
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て

五
万
円
と
い
う
数
字
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
右
の

調
査
は
衣
食
住
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
そ
の
他
教
養
・
娯

楽
費
等
を
含
ん
で
い
な
い
た
め
、
本
当
に
こ
の
水
準
で
よ
い
の

か
と
い
う
議
論
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
五
万
円
の
水
準

は
将
来
的
な
保
険
料
負
担
も
勘
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
基
礎
年

金
の
水
準
を
上
げ
れ
ば
将
来
の
保
険
料
も
上
げ
ざ
る
を
得
な
く
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料

な
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

Q
、
積
立
金
の
自
主
費
用
は
、
今
後
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
る

こ
と
に
な
る
の
か
。

A
、
従
来
、
厚
生
年
金
の
場
合
、
被
保
険
者
(
被
用
者
)
が
事
業

主
を
通
じ
て
保
険
料
を
納
付
し
て
き
た
。
こ
の
保
険
料
は
社
会

保
険
事
務
所
を
通
じ
て
社
会
保
険
庁
に
納
付
さ
れ
、
特
別
会
計

(
厚
生
年
金
特
別
会
計
)
か
ら
大
蔵
省
資
金
運
用
部
へ
全
額
預

託
さ
れ
、
利
回
り
は
法
定
さ
れ
て
い
た
。
資
金
運
用
部
資
金
の

統
合
運
用
は
絶
対
的
原
則
で
あ
る
と
い
う
の
が
大
蔵
省
の
従
来

の
主
張
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
一
兆
円
の
自
主
運

用
が
認
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
マ
ル
優
廃
止
の
見
返
り
と
し
て

郵
貯
の
自
主
運
用
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
郵
貯
を
認
め

た
以
上
、
年
金
に
つ
い
て
も
、
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。
と
は
い
え
、
こ
れ
で
資
金
運
用
部
に
よ
る
統

合
一
本
化
の
原
則
が
崩
壊
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
今

回
の
自
主
運
用
の
仕
組
は
、
い
っ
た
ん
特
別
会
計
か
ら
資
金
運

用
部
へ
預
託
さ
れ
た
金
額
の
一
部
を
年
金
福
祉
事
業
団
が
再
度

借
入
れ
る
。
事
業
団
は
こ
の
借
入
金
を
高
利
運
用
し
、
そ
の
利

鞘
を
国
庫
納
付
金
と
い
う
形
で
年
金
の
特
別
会
計
に
納
付
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
厚
生
省
は
三
兆
円
を
要
求
し
た
が
、
そ

資

の
う
ち
一
兆
円
が
認
め
ら
れ
昭
和
六
二
年
度
か
ら
有
利
運
用
が

で
き
る
こ
と
と
な
り
、
今
国
会
に
そ
の
た
め
の
法
案
が
提
出
さ

れ
る
予
定
で
あ
る
。
た
と
え
一
兆
円
で
あ
っ
て
も
、
一
パ
ー
セ

ン
ト
運
用
利
率
が
高
け
れ
ば
一

O
O億
円
単
位
で
余
資
が
異

な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
、
将
来
の
高
齢
化
を
控
え
、
自
主
運

用
の
余
地
を
拡
大
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

昨
今
の
よ
う
な
低
金
利
時
代
に
あ
っ
て
は
、
資
金
運
用
部
資
金

法
に
よ
っ
て
最
低
利
率
が
保
障
さ
れ
て
い
る
方
が
安
全
で
は
な

い
か
と
い
っ
た
議
論
も
あ
り
得
ょ
う
が
、
む
し
ろ
現
在
の
よ
う

な
低
い
物
価
上
昇
率
、
低
金
利
と
い
っ
た
状
況
が
い
つ
ま
で
続

き
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

北法38(4・222)806

付
記
本
稿
は
、
一
九
八
七
年
一
月
一
六
日
に
開
催
さ
れ
た
北
大
立
法

過
程
研
究
会
で
な
さ
れ
た
報
告
の
テ

1
プ
を
起
こ
し
、
そ
れ
に
加
筆
し
、

訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
全
て
筆
者
の
責
任

で
あ
る
。
な
お
、
録
音
テ

l
プ
の
再
生
に
あ
た
っ
て
、
北
大
大
学
院
法
学

研
究
科
院
生
菊
池
馨
実
君
の
協
力
を
え
た
。



〈資料 1>公的年金制度の沿革

h
o∞
(
的
N
N
・
叩
)
∞
的
岨
崎
将

59年60年61年

男 子

民間 労働者 金保険

被用者 女子及
厚 生 年 金 保 険

び職員

被
船 船 員 保 険

新
私 立学校

(厚生年金保険) 私立学校教職員共済組合
教 職 員

用 農 林漁業
国

団 体職員
(厚生年金保険) 農林漁業団体職員共済組合

民

恩 給

者
国家公務員共済組合

旧国家公務員共済組合

宮業共済組合等

旧法準用
公務員等 公共企業体職員等共済組合

恩 給 恩給準用

市町村職員共済組合 度

恩給準用 退職年金条例等 地方公務員等共済組合

被用者以外の者 国民年金(拠出制)

33年 34年 35年 36年 37年29年 30年 31年23年19年昭和15年 17年

制
僻
咽
市
誕
判
Q
同
羽
田
制
軍
側
社

g
q叫
州
同
由
ロ
時
堕

(注)昭和58年11月、国家公務員共済組合と公共企業体職員等共済組合の統合法案が成立したが、当分の問、国鉄共済組合、日本電信電話共済組合、

及び日本たばこ産業共済組合は国家公務員等共済組合連合会に加入しない。



資 料

〈資料 2>公的年金各制度の主要相異点 (昭和60年 5月現在)

共 揖 組 A ロ

項 目 国民年金 厚生年金保険 国家公輯員等，地方公 私撒立韓学団枝体鞍職職員員. 畠林
務員

1. 給付算 期間比例 定額部分(期間比例) 基本的に俸給に比例する

定方式 報酬比例部分(報酬比例) 方式と厚生年金保険の方
同 左

式のいずれか高い方を選

択。

2. 算定基

礎となる

報酬・樺

給

①基礎報 加入全期間の平均標準報 退職時前 1年間の本俸月 退職時前 1年間文は加入

酬・樺給 酬月額 額の平均 全期聞の平均標準給与月

額のいずれか高い方を選

択。

②報酬・俸 ボーナスを除き，労働の 本樺のみ。(ポナス，諸 厚生年金保険に同じ。

給の範囲 対価として受けるすべて 手当を含まない。)

の報酬(諸手当を含む。)

3. 支給開 原則として男女と 男子60歳，女子55歳 昭和75年までに.段階的

始年齢 も65歳 に60歳に号|き上げ
同 左

(現在のところ男女とも

55歳)

4 再就職 一般被用者を対象とする 適用が特定の職域のみの

者に対す ため，別企業に再就職し 勤務に限られるため民間

る年金の た場合.原則として年金 に再就職した場合には， 同 左
支給 の支給が停止される。(注 原則として年金が支給さ

1) れる。(注 2) 

5. 併給調 向ー制度では原則 同一制度内でも，遺族年

整 一年金を選択 同 左 金は老齢・障害年金と併 同 左
給

6. 保険料 月額6.740円 男子10.6% (国共済) (私学 10.2%
(率) 女子9.3% 国共昔連合会 14.24%111.4%) (農林 10.9%

(労使折半) 国鉄共済 20.4%06.32%) (労使折半)

電々 共揖 13.2%110.56%) 
日本たばこ共済16.3先113.04%)

(地共済)

一般 13.8%01.04%) 

労使折半。

)内は厚生年金

保険の標準報酬ベー

スに換算したもので

ある。

7. 国庫負 給付時負担 給付時負担 拠出時負担 給付時負担

担 原則給付費の 1/ 原則給付費の20% 総財源の15.85% 給付費の18%
3 (注 3) (ほかに定額補助あり)

8. その他

①障害年金 退職要件なし。 退職要件あり。 同 左
の退職要 (在職中も支給)

件

②障害・遺 1年 6カ月 1年 1年

族年金の資

格期間

(注1)例外的に，報酬に応じて在職老齢年金が支給される。

(注 2)年金以外の給与所得が600万円を超えるときは70歳まで年金額の一部が支給停止される。

(注 3)国鉄共済，地共済は，それぞれ国鉄，地方公共団体負担である。

北法38(4・224)808



昭和61年公的年金制度改正の立法過程

〈資料 3>従業上の地位別就業者数の推移

昭和30年
総数 I 
4，119万人 1

35年 I
4，461万人l

40年 f

4，748万人 1

45年 I
5，094万人|

50年
5，223万人

53年
5，408万人

57年
5，638万人

自営業者

25.2 

(J ，040万人)

23.2 

20.4 

19.2 

18.0 12.0 

17.8 

16.7 ~ 
59年 |15.9 I 9.8 I 
5，766万人

(919万人)(565万人)

家族従業者

33.6 

(J ，385万人)

25.8 

20.9 

20 40 

(資料)労働力調査(総理府)

58.6 

64.9 

69.8 

70.2 

72.7 

74.0 

(4，265万人)
..L 

60 

雇用者

41.0 

(J ，690万人)

51.0 

I 

80 

く資料 4>女子有配偶者(15歳以上)の就業状態別構成比の推移

農林業 家自営庭従業者業者雇用者完全失業者 非労働力人口
昭和35年

総1，9数20万人l| 9.6 I 8.8 11 53.4 

(541万人) (184万人)(169万人) (1，025万人)

40年| 22.6 1|13.7110.5 50.1 2，191万人

0.3 
45年|
2，456万人 14.9 14.8 18.3 

" 

51.6 

0.5 

50Z年，787万人1内J・~ 句13.4 21.3 ~ 54.8 

0.6 

53年2，893万人I9.0 14.2 24.3 ij 51.8 

0.7 

57fO17万人 |7.3| 14.6 27.4 
11 

49.7 

0.9 

寸叩万人 |6.8| 13.8 29.5 II 48.9 

(201万人)(422万人) (901万人) (J ，472万人)

。 20 40 60 80 

(資料)労働力調査(総理府)、国勢調査(総理府)

北法38(4・225)809

100 
(%) 

100 
(%) 



〈資料 5)公的年金制度における老齢(退職)年金受給権者数の

被保険者数に対する比率

厚生年金保険

船員保険

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

国鉄

公共企業体職員等共済組合 電々

専売

私立学校教職員共済組合 ゴ3.4

農林揖業団体職員共済組合

国民年金 |初 9
e a 。 10 20 30 40 

〈資料 6)加入年数の伸長と年金額の増大

改定年度 標準的な年金額
加入期間

直近男子の平均
(厚生年金保険) (1) 標準報酬月額(2)

61 173，100 32年 (注)
(改正時) (59年度価格) 254，000 

(改正後)
176，200 40年 254，00 
( 1/ ) 

成
ーーーー---ーーー『ー苧『・ー ーー"・ーー・-----司----ーーー『 ---匹司，骨--ーー-----・・・・ー・--・-----------

熟
211，100 

40年 254，000 

(建一安)

( 1/ ) 

時
4妻0年一加国入民の年場金合

ーーーーーーーーーーーーー， ---・---ーーー，ーー----ーー『曙

277 .000 40年 254，000 
I " 

資 料

(昭和57年3月末現在)

1 

50 60% 

(年金額:月額)

水準 ((1}/(2))

68% 

69% 

-・・・ M 圃値・ーー--ー--幽喧ー・ーー.

83% 

ーー・・・・・・・ーー---------

109% 

(注)推計値

北法38(4・226)810



昭和 61年公的年金制度改正の立法過程
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F
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。
「
今
後
に
お
け
る
行
政
改
革
の
具
体
化
方
策
に
つ
い
て
」
閣
議
決
定

。
年
金
問
題
担
当
大
芭
指
名

O
「
幻
世
紀
の
年
金
」
に
関
す
る
有
識
者
調
査
実
施

(
1白
川
・
ー
・
幻
ま
で
)

O
国
民
年
金
審
議
会
(
懇
談
会
)
(
次
期
制
度
改
正
の
在
り
方
に
つ
い
て

審
議
開
始
)

O
「
公
的
年
金
制
度
改
革
の
進
め
方
に
つ
い
て
」
公
的
年
金
制
度
に
関
す

る
関
係
閣
僚
懇
談
会
決
定

。
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
の
財
政
単
位
の
一
一
冗
化
を
図
る
た
め
の
法

案
成
立

O
社
会
保
険
審
議
会
厚
生
年
金
保
険
部
会
意
見
書
(
防
・
日
以
降
三

O
回

審
議
)

O
国
家
公
務
員
共
済
組
合
と
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
の
統
合
法

案
成
立

O
国
民
年
金
審
議
会
に
諮
問
(
国
民
年
金
の
制
度
改
正
に
つ
い
て
)

O
社
会
保
険
審
議
会
に
諮
問

、
国
民
年
金
法
の
改
正
に
よ
る
基
礎
年
金
の
導
入
等
に
伴
う
厚
生
〆

，

年

金

保

検

、

船

員

保

険

の

制

度

改

正

に

つ

い

て

、

容

O
社
会
保
険
審
議
会
厚
生
年
金
保
険
部
会
(
懇
談
会
)
(
次
期
制
度
改
正

の
在
り
方
に
つ
い
て
審
議
開
始
)

。
臨
時
行
政
調
査
会
行
政
改
革
に
関
す
る
第
三
次
答
申
(
基
本
答
申
)

11 118887743 22 

20 15 13 8 2 1 26 12 17 2 24 23 
1
・お

1
・
m

年
月
日

ω
・1
・M

内

容

。
社
会
保
険
審
議
会
答
申

、
国
民
年
金
法
の
改
正
に
よ
る
基
礎
年
金
の
導
入
等
に
伴
う
厚
生
〆

，

年

金

保

険

、

船

員

保

険

の

制

度

改

正

に

つ

い

て

、

O
社
会
保
障
制
度
審
議
会
に
諮
問

O
国
民
年
金
審
議
会
答
申

O
社
会
保
険
審
議
会
答
申

ヘ
国
民
年
金
法
の
改
正
に
よ
る
基
礎
年
金
の
導
入
等
に
伴
う
厚
生
J

一
年
金
保
険
、
船
員
保
険
の
制
度
改
正
の
う
ち
船
員
保
険
法
に
関
一

F

す

る

部

分

に

つ

い

て

、

O
社
会
保
障
制
度
審
議
答
申

。
「
公
的
年
金
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
」
閣
議
決
定

O
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
閣
議
決
定

。
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
国
会
に
上
程

O
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
趣
旨
説
明
、
社
会
労
働
委
員
会
に
付
託

O
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
提
案
理
由
説
明

O
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
質
疑

O

向

上

O
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
参
考
人
意
見
陳
述
・
質
疑

O
第
一

O
一
回
国
会
閉
会
、
継
続
審
議
決
定

)
O衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
閉
会
中
に
お
け
る
地
方
公
聴
会
(
札
幌
・
鹿

児
島
)

O
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
閉
会
中
審
査
に
お
け
る
質
疑
(
厚
生
一
般
)
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〈
資
料
7
〉
年
金
制
度
改
正
の
経
過

①
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
保
険
の
改
正

肉日
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1
守

2

内

容

。
第
一

O
二
回
国
会
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
質
疑

O
衆
議
院
連
合
審
査
(
社
労
、
内
閣
、
大
蔵
、
地
行
、
農
水
、
文
教
)

に
お
け
る
質
疑

O
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
質
疑

O
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
修
正
、
採
決

O
衆
議
院
本
会
議
採
決

O
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
(
昭
和
四
年
度
ス
ラ
イ
ド
部
分
)

O
参
議
院
本
会
議
昭
和
問
年
度
ス
ラ
イ
ド
部
分
採
決
成
立
、
制
度
改
正

部
分
趣
旨
説
明
・
質
疑
(
社
会
労
働
委
員
会
付
託
)

O
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
提
案
理
由
説
明

)
O参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
地
方
公
聴
会
(
大
阪
・
仙
台
)

O
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
質
疑

O

同

上

O
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
参
考
人
意
見
陳
述
、
質
疑

O
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
質
疑

O
参
議
院
連
合
審
査
(
社
労
、
内
閣
、
大
蔵
、
地
行
、
農
水
、
文
教
、

運
輸
)
に
お
け
る
質
疑

O
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
、
修
正
、
採
決

O
参
議
院
本
会
議
採
決
、
衆
議
院
本
会
議
可
決
、
成
立

O
公
布
(
法
律
第
三
四
号
)

O
国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
政
令
等
閣
議
決
定

O
公
布
(
国
民
年
金
法
施
行
令
政
令
第
五
三
号
、
同
法
経
過
措
置
政

令
政
令
第
五
四
号
)

O
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
省
令
(
厚
生
省
令
第
一
七
号
)

6
・m

6
・幻

叩甲l年

4 2 10 3 2 I月
28 12 29 24 I日

4
-
M
 

4
・M

4
・
初

6
・U

6
・
刊
日

内

容

。
「
公
的
年
金
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
」
閣
議
決
定

。
共
済
年
金
制
度
改
革
検
討
委
員
会
設
置

O
共
済
年
金
制
度
改
革
検
討
委
員
会
報
告

「
共
済
年
金
制
度
改
革
の
方
向
」

O
国
共
済
改
正
法
案
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
審
議
会
に
諮
問

。
地
共
済
改
正
法
案
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
審
議
会
に
諮
問

。
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
審
議
会
答
申

。
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
審
議
会
答
申

O
共
済
改
正
四
法
案
(
国
共
済
改
正
法
案
、
私
学
共
済
改
正
法
案
、
農
林

共
済
改
正
法
案
、
地
共
済
改
正
法
案
)
社
会
保
障
制
度
審
議
会
に
諮
問

。
社
会
保
障
制
度
審
議
会
答
申

O
共
済
改
正
四
法
案
閣
議
決
定

O
共
済
改
正
四
法
案
国
会
提
出
(
第
一

O
二
国
会
)

O
共
済
改
正
四
法
案
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明

O
国
共
済
改
正
法
案
衆
・
大
蔵
委
員
会
に
お
い
て
提
案
理
由
説
明

O
農
林
共
済
改
正
法
案
衆
・
農
林
水
産
委
員
会
に
お
い
て
提
案
理
由

説
明

。
地
共
済
改
正
法
案
衆
・
地
方
行
政
委
員
会
に
お
い
て
提
案
理
由
説

月ts 
O
私
学
共
済
改
正
法
案
衆
・
文
教
委
員
会
に
お
い
て
提
案
理
由
説
明

② 

共済年金

の
改
正

の

部改

正

省令

生雇| 容

省令第

四

ヨ
北法38(4・228)812



昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

61 
3 3 12 12 12 12 12 12 12 12 

28 25 27 20 19 12 10 9 6 5 
ロ・
3

u
・4

年
月
日

6
・お

'Eゐ

n
u
d

守

S

A

n

J

“

内

容

O
第
一

O
二
国
会
閉
会
共
済
改
正
四
法
案

l
継
続
審
議
の
決
定

O
国
共
済
改
正
法
案
衆
・
大
蔵
委
員
会
に
お
い
て
修
正
採
決
(
第
一

O

三
国
会
)

O
地
共
済
改
正
法
案
衆
・
地
方
行
政
委
員
会
に
お
い
て
修
正
採
決

O
農
林
共
済
改
正
法
案
衆
・
農
林
水
産
委
員
会
に
お
い
て
修
正
採
決

O
国
共
済
改
正
法
案
、
地
共
済
改
正
案
、
衆
議
院
本
会
議
採
決

O
私
学
共
済
改
正
法
案
衆
・
文
教
委
員
会
に
お
い
て
修
正
採
決

O
国
共
済
改
正
法
案
、
地
共
済
改
正
法
案
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て

趣
旨
説
明

。
地
共
済
改
正
法
案
参
・
地
方
行
政
委
員
会
に
お
い
て
提
案
理
由
説
明

。
私
学
共
済
改
正
法
案
、
農
林
共
済
改
正
法
案
衆
議
院
本
会
議
採
決

O
私
学
共
済
改
正
法
案
、
農
林
共
済
改
正
法
案
参
議
院
本
会
議
に
お

い
て
趣
旨
説
明

。
私
学
共
済
改
正
法
案
参
・
文
教
委
員
会
に
お
い
て
提
案
理
由
説
明

。
農
林
共
済
改
正
法
案
参
・
農
水
委
員
会
に
お
い
て
提
案
理
由
説
明

。
国
共
済
改
正
法
案
参
・
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
提
案
理
由
説
明

O
共
済
改
正
四
法
案
参
・
各
委
員
会
に
お
い
て
修
正
、
採
決

O
共
済
改
正
四
法
案
参
議
院
本
会
議
採
決
、
衆
議
院
本
会
議
可
決
、

成
立

O
公
布
(
国
共
済
法
律
第
一

O
五
号
、
私
学
共
済
法
律
第
一

O
六
号
、

農
林
共
済
法
律
第
一

O
七
号
、
地
共
済
法
律
第
一

O
八
号
)

O
国
共
済
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
政
令
、
地
共
済
法
施
行
令
等
の
一

部
改
正
政
令
等
閣
議
決
定

O
私
学
共
済
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
政
令
・
農
林
共
済
法
施
行
令
等

の
一
部
改
正
政
令
閣
議
決
定

年
3 月

31 
日

o 0 0 

内

部ー日部}部改正部現正 共済詰行i 
令省令省省令省令 六六 五五

f〈著令第i書((i官自(大Z費 号E蓄 五弓号量主人置政
n廿』

六二号)日 量行令 i 錯置
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臨
時
行
政
調
査
会

l
行
政
改
革
に
関
す
る

第
三
次
答
申
(
基
本
答
申
)
|
|
(
抜
粋
)

(
昭
和
五
七
年
七
月
三

O
臼
)

第

2
部
行
政
改
革
の
基
本
的
方
策

第

1
章
行
政
施
策
に
関
す
る
改
革
方
策

2

社
会
保
障

ω
基
本
的
考
え
方

ア
現
在
の
我
が
国
の
社
会
保
障
は
、
制
度
的
に
西
欧
諸
国
に
比

較
し
て
ほ
ぼ
遜
色
な
い
水
準
に
達
し
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は

次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

①
年
金
、
医
療
い
ず
れ
の
社
会
保
険
も
い
く
つ
か
の
制
度
に
分

立
し
、
制
度
ご
と
に
内
容
に
不
均
衡
が
あ
る
。

ま
た
、
保
険
制
度
と
し
て
の
将
来
の
財
政
基
盤
が
安
定
し
て

お
ら
ず
、
特
に
年
金
保
険
に
つ
い
て
は
、
高
齢
化
と
制
度
の
成

熟
化
に
よ
り
、
現
状
の
給
付
水
準
と
負
担
の
関
係
の
ま
ま
で
は

将
来
の
年
金
制
度
は
危
機
的
状
況
を
迎
え
る
。

②
乱
診
乱
寮
等
に
よ
る
医
療
費
の
非
効
率
利
用
が
み
ら
れ
る
と

と
も
に
、
医
療
費
が
毎
年
巨
額
な
増
加
を
示
し
て
い
る
。

(2) 

社
会
福
祉
に
つ
い
て
は
、
施
策
の
体
系
化
、
重
点
化
、
公
私

の
連
携
と
い
っ
た
面
が
十
分
で
な
い
。

今
後
は
、
高
齢
化
の
進
展
等
に
伴
う
需
要
の
増
大
や
国
際
化

の
進
展
に
対
応
し
、
社
会
保
障
制
度
が
引
き
続
き
国
の
政
策
と

し
て
安
定
的
に
機
能
し
得
る
よ
う
、
国
民
の
合
意
の
得
ら
れ
る

負
担
水
準
と
の
関
連
に
配
慮
し
な
が
ら
、
現
行
制
度
に
お
け
る

不
合
理
の
是
正
、
効
率
化
、
体
系
化
を
図
る
と
と
も
に
、
受
益

者
負
担
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
民
間
の
力
の
活
用
も
考
え
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

年
金
制
度
の
改
革
等
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応

高
齢
者
雇
用
の
推
進

人
口
の
中
で
高
齢
者
の
占
め
る
割
合
が
高
ま
れ
ば
、
高
齢
者

も
働
く
こ
と
が
当
然
必
要
と
な
る
。
今
後
年
金
等
社
会
保
障
施

策
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
民
間
企
業
の
活
力
を
生
か
し
つ

つ
、
多
様
な
生
涯
職
業
設
計
に
対
応
し
た
総
合
的
な
高
齢
者
一
雇

用
政
策
を
確
立
し
、
積
極
的
に
推
進
す
る
。

年
金
制
度
の
改
革

全
国
民
を
基
礎
と
す
る
統
一
的
制
度
に
よ
り
、
基
礎
的
年
金

を
公
平
に
国
民
に
保
障
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
な
が
ら
、
次
の

よ
う
な
方
法
で
改
革
を
進
め
る
。

北法38(4・230)814
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昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

①
公
的
年
金
に
つ
い
て
、
そ
の
公
平
化
を
図
る
と
と
も
に
、
長

期
的
制
度
運
営
の
安
定
強
化
を
確
保
す
る
た
め
、
被
用
者
年
金

の
統
合
を
図
る
等
に
よ
り
、
段
階
的
に
統
合
す
る
。

当
面
、
国
鉄
共
済
年
金
に
つ
い
て
類
似
共
済
制
度
と
の
統
合

を
図
る
。

②
将
来
の
一
元
化
を
展
望
し
な
が
ら
、
給
付
体
系
、
給
付
条
件

等
に
つ
い
て
、
制
度
聞
の
不
均
衝
の
解
消
、
各
制
度
ご
と
の
合

理
化
、
制
度
を
ま
た
が
る
併
給
調
整
等
を
進
め
る
と
と
も
に
、

給
付
水
準
の
適
正
化
、
高
齢
者
雇
用
の
動
向
を
勘
案
し
た
支
給

開
始
年
齢
の
引
上
げ
と
弾
力
化
、
保
険
料
の
引
上
げ
等
に
よ
り
、

制
度
運
営
の
安
定
化
を
図
る
。

な
お
、
そ
の
際
被
用
者
の
無
職
の
配
偶
者
に
対
す
る
年
金
の

保
障
の
問
題
を
解
決
す
る
。

ウ
年
金
行
政
の
一
元
化

年
金
制
度
の
統
合
、
一
元
化
を
推
進
し
て
い
く
等
の
た
め
、

現
在
分
立
し
て
い
る
年
金
行
政
組
織
を
一
元
化
す
る
。

こ
の
た
め
、
ま
ず
年
金
に
係
る
現
業
業
務
の
処
理
を
社
会
保

険
庁
に
一
一
元
化
し
、
被
保
険
者
記
録
の
統
一
管
理
シ
ス
テ
ム
の

導
入
、
支
払
二
冗
化
等
業
務
処
理
の
効
率
化
と
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
を
図
る
。

コニ

改
革
の
手
順

前
述
イ
及
び
ウ
の
改
革
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
政
府
は
、

年
金
問
題
担
当
大
臣
を
定
め
、
改
革
の
内
容
、
タ
イ
ム
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
等
に
つ
い
て
、
早
急
に
検
討
に
着
手
し
、
昭
和
五
八

年
度
末
ま
で
に
成
案
を
得
て
、
速
や
か
に
実
施
に
移
す
も
の
と

す
る
。

北法38(4・231)815 
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「
紅
世
紀
の
年
金
」
に
関
す
る

有
識
者
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
(
概
要
)

厚
生
省
年
金
局

目

次

II 

調
査
の
目
的
及
び
方
法

j
i
-
-
:
・

調
査
結
果
の
概
要
・
..... 

老
後
の
生
活
設
計
と
公
的
年
金
・
..... .
 

制
度
の
方
式
・
......... .
 

制
度
体
系
・
・
・

婦
人
の
年
金
保
障
:
・

給
付
水
準
・
.. 

年
金
積
立
金
の
運
用
・
..... .
 

1 2 3 4 5 6 

調
査
の
目
的
及
び
方
法

北法38(4・232)816

趣
旨
・
目
的

本
調
査
は
、
来
る
べ
き
高
齢
化
社
会
に
聞
応
し
た
健
全
で
安
定
し
た
年

金
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
、
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
を
中
心
と

す
る
現
行
公
的
年
金
制
度
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
理
解
を
求
め
る
と
と

も
に
、
幻
世
紀
に
お
け
る
年
金
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
各
界
有
識
者
の

意
見
を
聴
き
、
次
期
制
度
改
正
の
参
考
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実

施
し
た
も
の
で
あ
る
。

年
金
に
関
す
る
各
界
有
識
者
に
、
年
金
制
度
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て

の
参
考
資
料
と
次
期
制
度
改
正
の
主
要
課
題
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
方

式
に
よ
る
質
問
票
を
郵
送
し
、
回
収
す
る
方
法
を
採
っ
た
。

3

調
査
対
象
者

調
査
対
象
者
は
、
学
識
者
、
報
道
・
評
論
、
経
済
界
、
労
働
関
係
、
農

林
水
産
・
自
営
業
団
体
、
婦
人
、
青
年
、
年
金
実
務
、
行
政
機
関
の
各
分

野
で
活
躍
し
て
い
る
有
識
者
て

0
0
0名
と
し
た
。

2 

調

査

方

法

2 4 4 7 9 20 15 14 

4 

調
査
項
目
(
計
一
九
項
目
)

(1) 

老
後
の
生
活
設
計
と
公
的
年
金

老
後
生
活
設
計
の
基
本
的
在
り
方
、
支
給
開
始
年
齢
な
ど
三
項
目

制
度
の
方
式

(2) 



昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

(3) 

社
会
保
険
方
式
と
税
方
式
な
ど
三
項
目

制
度
体
系

制
度
一
元
化
の
必
要
性
と
そ
の
理
由
な
ど
五
項
目

婦
人
の
年
金
保
障

婦
人
の
年
金
保
障
の
基
本
的
在
り
方
に
つ
い
て
一
項
目

給
付
水
準

構
造
的
給
付
水
準
と
負
担
の
在
り
方
な
ど
六
項
目

年
金
積
立
金
の
運
用

年
金
積
立
金
運
用
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
一
項
目

調

査

時

期

(4) (5) (6) 5 昭
和
五
七
年
一
一
月
二
O
日

1
昭
和
五
八
年
一
月
三
一
日

調
査
回
収
結
果

6 調
査
の
回
収
状
況
は
、
調
査
対
象
者
数
一
、

0
0
0
に
対
し
、
回
収
調

査
票
数
六
三
九
、
回
収
率
に
し
て
六
三
・
九
%
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

調
査
実
施
主
体

7 社
団
法
人
日
本
リ
サ
ー
チ
総
合
研
究
所
に
委
託
し
て
行
っ
た
。

II 

調
査
結
果
の
概
要

老
後
の
生
活
設
計
と
公
的
年
金

ω
老
後
の
生
活
設
計

(
間
ご
老
後
の
生
活
設
計
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
形
が
望
ま
し

い
と
お
考
え
で
す
か
。

「
公
的
年
金
を
基
礎
と
し
、
こ
れ
に
企
業
年
金
や
個
人
貯
蓄
等
の
自
助
努

力
を
組
み
合
わ
せ
て
老
後
に
備
え
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
九

0
・
O
%
を
占
め
て
い
る
。

% 
100 

40 

20 

80 

90.0 

5.2 

;~ 11111 lll1I討
そ 合公保公こ自
のせ的障的と助
他 年が年を努

金充金基力
と足同本で
自 き み と 老
助れにす後
努るよベに
力べりき備
のき老 え
組{去る

2 

年
齢
区
分
別
生
活
設
計

北法38(4・233)817

(
問
一
一
)
国
民
そ
れ
ぞ
れ
の
老
後
の
生
活
設
計
に
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
、
自
営
業
な
ど
、
そ
の
職
業
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ



料

る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
例
え
ば
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
老
後
を
念
頭
に

置
い
て
的
六

0
1六
四
歳
仰
六
五

1
六
九
歳
例
七

O
歳
以
上
の
時

期
を
考
え
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
何
を
中
心
と
し
て
生
活
設
計
を
た

て
て
い
く
べ
き
だ
と
お
考
え
で
す
か
。

資

六
五
歳
以
降
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
「
公
的
年
金
」
を
中
心
と
し
て
生
活

設
計
を
た
て
て
い
く
べ
き
だ
と
す
る
意
見
が
大
半
を
占
め
る
が
、
六

0

1
六
四
歳
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
寸
就
労
に
よ
る
収
入
」
を
中
心
と
し
て
生

活
設
計
を
た
て
る
べ
き
だ
と
す
る
意
見
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。

開

六

0
1六
四
歳

% 
100 

80 

40 

60 

: I凹
第第第

順順順
位位位

49.0 

公
的
年
金

個
人
貯
蓄

80.3 

一
就
労
に
よ
る
収
入

。
グ
一
私
的
扶
養

υn 

，
b
o
 

o-o 

六
五

1
六
九
歳

田
帯都第

順順順
位位位

(ウ)

七

O
歳
以
上

% 
100 

91.4 

! I田
車 串 第

順 順 順
位 位 位

40 

20 

-11.1 

10.8 

80 

60 

20 

40 

企
業
年
金

私
的
扶
養

北法38(4・234)818



(3) 

支
給
開
始
年
齢

厚
生
年
金
保
険
の
支
給
開
始
年
齢
(
男
子
)
が
六

O
歳
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

(
間
三
)

「
現
段
階
で
の
引
き
上
げ
は
時
期
尚
早
で
あ
る
。
し
か
し
、
支
給
開
始
年

齢
の
引
き
上
げ
は
長
期
的
に
は
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
り
、
今
後
、

高
齢
者
の
雇
用
動
向
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
見
直
し
を
図
っ
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
L

と
す
る
意
見
が
五
五
・
六
%
と
過
半
数
を
占
め
、
次
い
で
「
適
当

な
経
過
期
間
を
設
け
て
、
段
階
的
に
六
五
歳
程
度
ま
で
引
き
上
げ
る
べ
き
%
加

で
あ
り
、
早
期
に
引
き
上
げ
に
着
手
す
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が

三
三
・
五
%
と
な
っ
て
い
る
。

昭和 61年公的年金制度改正の立法過程
% 

80 

60 

40 

20 

55.6 

2 
(1) 

制
度
の
方
式

社
会
保
険
方
式
と
税
方
式

将
来
の
年
金
制
度
の
基
本
的
仕
組
み
と
し
て
は
、
社
会
保

険
方
式
と
税
方
式
の
い
ず
れ
が
適
当
だ
と
思
い
ま
す
か
。

(
問
四
)

「
社
会
保
険
方
式
を
維
持
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
八

二
・
八
%
と
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
「
新
た
に
税
方
式
を
導
入
す
べ
き
で

あ
る
。
」
と
の
意
見
は
九
・
八
%
と
な
っ
て
い
る
。

80 

60 

40 

20 

82.8 

社
会
保
険
方
式
を
維
持

9.8 

新
た
に
税
方
式
を
導
入

そ
内
他

間
国
庫
負
担
割
合

(
問
四
で
「
社
会
保
険
方
式
を
維
持
」
と
答
え
た
方
へ
の
質
問
)

社
会
保
険
方
式
を
維
持
し
て
い
く
場
合
、
国
庫
負
担
は
ど

の
程
度
が
適
当
だ
と
思
い
ま
す
か
。

(
間
五
)

「
現
行
の
国
庫
負
担
割
合
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
四

北法38(4・235)819



料

八
・
八
%
「
今
後
の
費
用
負
担
の
増
加
は
、
社
会
保
険
料
で
負
担
し
て
い
%
削

く
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
二
八
・
一
%
と
な
っ
て
い
る
。

資
%
削

80 

60 

40 

20 

現
行
の
国
庫
負
判
割
合
を
維

持
す
べ
き

現
行
の
同
庫
負
判
割
合
を
引

き
上
げ
る
べ
き

今
後
の
費
用
負
仰
の
地
加
は

社
会
保
険
料
で

す
べ
て
社
会
保
険
料
負
拘
と

す
べ
き

48.8 

28.1 

ω
税
方
式
の
財
源

(
問
四
で
「
新
た
に
税
方
式
を
導
入
」
と
答
え
た
方
へ
の
質
問
)

(
問
六
)

新
た
に
税
方
式
を
導
入
し
、
一
律
定
額
の
給
付
を
行
う
こ

と
と
し
た
場
合
、
そ
の
た
め
の
税
財
源
と
し
て
は
、
い
ず
れ
に
よ

る
こ
と
が
適
当
だ
と
お
考
え
で
す
か
。

直
接
税
、
間
接
税
を
含
め
、
「
目
的
税
」
と
す
る
意
見
が
七
九
・
O
%
(
全

体
の
七
・
七
%
)
を
占
め
て
い
る
。

80 

60 

40 

20 

北法38(4・236)820

41.9 

37.1 

12.9 

( 

般財

i原

3 
(1) 

制

度

体

系

制
度
間
格
差
と
一
元
化

(
問
七
)

「
制
度
間
格
差
は
、
各
制
度
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
給
付
・
負

担
設
計
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
制
度
を
一
元
化
す
べ
き
で
あ

る
。
」
と
の
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
あ
な
た
は
ど
う

考
え
ま
す
か
。

(
注
)
「
年
金
制
度
の
一
元
化
」
に
つ
い
て
は
、
全
制
度
を
統
合
一
本

化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
か
ら
、
制
度
は
分
立
し
た
ま
ま
で

財
政
調
整
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
ま
で
様
々
な
意
見
が

あ
る
が
、
本
調
査
で
は
、
質
問
票
に
も
示
し
た
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
考

え
方
を
含
む
広
い
概
念
と
し
て
「
一
元
化
」
を
考
え
る
と
の
前
提
に

立
っ
て
質
問
を
行
っ
た
。
(
以
下
問
八

1
問
一
一
!
こ
ま
で
同
様
)



「
制
度
聞
の
違
い
の
中
に
は
是
正
す
べ
き
不
合
理
な
格
差
も
あ
り
、
そ
の

是
正
の
た
め
に
制
度
を
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る
。
L

と
す
る
意
見
が
四
四
・

一
%
と
な
っ
て
お
り
、
次
い
で
「
制
度
聞
の
違
い
の
中
に
は
是
正
す
べ
き

不
合
理
な
格
差
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
制
度
を
一
元
化
し
な
く
と
も
是
正

で
き
る
。
」
と
す
る
意
見
が
二
五
二
二
%
、
「
公
的
年
金
制
度
で
あ
る
以
上
、

給
付
算
定
方
式
、
支
給
要
件
等
を
す
べ
て
同
一
に
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

た
め
制
度
を
統
合
一
本
化
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
一
七
・
七
%

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
制
度
間
格
差
の
是
正
の
た
め
に
制
度
を
一

元
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
六
一
・
八
%
を
占
め
て
い
る
。

% 
10日

80 

60 

40 

20 

昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

得現な不ら是統公
な行 〈 合 正骨的
い紅と理 zす一年
度もな化べ本金
的是格すき化制
退正差べ格す度
いではき差べで
はきー もきあ
やる元あ る
む 化 る 以
をし か 上

% 
100 

44.1 

25.3 

(2) 

重
複
給
付
、
過
剰
給
付
と
一
元
化

(
問
八
)

「
複
数
の
制
度
に
ま
た
が
り
、
一
人
で
複
数
の
年
金
を
受
け

る
な
ど
の
ケ

l
ス
は
過
剰
給
付
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
各
制
度
が
そ

れ
ぞ
れ
独
自
に
給
付
設
計
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
制
度

を
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
あ
な
た
は
ど
う
考
え
ま
す
か
。

「
制
度
分
立
に
伴
う
過
剰
給
付
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
制
度
を
一

元
化
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
四
六
・
一
%
、
「
過
剰
な
給
付
を

適
切
に
調
整
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
制
度
を
一
元
化
し
な
く
と
も

解
決
で
き
る
。
」
と
す
る
意
見
が
三
五
・
四
%
と
な
っ
て
い
る
。

80 

60 

20 

40 

46.1 

35.4 

15.7 

化調ーそ

なし整元の

く必の す化解決

て要は べの
よも きた

あ あでめ
いる に

一が る制度

lC を

北法38(4・237)821 

(3) 

財
政
基
盤
の
不
安
定
化
と
一
元
化

(
問
九
)
「
保
険
集
団
が
分
立
し
て
い
れ
ば
、
産
業
構
造
・
就
業
構
造

の
変
化
に
よ
り
、
加
入
者
数
と
受
給
者
数
の
比
率
に
ア
ン
パ
ラ
ン



料資

ス
が
生
じ
、
財
政
的
に
不
安
定
な
集
団
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
制
度
を
一
元
化
し
保
険
集
団
の
拡
大
を

図
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
あ
な
た
は
ど
う
考
え
ま
す
か
。

「
保
険
集
団
の
拡
大
を
図
る
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
制
度
を
一
元
化
す
べ

き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
六
五
・
二
%
を
占
め
て
い
る
。
%
削

% 
100 

80 

40 

20 

60 

保
険
集
団
内
拡
大
の
た
め
に

一
元
化
す
べ
き

適
正
な
財
政
運
営
で
加
入
者

の
減
少
に
対
処

65.2 

25.8 

そ
の
他

(4) 

受
給
手
続
の
煩
雑
化
と
一
元
化

(問一

O
)

「
職
域
を
変
え
る
ご
と
に
加
入
す
る
年
金
制
度
が
変
わ

る
こ
と
に
よ
り
、
通
算
老
齢
年
金
の
受
給
手
続
、
業
務
処
理
が
煩

雑
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
は
、
制
度
を
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
意
見
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
あ
な
た
は
ど
う
考
え
ま
す
か
。

「
受
給
手
続
の
簡
素
化
、
業
務
処
理
の
効
率
化
等
の
た
め
に
、
制
度
を
一

元
化
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
四
九
二
ニ
%
、
「
受
給
手
続
の
簡
素

化
、
業
務
処
理
の
効
率
化
等
を
図
る
必
要
は
あ
る
が
、
窓
口
の
一
本
化
、
記

録
の
共
通
管
理
な
ど
に
よ
り
是
正
で
き
る
の
で
、
そ
の
た
め
に
制
度
を
一

元
化
す
る
必
要
は
な
い
。
」
と
す
る
意
見
が
四
七
・
九
%
と
な
っ
て
い
る
。

80 

40 

20 

60 

47.13 49.3 

1.3 1.5 

そ
特 な窓的受給手続グラ にど口に

他 是でのー

正 是正 一元

必要の で化本 化す効率的ft 
き、べ

はる共き
な 通管

等
L、 グ〉

理 た

(5) 

制
度
一
元
化
へ
の
総
合
評
価

(
問
一
一
)

以
上
、
間
七
か
ら
問
一
O
ま
で
に
対
す
る
あ
な
た
の
お

考
え
を
総
合
し
た
場
合
、
公
的
年
金
制
度
を
一
元
化
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

「
制
度
の
一
元
化
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
六
八
・
O
%

を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
、
「
制
度
の
一
元
化
を
行
う
必
要
は
な
い
。
」
と

す
る
意
見
は
三
ニ
・
O
%
と
な
っ
て
い
る
。

北法38(4・238)822



% 
100 

80 

60 

40 

20 

68.0 

制
度
同
一
元
化
を
行
う
べ
き

で
あ
る

32.0 

制
度
の
一
元
化
を
行
う
必
要

は
な
い

「
制
度
の
一
元
化
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
し
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
み
る

と
、
九
二
・
三
%
の
者
が
「
制
度
間
格
差
の
解
消
の
た
め
」
、
九
一
・
九
%
%
凹

の
者
が
「
財
政
基
盤
の
安
定
化
の
た
め
」
を
挙
げ
て
お
り
、
以
下
、
「
重
複

1

給
付
等
の
調
整
の
た
め
」
(
七
三
二
二
%
)
、
二
元
化
が
本
来
の
姿
で
あ
る

昭和61年公的年金制度改正の立法過程
% 

60 

20 

40 

80 

91.9 

73.3 

65.6 

58、6

r2TTn 3 

町そ他 来内姿あで的制公度な 的受給手続等 財政基盤の 重権給付等

相l
度聞

格差

るは 円安定化 同
グヲ

一簡素化 調
解

元 整 t肖
化 のの グヲ
カゼ σ〉 た た た
本 た ゲヲ 的 的

(
注
)
順
を
付
け
て
四
つ
ま
で
選
択
し
て
も
ら
っ
た
た
め
、
累
計
は
一
O
O
%
を

超
え
る
。

た
め
」
(
六
五
・
六
%
)
、
「
受
給
手
続
等
の
簡
易
化
の
た
め
」
(
五
八
・
六
%
)

と
な
っ
て
い
る
。

「
制
度
の
一
元
化
を
行
う
必
要
は
な
い
。
」
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
み
る

と
、
「
制
度
の
分
立
に
伴
い
生
じ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
の
中
に

は
、
是
正
の
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
解
決
の
た
め

に
は
必
ず
し
も
制
度
を
一
元
化
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
。
」
と
す
る
意
見
が

六
一
・
一
%
を
占
め
て
い
る
。

80 

60 

40 

20 

61.1 

34.5 

R3T4 R 

そ トメ 正是ず指摘
の 的 I} 元 是れも
他方ソ化の き

カfトのた れ

大きより 要必めに 正がてい

も、もはは不る

かデ な必ずL 要問題らメい
L 1;1 

ソ も ，、

4 

婦
人
の
年
金
保
障

(
間
一
一
一
)
婦
人
の
年
金
保
障
の
在
り
方
に
関
し
、
「
す
べ
て
の
婦
人

に
つ
い
て
固
有
の
年
金
権
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
意
見
が

あ
り
ま
す
が
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

「
被
用
者
の
妻
に
つ
い
て
も
固
有
の
年
金
権
を
付
与
し
、
す
べ
て
の
婦
人

北法38(4・239)823



料

に
つ
い
て
独
自
の
年
金
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
四
五
・

八
%
を
占
め
、
「
被
用
者
の
妻
に
つ
い
て
は
、
常
に
稼
得
収
入
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
か
ら
、
必
ず
し
も
固
有
の
年
金
権
を
付
与
す
る
必
要
は
な
い
が
、
希
%
刷

望
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
固
有
の
年
金
権
を
付
与
す
る
方
途
を
今
後
と
も
関

い
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
三
九
・
八
%
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
婦
人
層
に
つ
い
て
の
み
み
る
と
、
「
す
べ
て
の
婦
人
に
つ
い
て
独

自
の
年
金
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
七
五
・
九
%
を
占
め

て
い
る
。

%

個

別

資

60 

40 

20 

品川

す
べ
て
町
婦
人
に
独
自
町
年

金
を
保
障
す
べ
き

希
望
者
に
は
年
金
権
を
今
後

と
も
付
与
す
る
方
途
を

被
用
者
向
妻
は
、
夫
の
被
用

者
年
金
の
中
で
保
障
を

75.9 

円
ハ
川
は
婦
人
層
的
み

5 
(1) 

給

付

水

準

給
付
水
準
の
現
状
の
評
価

(
間
一
三
)

現
在
支
給
さ
れ
て
い
る
厚
生
年
金
保
険
の
老
齢
年
金
の

平
均
年
金
月
額
(
昭
和
五
六
年
度
末
現
在
一
O
八
、
一
二
三
一
円
)

の
水
準
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

「
適
当
で
あ
る
」
と
す
る
意
見
が
四
二
・
O
%
、
「
や
や
低
い
」
と
す
る

意
見
が
三
九
・
一
%
と
な
っ
て
い
る
。

80 

20 

60 

40 
39.2 

42.0 

14.4 

そ や
適当

や
グ〉

や{氏 や高
他 で

L、 あ tぜ、
る

(2) 

厚
生
年
金
保
険
の
望
ま
し
い
構
造
的
給
付
水
準

(
問
一
四
)

将
来
、
年
金
制
度
に
四
O
年
程
度
加
入
す
る
の
が
一
般

的
に
な
っ
た
時
代
に
お
け
る
、
平
均
的
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
(
妻

は
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い
な
い
場
合
)
に
対
す
る
厚
生
年

金
保
険
の
老
齢
年
金
の
水
準
と
し
て
、
現
役
被
保
険
者
と
の
バ
ラ

ン
ス
か
ら
み
て
、
あ
な
た
は
ど
の
程
度
が
適
当
だ
と
お
考
え
で
す
か
。

「
男
子
勤
労
者
の
平
均
賃
金
月
額
(
昭
和
五
六
年
度
末
現
在
二
三
て
六

八
O
円
、
ボ
ー
ナ
ス
除
く
。
)
の
六
O
%
程
度
(
月
額
一
四
万
円
程
度
)
」

と
す
る
意
見
が
四
0
・
0
%
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
六
五
%
程
度
(
月

額
一
五
万
円
程
度
)
」
と
す
る
意
見
が
二
0
・
六
%
、
「
七
O
%
程
度
(
月

北法38(4・240)824



額
二
ハ
万
円
程
度
)
」
と
す
る
意
見
が
一
八
・
七
%
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
厚
生
年
金
保
険
の
給
付
水
準
に
つ
い
て
は
、
現
役
被
保

険
者
の
平
均
賃
金
の
六
O
%
程
度
か
ら
七
O
%
程
度
ま
で
の
聞
に
七
九
・

三
%
の
意
見
が
集
中
し
て
い
る
。

% 
100 

80 

20 

60 

40 

昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

年
金
額
は
昭
和
町
年
度
価
格

回
%
程
度
(
凶
万
円
程
度

九
%
程
度
(
口
万
円
程
度

初
%
程
度
(
凶
万
円
程
度

白
山
%
程
度
(
江
川
万
円
程
度

40.0 

ω
%
程
度
(
は
万
円
程
度

日
叫
%
程
度
(
日
万
円
程
度

ω
%
程
度
(
ロ
万
円
程
度

勺

J

一
(
問
一
五
)
給
付
水
準
の
設
定
に
応
じ
て
、
現
在
の
厚
生
年
金
保
険

一
の
保
険
料
率
一
0
・
六
%
(
男
子
)
は
、
今
後
と
も
段
階
的
に
引

一
き
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
、
あ
な
た
は

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
負
担
の
限
度

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
(
妻
は
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い
な
い

場
合
)
の
最
終
的
な
保
険
料
率
を
ど
の
程
度
ま
で
に
と
ど
め
る
べ

き
だ
と
お
考
え
で
す
か
。

「
二
O
%
(
本
人
負
担
一
0
・
0
%
)
程
度
ま
で
」
と
す
る
意
見
が
四
0
・

一
%
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
二
五
%
(
本
人
負
担
一
一
了
五
%
)
程
度

ま
で
」
と
す
る
意
見
が
二
九
・
六
%
、
「
三
O
%
(
本
人
負
担
一
五
・
O
%
)

程
度
ま
で
」
と
す
る
意
見
が
一
四
・
O
%
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
二
O
%
(
本

人
負
担
一
0
・
0
%
)
程
度
ま
で
及
び
二
五
%
(
本
人
負
担
二
了
五
%
)

程
度
ま
で
と
す
る
も
の
で
六
九
・
七
%
を
占
め
て
い
る
。

% 
100 

60 

80 

40 

20 

29.6 

40.1 

北法38(4・241)825 



料

(4) 

自
営
業
者
世
帯
と
被
用
者
世
帯
の
年
金
水
準

資

(
問
一
六
)
「
国
民
年
金
が
主
な
対
象
と
し
て
い
る
自
営
業
者
世
帯

は
、
有
形
無
形
の
営
業
用
の
資
産
を
有
す
る
な
ど
、
被
用
者
世
帯

と
比
べ
て
生
活
実
態
に
違
い
が
あ
る
の
で
、
自
営
業
者
世
帯
と
被

用
者
世
帯
の
年
金
水
準
が
必
ず
し
も
同
じ
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
」

と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
あ
な
た
は
ど
の
よ

う
に
お
考
え
で
す
か
。

(5) 

国
民
年
金
の
望
ま
し
い
構
造
的
給
付
水
準

「
月
額
一

O
万
円
程
度
」
と
す
る
意
見
が
四
二
・
五
%
と
最
も
多
く
、
次

い
で
寸
月
額
一
一
一
万
円
程
度
」
と
す
る
意
見
が
二
四
・
四
%
、
「
月
額
一
四

「
自
営
業
者
世
帯
と
被
用
者
世
帯
と
で
は
、
年
金
の
水
準
が
必
ず
し
も
同
万
円
程
度
」
と
す
る
意
見
が
一
二
・
七
%
と
な
っ
て
い
る
。

じ
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
」
と
す
る
意
見
が
八

0
・
九
%
と
大
部
分
を
占
め
%
削
剖

ω

て
い
る
。

% 
100 

80 

60 

40 

20 

80.9 

必
ず
し
も
同
水
準
で
あ
る
必

要
は
な
い

同
水
準
の
年
金
を
保
障
す
べ

き
で
あ
る

15.4 

そ
の
他

(
問
一
七
)

将
来
、
年
金
制
度
に
四

O
年
程
度
加
入
す
る
の
が
一
般

的
に
な
っ
た
時
代
に
お
け
る
、
自
営
業
、
農
業
を
営
ん
で
い
る
夫

婦
で
受
給
す
る
場
合
の
老
齢
年
金
の
水
準
と
し
て
、
あ
な
た
は
ど

の
程
度
が
適
当
だ
と
お
考
え
で
す
か
。

40 

20 

月
額

M
万
円
程
度

月
額
ロ
万
円
程
度

42.5 

月
額
凶
万
円
程
度

月
額
8
万
円
程
度

年
金
額
は
昭
和
田
年
度
価
栴

北法38(4・242)826



(6) 

国
民
年
金
の
保
険
料
負
担
の
限
度

現
在
の
国
民
年
金
の
保
険
料
月
額
五
、
二
二

O
円
は
、

今
後
と
も
段
階
的
に
引
き
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
場
合
、
あ
な
た
は
最
終
的
な
保
険
料
月
額
を
昭
和
五
七
年
度

価
格
で
ど
の
程
度
ま
で
に
と
ど
め
る
べ
き
だ
と
お
考
え
で
す
か
。

(
間
一
八
)

「
月
額
一

O
、
0
0
0円
程
度
ま
で
L

と
す
る
意
見
が
コ
二
・
七
%
と
最

も
多
く
、
次
い
で
「
二
一
、

0
0
0円
程
度
ま
で
」
と
す
る
意
見
が
二
四
・

九
%
、
「
一
四
、

0
0
0円
程
度
ま
で
」
と
す
る
意
見
が
一
八
・
六
%
と
な
っ

て
い
る
。

%叩

程過法立の正改度ゐ
巾金年的公年po 

nu 
zや昭

20 

80 

60 

40 

保
陪
料
月
蘭
は
昭
和
町
年
度
価
絡

月
額
一
万
六
千
円
程
度
ま
で

月
額
一
万
二
千
円
程
度
ま
で

月
額
一
万
円
程
度
ま
で

月
額
八
千
円
程
度
ま
で

6 

年
金
積
立
金
の
運
用

(
間
一
九
)

年
金
積
立
金
の
基
本
的
な
運
用
方
針
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
お
考
え
で
す
か
。

20 

34.8 

北法38(4・243)827

「
有
利
運
用
及
び
福
祉
運
用
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
運
用
と
す
べ
き
で

あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
三
四
・
八
%
、
「
資
金
運
用
部
預
託
金
利
を
高
く

す
る
か
、
資
金
運
用
部
預
託
を
や
め
て
、
主
と
し
て
有
利
運
用
に
向
け
る

べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
二
六
・
六
%
、
「
安
全
、
確
実
な
運
用
の

た
め
、
全
額
資
金
運
用
部
に
預
託
し
て
、
国
家
財
政
と
い
う
大
所
高
所
の

見
地
か
ら
運
用
を
行
う
現
行
制
度
が
適
当
で
あ
る
。
」
と
す
る
意
見
が
二

三
・
五
%
と
な
っ
て
お
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
、
何
ら
か
の
形
で
有

利
運
用
と
福
祉
運
用
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
つ
つ
積
立
金
運
用
を
図
る
べ
き

で
あ
る
と
の
意
見
に
集
約
さ
れ
る
。

月

額

一

万

四

千

円

程

度

ま

で

一

%

前

却

前

副

全
額
資
金
運
用
部
に
預
託
す

る
現
行
制
度
が
適
当

預
託
金
利
を
高
く
す
る
か
よ

り
有
利
な
運
用
に

主
と
し
て
保
険
料
拠
出
者
に

対
す
る
福
祉
還
元
に

有
利
運
用
及
び
福
祉
運
用
の

パ
-
フ
ン
ス
歩
』

現
行
制
度
で
よ
い
が
福
祉
還

元
町
融
資
は
縮
少
を



料

〈
資
料
川
〉

資

厚
生
年
金
保
険
制
度
改
正
に
関
す
る
意
見

(
昭
和
五
八
年
七
月
一
五
日
)

|
|
社
会
保
険
審
議
会
厚
生
年
金
保
険
部
会
|
|

当
部
会
は
、
今
回
の
制
度
改
正
が
将
来
の
我
が
国
の
公
的
年
金
制
度
の

あ
り
方
を
方
向
づ
け
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
位
置
付
け
を
有
す
る
と
の

認
識
の
下
に
、
昭
和
五
六
年
一
一
月
以
降
三

O
回
に
わ
た
り
精
力
的
に
審

議
を
重
ね
て
き
た
が
、
政
府
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
審
議
の
経
過
を

も
十
分
に
参
酌
し
つ
つ
、
早
急
に
改
正
案
の
立
案
に
着
手
さ
れ
た
い
。

-
改
正
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て

我
が
国
の
社
会
経
済
は
、
人
口
構
造
の
高
齢
化
の
進
行
、
産
業
構
造
・

就
業
構
造
の
変
化
に
よ
り
、
大
き
く
変
動
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構

造
変
動
に
対
応
し
て
、
雇
用
、
社
会
保
障
、
住
宅
、
税
制
そ
の
他
各
般
に

わ
た
る
社
会
経
済
全
体
の
新
た
な
フ
レ
ー
ム
作
り
が
緊
要
の
課
題
と
な
っ

て
い
る
が
、
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
ゆ
る
ぎ
な
く
維
持
、

発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
、
諸
情
勢
の
変
化
を
的
確
に
ふ
ま
え
つ
つ
、
長
期

的
な
展
望
に
立
っ
た
新
た
な
対
応
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
厚
生
年
金
保
険
制
度
の
改
正
の
経
過
を
振
り
返
る
と
、
当

面
発
生
す
る
年
金
の
給
付
水
準
の
改
善
に
力
点
が
置
か
れ
て
き
た
。
そ
の

結
果
、
現
に
支
給
さ
れ
て
い
る
年
金
は
、
老
後
生
活
に
お
い
て
か
な
り
の

役
割
を
果
た
す
程
度
の
も
の
に
達
し
て
い
る
。
一
方
に
お
い
て
、
年
金
受

給
者
の
急
激
な
増
加
、
受
給
者
の
加
入
年
数
の
伸
長
に
よ
る
給
付
費
の
増

大
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
将
来
の
高
負
担
を
憂
慮
す
る
意
見
が
あ
る
こ
と

も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
今
後
は
、
高
齢
化
の
ピ

l
ク
を
迎
え
る

但
世
紀
に
お
い
て
も
制
度
を
健
全
、
か
っ
、
安
定
的
に
運
営
し
て
い
く
た

め
の
基
盤
を
確
保
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
最
大
の
力
点
が
置
か
れ
る
べ
き
も

の
と
考
え
る
。

ま
た
、
従
来
の
改
正
に
お
い
て
は
、
公
的
年
金
制
度
全
体
の
整
合
性
を

図
る
と
い
う
観
点
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
か
っ
た
が
、
国
民
の
理
解
と
協

力
を
得
つ
つ
、
長
期
的
に
安
定
し
た
制
度
運
営
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に

は
、
今
後
は
、
個
々
の
制
度
の
枠
組
に
と
ら
わ
れ
な
い
広
い
視
野
か
ら
の

見
直
し
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
た
場
合
、
第
一
の
課
題
は
、
公
的
年
金
制
度

全
体
の
整
合
性
を
い
か
に
し
て
確
保
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

我
が
国
の
公
的
年
金
制
度
は
、
そ
の
沿
革
、
対
象
者
の
職
域
の
違
い
等
か

ら
大
き
く
三
種
八
制
度
に
区
分
さ
れ
運
営
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
分

立
体
制
の
下
で
、
産
業
構
造
・
就
業
構
造
の
変
化
等
に
よ
り
、
制
度
ご
と

に
被
保
倹
者
数
と
受
給
者
数
の
比
率
が
大
き
く
異
な
り
、
財
政
的
に
不
安

定
に
な
る
例
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
分
立
が
、
い
わ
ゆ
る
官

北法38(4・244)828



昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

民
格
差
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
聞
の
不
均
衝
を
生
じ
る
原
因
と

も
な
っ
て
い
る
。
各
方
面
か
ら
の
公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
の
提
言
も
こ

う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ

る
。
当
部
会
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
方
向
に
進
む
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、

少
な
く
と
も
、
各
制
度
に
共
通
す
る
考
え
に
立
っ
た
公
的
年
金
制
度
の
再

編
成
が
必
要
で
あ
る
。

も
と
よ
り
制
度
聞
の
不
均
衡
に
つ
い
て
は
、
各
制
度
が
そ
れ
ぞ
れ
複
雑

な
歴
史
的
経
緯
を
有
す
る
こ
と
、
制
度
の
性
格
、
機
能
が
必
ず
し
も
同
一

で
な
い
と
い
っ
た
事
情
は
あ
る
が
、
例
え
ば
、
現
実
の
支
給
開
始
年
齢
に

差
が
あ
る
こ
と
、
同
一
人
が
複
数
の
年
金
を
受
給
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、

再
就
職
し
た
と
き
年
金
が
全
額
支
給
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
こ

れ
ま
で
各
制
度
聞
の
調
整
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
公
的
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
期
待
、
信
頼
に
応
え
る
た
め

に
も
、
政
府
は
、
不
合
理
な
差
異
の
速
や
か
な
解
消
に
取
り
組
む
べ
き
こ

と
を
、
こ
の
際
、
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
再
編
成
の
際
の
基
本
と
な
る
べ
き
点
を
挙
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
公
的
年
金
制
度
の
長
い
歴
史
に
鑑
み
、
加
入
者
が
給
付

と
負
担
の
両
面
に
係
わ
り
あ
い
を
持
つ
社
会
保
険
方
式
を
維
持
す
る
こ

〉
」
。

ω
各
制
度
に
共
通
す
る
給
付
を
導
入
す
る
と
い
っ
た
考
え
の
下
に
、
全

体
と
し
て
整
合
性
の
と
れ
た
制
度
と
す
る
こ
と
。

印
公
的
年
金
制
度
は
、
国
民
の
老
後
の
生
活
設
計
に
組
み
込
ま
れ
て
お

り
、
既
に
国
民
の
聞
に
定
着
し
て
い
る
の
で
、
現
行
各
制
度
か
ら
の
円

滑
な
移
行
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

第
二
の
課
題
は
、
年
金
の
給
付
を
夫
婦
単
位
で
考
え
る
か
個
人
単
位
で

考
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
厚
生
年
金
保
険
を
は
じ
め
と
す
る
被
用

者
年
金
に
お
い
て
は
、
年
金
の
給
付
水
準
は
世
帯
単
位
で
構
成
さ
れ
て
い

る
が
、
夫
婦
世
帯
と
単
身
世
帯
と
の
水
準
分
化
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
国
民
年
金
に
お
い
て
は
、
夫
婦
世
帯
に
お
い
て
も
、
夫
・
妻
そ

れ
ぞ
れ
が
被
保
険
者
、
受
給
権
者
と
な
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
さ
ら
に

被
用
者
の
妻
は
国
民
年
金
に
任
意
加
入
で
き
る
と
い
う
複
雑
な
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
度
上
の
複
雑
さ
に
加
え
、
近
年
に
お
け
る
婦

人
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
顕
著
な
変
化
を
反
映
し
て
、
夫
婦
の
就
業
形
態
、

年
金
加
入
の
態
様
に
よ
り
、
世
帯
に
お
け
る
給
付
水
準
は
極
め
て
多
様
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
厚
生
年
金
保
険
の
給
付
水
準
を
検
討
す
る
場

合
に
お
い
て
も
、
婦
人
の
年
金
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
重
要
な
要
素

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

厚
生
年
金
保
険
の
給
付
水
準
と
し
て
は
、
夫
婦
世
帯
と
単
身
世
帯
の
バ

ラ
ン
ス
を
合
理
化
す
る
も
の
と
し
、
一
方
、
被
用
者
の
妻
の
大
半
が
既
に
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料

国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い
る
こ
と
、
任
意
加
入
し
て
い
な
い
妻
が
障

害
者
に
な
っ
た
場
合
や
離
婚
し
た
場
合
の
年
金
保
障
が
十
分
で
な
い
こ
と

を
考
慮
し
て
、
す
べ
て
の
婦
人
に
独
自
の
年
金
権
を
確
立
す
る
と
い
う
方

向
で
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
の
課
題
は
、
年
金
の
給
付
水
準
の
問
題
で
あ
る
。
昭
和
五
五
年
改

正
時
点
の
厚
生
年
金
保
険
の
年
金
水
準
は
、
標
準
的
な
新
規
裁
定
男
子
(
三

O
年
加
入
)
に
つ
い
て
直
近
の
男
子
平
均
標
準
報
酬
の
六
八
%
(
夫
婦
世

帯
)
で
あ
っ
た
。
年
金
額
が
加
入
期
間
に
ほ
ぼ
比
例
す
る
現
在
の
給
付
設

計
の
下
で
は
、
四

O
年
加
入
者
に
つ
い
て
は
現
役
の
標
準
報
酬
の
八
三
%

と
い
う
高
率
の
給
付
に
な
る
。
将
来
に
お
い
て
は
四

O
年
程
度
の
加
入
年

数
を
有
す
る
者
が
一
般
的
に
な
っ
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
し
た
給
付

設
計
の
ま
ま
推
移
す
る
な
ら
ば
、
受
給
者
と
現
役
被
保
険
者
と
の
生
活
水

準
の
バ
ラ
ン
ス
を
著
し
く
損
な
う
こ
と
に
な
る
う
え
、
制
度
を
支
え
る
後

世
代
の
保
険
料
負
担
は
、
現
在
の
三
倍
を
超
え
る
高
率
に
な
る
も
の
と
見

込
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
高
い
保
険
料
負
担
に
つ
い
て
は
、
負
担
者
の
合

意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
年
金
制
度
の
長
期
的
な
安

定
は
期
し
難
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
給
付
水
準
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
見
直
し

が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
受
給
者
と
現
役
被
保
険
者
と
の
バ
ラ

ン
ス
に
配
慮
す
る
ほ
か
、
公
的
年
金
の
役
割
、
過
重
な
保
険
料
負
担
の
回

資

避
な
ど
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
な
給
付
水
準
の
設
定
に
当

た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
培
わ
れ
て
き
た
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
信
頼

を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
老
後
生
活
を
支
え
る
主
柱
と
し
て
の
機
能

を
果
た
し
得
る
よ
う
な
水
準
は
、
今
後
と
も
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、

現
に
支
給
さ
れ
て
い
る
年
金
に
つ
い
て
、
そ
の
水
準
を
維
持
す
べ
き
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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基
本
的
な
考
え
方
は
以
上
で
あ
る
が
、
公
的
年
金
制
度
は
長
期
に
わ
た

る
拠
出
と
給
付
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
改
革
の
効
果
が
全
面
的
に

現
れ
る
ま
で
に
は
、
相
当
の
年
月
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
関

係
者
の
合
意
形
成
に
努
め
、
速
や
か
に
改
正
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
総
評
を
代
表
す
る
委
員
は
、
こ
の
意
見
に
お
け
る
各
制
度
に
共

通
す
る
給
付
の
財
源
に
つ
い
て
は
全
額
税
方
式
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま

た
、
公
的
年
金
制
度
全
体
を
検
討
す
る
場
を
新
た
に
設
け
慎
重
に
対
処
す

べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
で
あ
っ
た
。

2

具
体
的
な
改
正
事
項
に
つ
い
て

O

厚
生
年
金
保
険
の
給
付
水
準
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
世
帯
と
単
身
世

帯
と
の
水
準
分
化
に
も
留
意
し
つ
つ
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
将
来
の
あ
る
べ
き
給
付
水
準
を
ど
の
程
度
と
す
る
か
に

つ
い
て
は
、
婦
人
の
年
金
の
あ
り
方
と
も
関
連
す
る
が
、
新
規
裁
定

老
齢
年
金
の
男
子
受
給
者
会
一

O
年
以
上
加
入
期
間
を
有
す
る
者
)



O 

の
平
均
額
を
直
近
の
男
子
の
平
均
標
準
報
酬
の
六

O
%程
度
と
す
る

こ
と
を
基
準
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
妻
の
加
給
年
金
に
つ
い
て
は
、
婦
人
の
年
金
保
障
と
の
関

連
に
お
い
て
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

報
酬
比
例
部
分
に
つ
い
て
は
、
平
均
標
準
報
酬
月
額
の
算
定
に
当

た
っ
て
、
前
回
改
正
以
後
の
賃
金
の
動
向
等
の
経
済
情
勢
の
変
動
を

勘
案
し
て
過
去
の
標
準
報
酬
を
再
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

給
付
が
重
複
す
る
場
合
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
受
給
者
の
生
活
実

態
に
対
応
し
て
適
切
な
給
付
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
制
度
内
、
制
度
聞

を
問
わ
ず
適
正
な
方
途
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

老
齢
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
問
題
は
、
今
後
の
高
齢
化
社
会
を

展
望
す
る
と
き
、
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
定
年
の
動
向
、

高
齢
者
の
一
雇
用
実
態
等
に
着
目
す
る
と
、
現
地
点
に
お
け
る
引
き
上

げ
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
部
会
に
お

い
て
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
女
子
の
支
給
開
始
年
齢
に
つ
い
て
は
、
労
働
条
件
に
お
け

る
男
女
差
の
解
消
な
ど
の
す
う
勢
を
考
慮
し
、
所
要
の
経
過
措
置
に

も
配
慮
し
な
が
ら
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

四
O
歳
(
女
子
・
坑
内
員
は
三
五
歳
)
以
後
一
五
年
の
受
給
資
格

期
間
及
び
第
四
種
被
保
険
者
制
度
に
つ
い
て
は
、
通
算
年
金
制
度
の

O O 
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定
着
に
伴
い
、
そ
の
存
在
意
義
が
薄
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ

き
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
な
け
れ
ば
年
金
受
給
権

を
取
得
で
き
な
い
事
例
も
現
実
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
こ
う
し
た

実
態
を
も
踏
ま
え
た
適
切
な
経
過
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
種
被
保
険
者
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
す
べ
き
時
期

に
来
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
期
間
計
算
に
つ
い

て
は
、
他
の
被
保
険
者
と
の
均
衡
上
か
ら
も
問
題
が
あ
り
、
所
要
の

経
過
措
置
に
も
配
慮
し
な
が
ら
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

六
O
歳
か
ら
六
四
歳
ま
で
の
聞
に
支
給
さ
れ
る
在
職
老
齢
年
金
に

つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
雇
用
、
賃
金
体
系
と
の
関
係
に
お
い
て
種
々

問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
事
務
処
理
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、

合
理
的
な
方
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

六
五
歳
以
上
の
者
に
支
給
さ
れ
る
在
職
老
齢
年
金
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
高
齢
者
に
対
し
引
き
続
き
年
金
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
の

適
否
を
含
め
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

国
民
皆
年
金
体
制
の
定
着
に
伴
い
、
脱
退
手
当
金
の
意
義
は
消
失

し
て
お
り
、
適
切
な
経
過
措
置
を
講
じ
つ
つ
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

障
害
年
金
に
お
け
る
事
後
重
症
制
度
の
五
年
の
期
限
に
つ
い
て

は
、
難
治
性
・
慢
性
の
疾
患
が
増
大
し
て
い
る
と
い
う
実
態
を
考
慮

し
延
長
す
べ
き
で
あ
る
。

北法38(4・247)831

O O O 



料資

O 

遺
族
年
金
の
受
給
権
者
の
範
閣
は
か
な
り
広
範
で
あ
る
が
、
ヱ
ナ
の

有
無
、
年
齢
等
遺
族
の
態
様
ご
と
に
、
年
金
保
障
の
必
要
性
に
応
じ

た
適
切
な
給
付
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
婦
人
の
年
金
保
障
と
の
関
連
に

も
留
意
し
つ
つ
、
遺
族
年
金
の
あ
り
方
を
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
寡
婦
が
国
民
年
金
の
加
入
者
と
再
婚
し
た
よ
う
な
場
合
、

現
行
の
一
律
失
権
構
成
の
下
で
は
、
そ
の
夫
の
死
亡
に
関
し
て
年
金

保
障
が
な
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
の
で
、
制
度
的
な
工
夫

を
す
べ
き
で
あ
る
。

O 

現
行
の
ス
ラ
イ
ド
制
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
八
年
度
の
改
正
に
お

い
て
導
入
さ
れ
て
以
来
、
経
済
変
動
に
対
応
し
て
年
金
の
実
質
価
値

を
維
持
す
る
と
い
う
重
要
な
機
能
を
果
た
し
、
年
金
制
度
に
対
す
る

国
民
の
信
頼
を
高
め
な
が
ら
、
既
に
国
民
の
聞
に
定
着
し
て
い
る
が
、

ス
ラ
イ
ド
の
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
に
お
い
て
か
ね
て
か

ら
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
4
月
と
す
る
た
め
の
工
夫
を
す
べ
き
で
あ

る。

O 

ス
ラ
イ
ド
の
基
準
(
五
%
)
に
つ
い
て
も
、
近
年
の
物
価

動
向
等
か
ら
み
て
引
き
下
げ
る
方
向
で
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
ス
ラ
イ
ド
の
指
標
に
つ
い
て
、
賃
金
等
物
価
以
外
の
指
標

を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

標
準
報
酬
は
保
険
料
算
定
の
み
な
ら
ず
年
金
額
計
算
の
基
礎
と
も

ま
た
、

な
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
賃
金
の
実
態
、
被
保
険
者
の
報
酬
の
分
布
、

年
金
水
準
と
の
関
連
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
適
正
な
上
下
限
を
設
定
す

べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
下
限
に
つ
い
て
は
思
い
切
っ
た
引
き
下
げ
を

図
る
べ
き
で
あ
る
。

北法38(4・248)832

O 

保
険
料
負
担
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
わ
た
り
年
金
財
政
の
安
定
を

確
保
す
る
た
め
、
急
激
な
負
担
の
増
加
を
避
け
つ
つ
段
階
的
な
引
き

上
げ
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

保
険
料
の
男
女
差
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
計
画
的
に
是
正
を
図

る
べ
き
で
あ
る
。

O 

国
庫
負
担
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
負
担
率
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。

適
用
範
囲
の
問
題
(
事
業
の
種
類
・
従
業
員
規
模
)
に
つ
い
て
は
、

対
象
事
業
所
の
実
態
把
握
等
解
決
す
べ
き
問
題
が
あ
る
が
、
当
面
、

任
意
包
括
適
用
制
度
の
積
極
的
運
用
等
に
よ
り
適
用
の
促
進
を
図
る

べ
き
で
あ
る
。

今
後
、
制
度
の
成
熟
化
が
進
み
、
年
金
が
老
後
の
所
得
保
障
の
主

柱
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
伴
い
、
業
務
の
迅
速
的
確
な
処
理
は
も

と
よ
り
、
年
金
相
談
の
充
実
、
年
金
の
支
払
回
数
の
改
善
等
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
に
対
す
る
国
民
の
要
請
は
一
層
強
ま
っ
て
い
く
と
思
わ

れ
る
。
一
方
、
業
務
量
は
確
実
に
増
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
、

こ
の
よ
う
な
国
民
の
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
、
要
員
の
確
保
、
養

O O 



昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

O 

成
に
努
め
る
と
と
も
に
、
電
算
組
織
を
総
合
的
に
活
用
し
た
オ
ン
ラ

イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
早
期
完
成
を
図
る
等
近
代
的
、
か
っ
、
効
率
的
な

業
務
処
理
体
制
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。

厚
生
年
金
基
金
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
上
乗
せ
又
は
つ
な
ぎ
的

な
給
付
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
厚
生
年
金
保
険
を
補
足
す
る
も
の

と
し
て
の
役
割
が
大
き
く
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
広
く
そ
の

普
及
、
育
成
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
い
わ

ゆ
る
特
別
法
人
税
制
度
の
改
善
、
企
業
規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず

設
立
し
や
す
い
条
件
の
整
備
、
業
務
運
営
の
改
善
合
理
化
に
努
め
る

と
と
も
に
、
財
投
協
力
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
縮
小
の
方
向
で
見
直

し
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

年
金
積
立
金
は
、
強
制
徴
収
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
労
使
の
保
険

料
の
集
積
で
あ
り
、
そ
の
運
用
収
入
は
年
金
の
支
払
い
に
充
て
ら
れ

る
重
要
な
財
源
で
あ
る
の
で
、
拠
出
者
の
意
向
を
反
映
さ
せ
つ
つ
、

極
力
、
有
利
運
用
を
図
る
必
要
が
あ
る
旨
、
当
部
会
は
繰
り
返
し
意

見
を
述
べ
て
来
た
が
、
今
日
ま
で
十
分
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な

い
の
は
、
は
な
は
だ
遺
憾
で
あ
る
。
政
府
は
、
現
行
の
管
理
運
用
の

あ
り
方
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
保
険
料
拠
出
者
の
参
加
に
よ
る
自
主

運
用
を
基
本
と
す
る
方
式
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
一
方
に
お
い
て
、
年
金
財
政
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
つ

O 

つ
福
祉
運
用
に
つ
い
て
も
意
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
一
一
百
う
ま

で
も
な
い
。

北法38(4・249)833
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社
会
保
険
審
議
会
答
申

昭
和
五
九
年
一
月
二
四
日

厚
生
大
臣
渡
部

資

恒

殿

社
会
保
険
審
議
会

会

長

金

津

良
雄

答

申

害

昭
和
五
八
年
一
一
月
二
八
日
厚
生
省
発
年
第
二
四
号
を
も
っ
て
諮
問
の

あ
っ
た
国
民
年
金
法
の
改
正
に
よ
る
基
礎
年
金
の
導
入
等
に
伴
う
、
厚
生

年
金
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
は
、
別
紙
の
と
お

り
答
申
す
る
。
な
お
、
船
員
保
険
の
職
務
上
年
金
に
関
す
る
部
分
に
つ
い

て
は
、
別
途
答
申
す
る
。

(
別
紙
)

今
回
の
諮
問
案
は
、
全
国
民
に
共
通
す
る
基
礎
年
金
を
導
入
す
る
こ
と

に
よ
り
、
公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
を
進
め
、
制
度
聞
の
不
均
衝
を
是
正

し
制
度
全
体
の
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
の
基
盤
を
整
備
す
る
と
と
も

に
、
被
用
者
世
帯
に
お
げ
る
夫
婦
世
帯
と
単
身
世
帯
の
給
付
水
準
の
分
化
、

婦
人
の
年
金
権
の
確
立
及
び
給
付
と
負
担
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
を
主
た

る
内
容
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
昨
年
七
月
当
審
議
会
厚
生
年
金
保
険
部

会
が
提
出
し
た
意
見
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
障
害
者
の
年
金
保

障
に
つ
い
て
も
、
画
期
的
な
改
善
が
な
さ
れ
て
い
る
。

高
齢
化
の
ピ

1
ク
を
迎
え
る
幻
世
紀
に
お
い
て
も
年
金
制
度
を
健
全
、

か
っ
、
安
定
的
に
運
営
し
て
い
く
た
め
に
は
、
社
会
経
済
全
般
の
情
勢
変

化
を
的
確
に
踏
ま
え
つ
つ
、
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

上
記
改
正
内
容
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
措
置

で
あ
り
、
諮
問
案
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
了
承
す
る
の
で
、
そ
の
早
期

実
現
に
努
め
ら
れ
た
い
。

次
の
各
事
項
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
点
も
あ
る
の
で
、
以

下
、
順
を
追
っ
て
意
見
を
述
べ
る
。

。

制

度

体

系

O

基
本
年
金
は
、
全
国
民
を
対
象
に
し
て
こ
そ
、
そ
の
真
価
を
発
揮

で
き
る
も
の
で
あ
る
。
共
済
年
金
制
度
に
つ
い
て
も
、
仕
組
み
の
違

い
等
か
ら
検
討
を
要
す
る
点
は
多
々
あ
る
に
し
て
も
、
今
回
改
正
の

趣
旨
に
沿
っ
た
関
係
整
理
を
行
う
よ
う
、
昭
和
六
一
年
四
月
を
目
途

に
、
政
府
は
、
格
段
の
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
。

O

な
お
、
基
礎
年
金
の
財
源
と
し
て
は
、
全
額
税
方
式
に
よ
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
意
見
(
総
評
を
代
表
す
る
委
員
)
が
あ
っ
た
。

北法38(4・250)834
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O 

給
付
と
負
担
に
つ
い
て
は
、
年
金
制
度
の
安
定
と
世
代
聞
の
公
平

を
確
保
す
る
た
め
、
今
後
と
も
、
必
要
に
応
じ
、
見
直
し
を
行
う
べ

き
で
あ
る
。

O 

子
な
し
の
寡
婦
に
対
す
る
遺
族
年
金
、
三
級
の
障
害
年
金
及
び
妻

が
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
ま
で
の
間
の
世
帯
の
年
金
に
つ
い
て
は
、

急
激
な
給
付
水
準
の
変
更
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の

意
見
(
被
保
険
者
側
)
と
、
給
付
を
必
要
度
に
応
じ
て
重
点
化
し
、

ま
た
、
給
付
水
準
に
つ
い
て
は
長
期
の
経
過
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
給
付
設
計
は
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
と
の
意
見
(
事

業
主
側
・
公
益
側
)
が
あ
っ
た
。

夫
婦
世
帯
の
年
金
水
準
は
妥
当
で
あ
る
が
、
単
身
世
帝
の
水
準
が

低
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
(
被
保
険
者
側
)
が
あ
っ
た
が
、

夫
婦
世
帯
と
単
身
世
帯
の
水
準
分
化
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昨

年
七
月
の
意
見
書
に
お
い
て
強
く
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
諮
問

案
の
給
付
設
計
は
、
こ
の
要
請
を
満
た
し
つ
つ
、
適
正
な
被
用
者
世

帯
の
年
金
水
準
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
適
切
な
も
の
で
あ
る
と

の
意
見
(
事
業
主
側
・
公
益
側
)
が
あ
っ
た
。

各
種
特
例
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
過
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
が
、
法
制
化
に
あ
た
っ
て
は
、
急
激
な
変
化
を
避
け

る
よ
う
、
き
め
細
か
な
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
(
被
保
険
者
側
)
。

O O 

O 

ス
ラ
イ
ド
の
実
施
時
間
を
四
月
に
改
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
評
価

す
る
が
、
ス
ラ
イ
ド
の
指
標
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
で

あ
る
。

O 

女
子
の
毎
年
の
保
険
料
率
の
引
き
上
げ
幅
に
つ
い
て
は
、
負
担
の

急
激
な
増
大
を
避
け
る
た
め
、
配
慮
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意

見
(
被
保
険
者
側
)
と
、
諮
問
案
に
即
し
て
、
で
き
る
だ
け
速
や
か

に
保
険
料
率
の
男
女
差
の
解
消
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
(
事

業
主
側
・
公
益
側
)
が
あ
っ
た
。

国
庫
負
担
の
基
礎
年
金
へ
の
集
中
は
妥
当
な
措
置
と
考
え
る
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
国
庫
負
担
が
減
少
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
配
慮
す

べ
き
で
あ
る
(
被
保
険
者
側
)
。

国
民
年
金
に
つ
い
て
も
所
得
比
例
制
導
入
の
可
能
性
に
つ
い
て
、

政
府
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

そ

の

他

障
害
年
金
の
事
後
重
症
制
度
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
期

待
が
大
き
く
、
緊
急
度
も
高
い
の
で
、
一
刻
も
早
く
実
施
す
べ
き
で

糸
U

ヲ
令
。

北法38(4・251)835 
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。
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基
礎
年
金
の
導
入
に
伴
い
、
い
わ
ゆ
る
五
人
未
満
事
業
所
等
の
被

用
者
を
厚
生
年
金
保
険
に
適
用
す
る
必
要
性
は
一
一
層
高
ま
る
の
で
、

そ
の
前
進
を
図
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
今
回
改
正
に
お
い
て
講



料

ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
施
に
必
要
な
事
務
処
理
体
制
の
整
備
を
図

る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
就
労
の
実
態

に
即
し
た
適
用
の
確
保
を
図
る
べ
き
で
あ
る
(
被
保
険
者
側
)
。

新
制
度
へ
の
移
行
に
あ
た
り
、
で
き
る
だ
け
無
年
金
者
が
生
ず
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
(
被
保
険
者
側
)
。

年
金
積
立
金
は
、
労
使
の
保
険
料
の
集
積
で
あ
り
、
そ
の
運
用
収

入
は
年
金
の
支
払
い
に
充
て
ら
れ
る
重
要
な
財
源
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
そ
の
管
理
運
用
に
つ
い
て
は
、
昨
年
七
月
の
意
見
書
の
趣
旨
に

沿
い
、
改
善
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

年
金
審
議
会
の
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
関
連
審
議
会
と
の
関
係
に

も
配
慮
し
な
が
ら
、
そ
の
構
成
、
所
掌
事
務
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ

た
い
。

資

O O O O 

今
回
の
改
正
は
、
か
つ
て
な
い
大
幅
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
国
民

の
十
分
な
理
解
と
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
広
報
、
啓
蒙
に
特
段
の

努
力
を
払
わ
れ
た
い
。

諮
問
案
に
対
す
る
当
審
議
会
の
意
見
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ

の
際
、
諮
問
案
に
関
連
し
て
特
に
当
審
議
会
の
意
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

O

人
口
の
高
齢
化
、
産
業
構
造
・
就
業
構
造
の
変
化
に
よ
る
社
会
経

済
の
構
造
変
動
に
対
応
し
て
、
雇
用
、
社
会
保
障
、
住
宅
、
税
制
そ

O 

O 

の
他
各
般
に
わ
た
る
社
会
経
済
全
体
の
新
た
な
フ
レ
ー
ム
作
り
に
、

政
府
は
、
な
お
一
一
層
努
力
す
る
よ
う
要
望
す
る
c

年
金
制
度
の
長
期
的
な
維
持
、
安
定
の
上
で
最
大
の
阻
害
要
因
は

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
政
府
は
、
こ
の
点
に
配
慮
し
た
経
済

運
営
に
、
一
層
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。

老
後
の
生
活
設
計
に
お
け
る
個
々
人
の
多
様
な
ニ

l
ズ
に
応
え
て

い
く
た
め
に
は
、
公
的
年
金
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
こ
れ
に
自
助
努

力
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
く
、
こ
の
た
め
に

必
要
な
配
慮
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
付
言
し
て
お
き
た
い
。

北法38(4・252)836
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九
年
一
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三

殿

厚
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大
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国
民
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長

国
民
年
金
制
度
の
改
正
に
つ
い
て

昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

昭
和
五
八
年
一
一
月
二
八
日
厚
生
省
発
年
第
二
三
号
を
も
っ
て
諮
問
の

あ
っ
た
標
記
に
つ
い
て
は
、
幻
世
紀
の
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
に
お
け
る

安
定
し
た
年
金
制
度
の
基
盤
を
確
立
す
る
た
め
、
国
民
年
金
制
度
の
適
用

を
拡
大
し
、
全
国
民
共
通
の
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
制
度
に
発
展
さ
せ
る

も
の
で
あ
り
、
当
審
議
会
が
、
昭
和
五
四
年
九
月
に
提
言
し
た
国
民
年
金

制
度
の
改
正
に
関
す
る
意
見
の
趣
旨
に
も
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
了
承

す
る
。ま

た
、
従
来
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
、
被
用
者
の
妻
の
年
金
保
障
、
二

O
歳
前
に
初
診
日
の
あ
る
障
害
者
の
年
金
問
題
及
び
在
外
邦
人
の
適
用
問

題
が
解
決
さ
れ
る
点
は
、
高
く
評
価
す
る
。

今
回
の
改
正
は
、
国
民
年
金
制
度
創
設
以
来
の
制
度
体
系
全
般
に
わ
た

る
大
幅
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
現
行
制
度
か
ら
の
円
滑
な
移
行
に
相
当
長

期
間
を
要
す
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、
国
民
へ
の
周

知
、
徹
底
に
万
全
を
期
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
刻
も
早
い
本
改

正
の
実
現
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
課
題
も
あ
る
の
で
、
以
下
の
と
お
り
意
見

を
述
べ
る
。

自
営
業
者
等
に
対
す
る
基
礎
年
金
の
上
の
せ
と
し
て
の
所
得
保
障
に
つ

い
て
は
、
付
加
年
金
の
あ
り
方
も
含
め
、
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
す
べ

き
で
あ
る
。

学
生
の
適
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

今
回
の
諮
問
に
対
す
る
意
見
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
基
礎
年
金

導
入
の
趣
旨
、
目
的
に
照
ら
し
、
共
済
年
金
の
速
や
か
な
参
加
を
期
待
す

λ
v
。
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料

〈
資
料
は
〉

社
会
保
障
制
度
審
議
会
答
申

総

社

第

三

九

号

昭
和
五
九
年
二
月
二
三
日

渡
部
恒
三
殿

資

厚
生
大
臣

社
会
保
障
制
度
審
議
会

会
長
大
河
内
一
男

国
民
年
金
法
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

(
答
申
)

昭
和
五
九
年
一
月
二
五
日
厚
生
省
発
年
第
四
号
で
諮
問
の
あ
っ
た
標
記

の
件
に
つ
い
て
、
本
審
議
会
の
意
見
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

コu
=一-一-ロ

-
国
民
年
金
法
、
厚
生
年
金
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
の
改
正
関
係

本
審
議
会
は
、
既
に
知
ら
れ
る
と
お
り
、
昭
和
五

O
年
二
一
月
に
「
今

後
の
老
齢
化
社
会
に
対
応
す
べ
き
社
会
保
障
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
を
内

閣
総
理
大
臣
に
建
議
し
、
続
い
て
昭
和
五
二
年
一
二
月
に
年
金
制
度
の
抜

本
的
改
善
の
た
め
に
、
「
基
本
年
金
L

を
中
心
と
す
る
「
皆
年
金
下
の
新
年

金
体
系
」
、
昭
和
五
四
年
一

O
月
に
こ
れ
に
伴
う
諸
問
題
を
具
体
的
に
検
討

し
た
「
高
齢
者
の
就
業
と
社
会
保
険
年
金
1

続
・
皆
年
金
下
の
新
年
金
体

系
」
を
建
議
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
特
殊
な
年
金
税
を
も
っ
て
「
基
本
年

金
」
の
財
政
基
盤
を
固
め
、
各
年
金
は
こ
れ
を
控
除
し
た
も
の
を
こ
の
上

に
載
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
建
議
は
、
財
政
・
経
済
事

情
を
十
分
配
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
政
府
の
検
討
を
得
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

今
回
の
諮
問
は
、
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
備
え
て
給
付
と
負
担
の
均
衡

を
考
慮
し
、
初
め
て
年
金
の
水
準
を
引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
大
胆
な
提
案

で
あ
り
、
同
時
に
「
基
礎
年
金
」
と
い
う
各
年
金
を
通
ず
る
共
通
の
基
盤

を
設
け
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
厚
生
年
金
保
険
の
体
系

に
大
き
な
変
更
を
加
え
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
案
は
、
将

来
の
年
金
の
長
期
的
展
望
に
お
け
る
一
つ
の
選
択
で
あ
ろ
う
。

諮
問
の
ご
と
き
重
大
な
改
革
に
際
し
て
は
、
そ
の
趣
旨
と
内
容
を
十
分

に
明
ら
か
に
し
、
国
民
の
理
解
と
納
得
を
得
る
よ
う
に
最
善
の
努
力
を
尽

く
す
こ
と
が
先
決
の
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
公
的
年
金
制
度
の
一
翼
を
占
め
る
共
済
年
金
制
度
の
今
後
の
改

革
に
当
た
っ
て
は
、
基
礎
年
金
へ
の
対
応
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
特
記

北法38(4・254)838

し
て
お
く
。

本
諮
問
に
つ
い
て
十
分
に
審
議
を
尽
く
す
こ
と
は
時
間
的
制
約
も
あ
り

至
難
で
あ
っ
た
が
、
大
筋
に
お
い
て
理
解
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
審
議

中
に
指
摘
さ
れ
た
以
下
の
よ
う
な
重
要
な
問
題
点
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き

で
あ
る
。



昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

山
基
本
年
金
が
税
方
式
で
あ
る
の
に
対
し
、
基
礎
年
金
は
社
会
保
険

方
式
で
あ
り
、
両
者
の
聞
の
財
源
調
達
に
基
本
的
な
違
い
が
あ
る
。

ω
基
礎
年
金
の
実
現
が
国
民
年
金
の
改
正
を
軸
と
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
と
厚
生
年
金
保
険
と
の
接
続
が
わ
か
り
に
く
い
。

ω
改
正
案
に
お
い
て
は
、
自
営
業
者
等
に
つ
い
て
は
基
礎
年
金
の
上

乗
せ
部
分
が
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
被
用
者
の
年
金
水
準
と

の
均
衡
の
観
点
か
ら
問
題
で
あ
る
。

ω
厚
生
年
金
保
険
の
被
用
者
に
係
る
基
礎
年
金
部
分
に
つ
い
て
は
、

所
得
再
分
配
機
能
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
自
営
業
者
等
の
基
礎
年

金
に
つ
い
て
は
、
定
額
徴
収
、
定
額
給
付
で
あ
り
、
か
っ
、
国
庫
負

担
も
一
律
で
あ
る
た
め
、
所
得
再
分
配
機
能
に
欠
け
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

同
改
正
案
に
お
い
て
、
制
度
的
無
年
金
者
の
解
消
に
向
け
て
の
努
力

の
跡
は
見
ら
れ
る
が
、
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
の
加
入
、
保
険
料
の
免

除
の
場
合
等
に
は
、
無
年
金
に
近
い
よ
う
な
年
金
額
し
か
受
給
で
き

な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。

陥

二

O
歳
未
満
で
障
害
の
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
は
障
害
基
礎
年
金

が
受
給
で
き
る
の
に
対
し
、
任
意
加
入
し
な
か
っ
た
学
生
が
そ
の
期

間
中
に
障
害
の
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
は
障
害
基
礎
年
金
が
受
給
で

き
な
い
。

的
厚
生
年
金
保
険
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
は
今
後
の
年
金
財

政
等
を
考
慮
す
る
と
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
ず
、
雇
用
と
年
金
と

の
接
続
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

問
公
的
年
金
を
補
完
す
る
い
わ
ゆ
る
私
的
年
金
は
、
今
後
ま
す
ま
す

重
要
性
を
増
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
後
の
位
置
づ
け
が
不
明

で
あ
る
。

削
五
人
未
満
事
業
所
等
の
被
用
者
に
対
す
る
厚
生
年
金
保
険
の
適
用

の
問
題
の
解
決
に
着
手
し
な
い
と
、
基
礎
年
金
の
導
入
に
伴
い
、
五

人
以
上
事
業
所
等
の
被
用
者
と
の
不
均
衡
が
拡
大
す
る
。

最
後
に
、
本
審
議
会
と
し
て
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
来
た

る
べ
き
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
公
的
年
金
制
度
の
在
り
方
如
何
は
、
幻
世

紀
に
お
け
る
国
民
生
活
の
明
暗
を
分
け
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
制
度
が
長
期
的
に
安
定
し
た
も
の
に
な

り
、
か
っ
、
世
代
聞
の
公
平
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
は
、
国
民
の
信
頼
に

足
る
年
金
制
度
の
最
小
限
の
条
件
で
あ
ろ
う
。
今
後
と
も
引
き
続
き
給
付

と
負
担
の
適
正
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
不
合
理
、
不
公
平
な

点
は
英
断
を
も
っ
て
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
改
正
関
係

重
度
障
害
者
手
当
(
仮
弥
)
の
創
設
及
び
二

O
歳
未
満
の
重
度
障
害
児

に
対
す
る
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
了
承
す
る
。
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料

な
お
、
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
重
度
障
害
者
が
長
期
間
待

機
す
る
こ
と
な
く
入
所
で
き
る
に
足
る
施
設
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
在

宅
の
重
度
障
害
者
が
家
庭
に
お
い
て
十
分
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
ホ
ー
ム
へ
ル
パ

1
の
派
遺
等
を
充
実
さ
せ
る
よ
う

に
す
べ
き
で
あ
る
。

北法38(4・256)840

資

昭
和
五
九
年
度
に
お
け
る
年
金
額
等
の
改
定
措
置
関
係

今
回
の
改
正
案
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
例
的
な
措
置
を
行
う
に
当
た

り
、
そ
の
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。

3 



〈
資
料
同
v

公
的
年
金
制
度
の
改
革
に
つ
い
て

『
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
J

f

閣

議

決

定

』

高
齢
化
社
会
の
到
来
等
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
公
的
年
金

制
度
全
体
の
長
期
的
安
定
と
整
合
性
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
、
公
的
年
金

制
度
の
一
元
化
を
展
望
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
改
革
を
推
進
す
る
も
の
と

す
る
。

1 

昭
和
五
九
年
に
お
い
て
、
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
保
険
及
び
船
員
保

険
制
度
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
。

ω
国
民
年
金
の
適
用
を
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
及
び
そ
の
配
偶

者
に
拡
大
し
、
共
通
の
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
制
度
と
す
る
と
と
も

に
、
厚
生
年
金
保
険
は
、
基
礎
年
金
の
上
乗
せ
と
し
て
報
酬
比
例
の

年
金
給
付
を
行
う
制
度
と
す
る
。

な
お
、
船
員
保
険
の
職
務
外
年
金
部
門
は
厚
生
年
金
保
険
に
統
合

す
る
。

昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

ω
こ
れ
ら
の
年
金
制
度
に
お
け
る
給
付
と
負
担
の
長
期
的
な
均
衡
を

確
保
す
る
た
め
、
将
来
の
給
付
水
準
の
適
正
化
を
図
る
等
の
措
置
を

計
画
的
に
講
ず
る
と
と
も
に
、
婦
人
の
年
金
権
の
確
立
及
び
障
害
年

2 

金
の
充
実
等
の
改
革
を
進
め
る
。

昭
和
六

O
年
に
お
い
て
は
、
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
上
記
の
基
礎
年

金
の
導
入
を
図
る
等
の
改
革
の
趣
旨
に
沿
っ
た
制
度
改
正
を
行
う
。

上
記
1
及
び

2
の
改
革
は
、
昭
和
六
一
年
度
か
ら
実
施
す
る
。

昭
和
六
一
年
度
以
降
に
お
い
て
は
、
以
上
の
措
置
を
踏
ま
え
、
給
付

と
負
担
の
両
面
に
お
い
て
制
度
問
調
整
を
進
め
る
。
こ
れ
ら
の
進
展
に

対
応
し
て
年
金
現
業
業
務
の
一
元
化
等
の
整
備
を
推
進
す
る
も
の
と

し
、
昭
和
七

O
年
を
目
途
に
公
的
年
金
制
度
全
体
の
一
元
化
を
完
了
さ

せ
る
。

3 4 
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〈資料15>改正法国会修正事項

(1)衆議院における修正

事 項 現 行法

配偶者加給年 配偶者がある場合は、夫の厚生

金額 年金保険の老齢年金に月額

15.000円を加給

3級障害厚生 (定額部分+報酬比例部分)x

年金 0.75 (最低保障あり)

子のない寡婦 (定額部分+報酬比例部分)x

の遺族厚生年 1/2 

金の水準

遺族の範囲 被保険者等が死亡した時に60歳

未満である夫、父母、祖父母に

は遺族年金は支給されな".

自営業者等の

保険料

学生の取扱い

(2) 参議院における修正

事 項 現行法

坑内員・船員 被保険者期間を計算する場合に

の期間計算の おいては、坑内員・船員であっ

特例 た期間は、 3分の 4倍する。

厚生年金保険 昭和田年10月から一般男子

の女子被保険 106/1000 女子 89/1000 

者の保険料率 (女子昭和56年から59年まで

の問毎年 1/1000ずつ引上げ)

障害年金受給 国民年金任意加入期間に基づく

権者の国民年 老齢年金と厚生年金保険の障害

金加入期間 年金等とは併給

基礎年金につ

いての検討

年金額の改定 国民の生活水準その他の諸事情

に著しい変動が生じた場合に

は、変動後の諸事情に応ずるた

め、すみやかに改定の措置が講

ぜられなければならな".

20歳未満の自

営業者等の取

扱い

資 料

政府原案 衆議院修正

妻が65粛に遣して老齢基礎年金 婁が65歳に達して老齢基礎年金

を受給するまでの間夫の老齢厚 を受給するまでの聞に支給する

生年金に月額15.000円を加給 老齢厚生年金の加給年金に将

来、特別加算(月額10.000円。

昭和74年以降60歳到達者を対象

とする。経過措置あり。)

報酬比例年金額(障害基礎年金 報酬比例年金額(ただし、月額

なし) 37.500門に満たないものは、

37.500円とする。)

報酬比例年金額X3/4+加算 報酬比例年金額X3/4+加算

(=月額37.500円) (=月額37.500円)

加算の対象は、夫死亡時に40 夫死亡時に35歳以上である妻

歳以上の妻 (18歳未満の子を有していた妻

(40歳未満は報酬比例年金のみ) については、その子が18歳に違

したときにお歳以上であるもの

を含む。)が40歳に遣したときか

ら行う。

現行どおり 被保険者等が死亡した時に55歳

以上である夫、父母、祖父母に

は60歳から遺族厚生年金を支給

国民年金の費用負担、所得比例

制等との関連を考慮のうえ、今

後、総合的に検討

学生の保険料負担能力等を考慮

して、今後検討

政府原案 参議院修正

期間計算の特例は、施行日後の 施行日から 5年間は、 5分の 6

期間については廃止 倍する。

昭和60年10月から 一般男子 昭和60年10月から 一般男子女

124/1000 女子 113!1000(女 124/1000 女子 113!1000( 

子一昭和61年から64年までの問 子昭 和61年から64年までの間

毎年2/1000ずつ引上げ) 毎年1.5/1000ずつ引上げ)

国民年金任意加入期間に基づく 国民年金任意加入期間に基づき

老齢基礎年金と厚生年金保険の 一時金を支給(厚生年金保険の

障害年金等とは一年金選択 障害年金等についてはそのまま

支給)

基礎年金の水準、費用負担等に

ついて今後検討

国民の生活水準、賃金その他の

諸事情に著しい変動が生じた場

合には、変動後の諸事情に応ず

るため、すみやかに改定の措置

が講ぜられなければならなl'.
今後検討

北法38(4・258)842
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資
料
同
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改
正
法
委
員
会
採
決
時
附
帯
決
議

ω
国
民
年
金
法
等
改
正
法

昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

4 国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
格
決
蟻

ヘ
昭
和
田
年
ロ
月
四
日
J

r
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
」

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
配

慮
す
べ
き
で
あ
る
。

1 

今
後
に
お
け
る
基
礎
年
金
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
社
会
経
済
情

勢
の
推
移
、
世
帯
の
類
型
を
踏
ま
え
、
か
っ
、
費
用
負
担
の
あ
り

方
と
の
関
連
を
含
め
、
そ
の
改
善
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

無
年
金
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
更
に
制
度
・
運
用

の
両
面
に
お
い
て
検
討
を
加
え
、
無
年
金
者
が
生
ず
る
こ
と
の
な

い
よ
う
努
力
す
る
こ
と
。

老
齢
福
祉
年
金
に
つ
い
て
は
、
老
後
の
生
活
実
態
等
を
踏
ま
え

て
、
今
後
と
も
そ
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
所
得
制
限
に

つ
い
て
も
改
善
を
図
る
こ
と
。

第
3
種
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
用
を
円
滑
に
行
う
と

と
も
に
、
被
保
険
者
期
間
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
坑
内
員
・
船
員

2 3 

5 
の
労
働
の
特
殊
性
に
対
す
る
配
慮
と
公
的
年
金
制
度
に
お
け
る
公

平
の
原
則
と
の
均
衡
を
十
分
に
考
慮
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
方
策

に
つ
き
早
急
に
検
討
す
る
こ
と
。

法
人
以
外
の
非
適
用
業
種
及
び
五
人
未
満
事
業
所
の
従
業
員
に

対
す
る
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
に
つ
い
て
、
業
種
の
拡
大
及
び
任

意
包
括
制
度
の
計
画
的
推
進
に
つ
き
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

6 

在
職
老
齢
年
金
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
雇
用
、
賃
金
体
系
と

の
関
係
を
勘
案
し
て
、
事
務
処
理
の
円
滑
な
実
施
に
も
配
慮
し
つ

つ
、
合
理
的
な
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

年
金
の
支
払
回
数
に
つ
い
て
は
、
毎
月
支
払
を
実
施
す
る
こ
と

に
つ
き
、
事
務
処
理
体
制
等
の
整
備
を
図
り
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
。

在
外
邦
人
、
在
日
外
国
人
の
年
金
保
障
の
充
実
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
る
と
と
も
に
、
年
金
通
算
協
定
の
締
結
の
推
進
に
努
め
る

ヲ」レ』。

7 8 9 

年
金
積
立
金
の
管
理
運
用
に
つ
い
て
は
、
極
力
、
有
利
運
用
を

図
る
と
と
も
に
、
保
険
料
拠
出
者
の
代
表
を
運
営
に
参
加
さ
せ
る

な
ど
民
主
的
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

北法38(4・259)843



料資

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
機

ヘ
昭
和
印
年

4
月
お
日
J

r
参
議
院
社
会
労
働
委
員
会
¥

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ

る。1 

自
営
業
者
等
の
保
険
料
と
給
付
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
他
制

度
と
の
均
衡
を
考
慮
の
う
え
、
今
後
総
合
的
に
検
討
を
行
い
、
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

無
年
金
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
適
用
業
務
の
強
化
、
免
除
の

趣
旨
徹
底
等
制
度
・
運
用
の
両
面
に
お
い
て
検
討
を
加
え
、
無
年

金
者
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
力
す
る
こ
と
。

老
齢
福
祉
年
金
に
つ
い
て
は
、
老
後
の
生
活
実
態
等
を
踏
ま
え

て
、
今
後
と
も
そ
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

法
人
以
外
の
非
適
用
業
種
及
び
五
人
未
満
事
業
所
の
従
業
員
に

対
す
る
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
に
つ
い
て
、
業
種
の
拡
大
及
び
任

意
包
括
制
度
の
計
画
的
推
進
に
つ
き
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

2 3 4 5 

在
職
老
齢
年
金
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
雇
用
、
賃
金
体
系
と

6 
の
関
係
を
勘
案
し
て
、
事
務
処
理
の
円
滑
な
実
施
に
も
配
慮
し
つ

つ
、
合
理
的
な
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

年
金
の
支
給
開
始
年
齢
を
検
討
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
定
年

制
等
雇
用
と
の
連
動
が
図
ら
れ
る
よ
う
十
分
留
意
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

7 

年
金
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
年
月
払
い
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ

き
、
事
務
処
理
体
制
等
の
整
備
を
図
り
つ
つ
検
討
す
る
と
と
も
に
、

年
金
の
支
払
通
知
に
つ
い
て
は
、
極
力
個
々
の
受
給
者
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
保
護
に
努
め
る
こ
と
。

在
外
邦
人
、
在
日
外
国
人
の
年
金
保
障
の
充
実
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
る
と
と
も
に
、
年
金
通
算
協
定
の
締
結
の
推
進
に
努
め
る

こ
と
。

8 9 

年
金
積
立
金
の
管
理
運
用
に
つ
い
て
は
、
極
力
、
有
利
運
用
を

図
る
と
と
も
に
、
保
険
料
拠
出
者
の
代
表
を
運
営
に
参
加
さ
せ
る

な
ど
民
主
的
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。
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昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

(2) 

共
済
年
金
改
正
法

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す

る
附
世
帯
決
機

「
昭
和
的
年
日
月
却
日
J

F

衆
議
院
大
蔵
委
員
会
、

1 
政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

今
回
の
改
正
は
、
共
済
年
金
制
度
の
抜
本
的
な
改
正
で
あ
る
の

で
、
共
済
組
合
員
は
も
と
よ
り
、
国
民
全
体
の
理
解
と
納
得
を
得

ら
れ
る
よ
う
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

今
回
の
改
正
が
行
わ
れ
で
も
、
各
公
的
年
金
制
度
聞
に
制
度
上

の
相
違
、
特
に
負
担
面
で
の
相
違
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
後

で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
公
的
年
金
一
元
化
の
観
点
か
ら
調
整
を

図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

2 3 

公
的
年
金
一
元
化
の
内
容
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
依
然
と
し
て

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
今
後
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、

そ
の
内
容
等
に
つ
き
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

基
礎
年
金
の
水
準
、
費
用
負
担
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
は
、
国

民
年
金
法
の
附
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
検

討
に
着
手
す
る
こ
と
。

4 

日
国
家
公
務
員
等
共
済
年
金
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
年
金
及
び

農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
年
金
と
地
方
公
務
員
等
共
済
年
金
と
の

聞
に
お
い
て
、
算
定
基
礎
の
と
り
方
に
差
異
が
あ
る
が
、
各
制
度

5 

今
回
の
改
正
が
行
わ
れ
る
と
、
共
済
年
金
と
恩
給
と
の
聞
に
大

き
な
相
違
が
生
ず
る
の
で
、
恩
給
制
度
に
つ
い
て
も
、
公
的
年
金

制
度
の
改
正
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

今
回
の
改
正
に
お
け
る
職
域
相
当
部
分
の
根
拠
、
水
準
が
必
ず

し
も
明
瞭
で
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
き
、
人
事
院
等
の
意
見
も

ふ
ま
え
、
引
き
続
き
研
究
を
行
う
こ
と
。

今
回
の
改
正
法
で
は
、
共
済
年
金
の
政
策
改
定
の
根
拠
に
つ
き
、

賃
金
の
変
動
と
い
う
要
素
が
明
ら
か
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、

政
策
改
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
点
に
つ
き
十
分
配
慮
す

'
G
V
」
〉
」
。

6 7 8 

既
裁
定
の
遺
族
年
金
に
つ
い
て
は
、
最
低
保
障
の
改
善
を
図
る

」
シ
』
。

9 

職
域
年
金
相
当
部
分
の
支
給
要
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
緩
和
を

図
る
こ
と
。

叩
懲
戒
処
分
等
に
よ
る
給
付
制
限
措
置
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
改

正
後
、
本
人
の
掛
金
相
当
部
分
に
つ
い
て
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す

ヲ
匂
こ
炉
、

北法38(4・261)845



料

の
間
の
水
準
に
差
異
が
生
じ
な
い
よ
う
に
調
整
を
図
る
こ
と
。

ロ
所
得
制
限
の
具
体
的
な
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
退
職
者
と
現
役

公
務
員
と
の
聞
の
生
活
の
均
衡
が
図
ら
れ
る
よ
う
十
分
考
慮
す
る

ヲ
」

'
Y
』。

資

日

現

在

四

O
歳
の
者
に
つ
い
て
は
、
将
来
給
付
が
最
も
低
い
水
準

に
な
る
点
に
つ
い
て
、
次
の
見
直
し
の
時
点
ま
で
に
調
整
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。

14 

自
衛
官
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
務
の
性
格
か
ら
若
年
定
年
制
と

な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
こ
れ
が
掛
金
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
点
に
つ
き
今
後
研
究
を
重
ね
、
何
ら
か
の
解
決
を
講
ず
る
こ

〉」。

日
民
営
化
さ
れ
た

N
T
T
、
日
本
た
ば
こ
の
職
域
部
分
に
つ
い
て

は
、
今
後
公
的
年
金
一
元
化
を
進
め
る
過
程
で
検
討
を
加
え
る
こ

ト』。

同
国
鉄
の
職
域
年
金
に
つ
い
て
は
、
年
金
財
政
及
び
国
鉄
財
政
の

動
向
等
を
見
き
わ
め
、
措
置
す
る
こ
と
を
将
来
検
討
す
る
こ
と
。

口
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
ふ
ま
え
、
財
政
投
融
資
の
見
直
し
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

m
N
T
T
、
た
ば
こ
共
済
組
合
は
、
引
き
続
き
現
共
済
制
度
を
存

続
し
、
積
立
金
の
自
主
運
用
を
行
う
こ
と
。

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す

る
附
帯
決
議

『
昭
和
印
年
ロ
月
四
日
J

r
参
議
院
内
閣
委
員
会
」

1 
政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
検
討
の
上
、
善
処
す
べ
き
で
あ
る
。

今
回
の
改
正
は
、
共
済
年
金
制
度
の
抜
本
的
な
改
正
で
あ
る
の

で
、
共
済
組
合
員
は
も
と
よ
り
、
国
民
全
体
の
理
解
と
納
得
を
得

ら
れ
る
よ
う
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

今
回
の
改
正
が
行
わ
れ
で
も
、
各
公
的
年
金
制
度
聞
に
制
度
上

の
相
違
、
特
に
負
担
面
で
の
相
違
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
後

で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
公
的
年
金
一
元
化
の
観
点
か
ら
調
整
を

図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

公
的
年
金
一
元
化
の
内
容
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
依
然
と
し
て

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
今
後
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、

そ
の
内
容
等
に
つ
き
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

基
礎
年
金
の
水
準
・
費
用
負
担
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
は
、
国

民
年
金
法
の
附
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
検

討
に
着
手
す
る
こ
と
。

今
回
の
改
正
が
行
わ
れ
る
と
、
共
済
年
金
と
恩
給
と
の
問
に
大

2 3 4 5 
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昭和61年公的年金制度改正の立法過程

6 
き
な
相
違
が
生
ず
る
の
で
、
恩
給
制
度
に
つ
い
て
も
、
公
的
年
金

制
度
の
改
正
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

今
回
の
改
正
に
お
け
る
職
域
相
当
部
分
の
根
拠
、
水
準
が
必
ず

し
も
明
瞭
で
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
き
人
事
院
等
の
意
見
も
ふ

ま
え
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
。

既
裁
定
の
遺
族
年
金
に
つ
い
て
は
、
最
低
保
障
の
改
善
を
図
る

こト」。

7 8 

懲
戒
処
分
等
に
よ
る
給
付
制
限
措
置
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
改

正
後
、
本
人
の
掛
金
相
当
部
分
に
つ
い
て
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す

る
こ
と
。

共
済
年
金
の
算
定
基
礎
の
と
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
種
々
検

討
す
る
こ
と
。

叩
所
得
制
限
の
具
体
的
な
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
退
職
者
と
現
役

公
務
員
と
の
聞
の
生
活
の
均
衡
が
図
ら
れ
る
よ
う
十
分
考
慮
す
る

ヲ」レ」。

9 11 

現
在
四
O
歳
の
者
に
つ
い
て
は
、
将
来
給
付
が
最
も
低
い
水
準

と
な
る
点
に
つ
い
て
、
次
の
見
直
し
の
時
点
ま
で
に
調
整
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。

ロ
民
営
化
さ
れ
た

N
T
T
、
日
本
た
ば
こ
の
職
域
部
分
に
つ
い
て

は
、
今
後
公
的
年
金
二
元
化
を
進
め
る
過
程
で
検
討
を
加
え
る
こ

と
日
国
鉄
の
職
域
年
金
に
つ
い
て
は
、
年
金
財
政
及
び
国
鉄
財
政
の

動
向
等
を
見
き
わ
め
、
設
置
す
る
こ
と
を
将
来
検
討
す
る
こ
と
o

M

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
ふ
ま
え
、
財
政
投
融
資
の
見
直
し
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

日

N
T
T
、
た
ば
こ
共
済
組
合
は
、
引
き
続
き
現
共
済
制
度
を
存

続
し
、
積
立
金
及
び
掛
金
、
負
担
金
の
自
主
運
用
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

北法38(4・263)847



料

〈
資
料
げ
V

資

年
金
制
度
改
正
の
概
要

改
正
の
趣
旨

本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
備
え
、
公
的
年
金
制
度
の
長
期
的
な

安
定
と
整
合
性
の
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
、
全
国
民
共
通
の
基
礎
年
金
を

設
け
る
と
と
も
に
、
給
付
と
負
担
の
長
期
的
な
均
衡
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

II 

改
正
の
基
本
的
な
考
え
方

制
度
体
系
の
再
編
成
|
|
基
礎
年
金
の
導
入

①
国
民
年
金
の
適
用
を
被
用
者
年
金
の
被
保
険
者
(
組
合
員
)
及

び
そ
の
配
偶
者
に
拡
大
し
、
共
通
の
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
。

②
厚
生
年
金
保
険
は
、
基
礎
年
金
の
上
乗
せ
と
し
て
の
報
酬
比
例

の
年
金
を
支
給
す
る
ほ
か
、
被
用
者
の
特
殊
性
に
応
じ
た
給
付
を

行
う
。
(
い
わ
ゆ
る
二
階
建
年
金
)

③
基
礎
年
金
は
、
社
会
保
険
方
式
に
よ
る
個
人
単
位
の
給
付
と
す

る。

④ 

船
員
保
険
(
職
務
外
年
金
部
門
)
は
、
厚
生
年
金
保
険
に
完
全

に
統
合
す
る
。

(図一 I) 

斗戸司自「司
被用品「づ;戸

(自営業者)

(改正面j)包竺主

U 
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自営業者世帯

(改正後)



昭和61年公的年金制度改正の立法過程

2 

給
付
の
適
正
化

①
被
用
者
世
帯
の
年
金
(
厚
生

年
金
保
険
)
に
つ
い
て
は
、
夫

婦
と
単
身
の
給
付
水
準
を
分
化

し
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
適
正
化

を
図
る
。

夫
婦

夫
|
|
基
礎
年
金
+
報

酬
比
例
の
年
金

妻

1

1
基
礎
年
金

t
i
l
l
-
基
礎
年
金
+
報

酬
比
例
の
年
金

②
被
用
者
世
帯
(
厚
生
年
金
保

険
加
入
)
の
標
準
的
な
年
金
水

準
に
つ
い
て
は
、
受
給
者
の
平

均
加
入
年
数
の
伸
長
を
考
慮

し
、
お
お
む
ね
現
在
の
水
準
が

維
持
さ
れ
る
よ
う
給
付
算
定
式

を
設
計
す
る
。

単

身
③ 

一
人
一
年
金
の
原
則
に
基
づ

き
併
給
調
整
を
行
う
。

(図ー 2)

夫名儀

(改正後)

基礎年金

厚生年金

二二二〉
国民年金

(改正前)

厚
生
年
金
(
夫
名
儀
)

3 
④
既
裁
定
年
金
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
の
扱
い
と
し
、
そ
の

給
付
水
準
を
維
持
す
る
。

⑤
年
金
額
の
物
価
ス
ラ
イ
ド
の
実
施
時
期
は
、
四
月
と
す
る
。

婦
人
の
年
金
権
の
確
立

①
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
妻
に
も
国
民
年
金
を
適
用
し
、
す
べ
て
の
婦

人
に
固
有
の
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
。

②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
被
扶
養
の
妻
は
、
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て

市
町
村
に
届
出
が
必
要
。
た
だ
し
、
保
険
料
は
、
夫
の
属
す
る
被

用
者
年
金
制
度
が
ま
と
め
て
負
担
す
る
。

障
害
年
金
の
改
善

二
O
歳
前
に
障
害
が
生
じ
た
者
に
つ
い
て
も
、
障
害
基
礎
年
金
を

支
給
す
る
。

4 

北法38(4・265)849
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(図ー 3) 

〈改正前〉

(長ヵ、i司民年金に40年間

加入していれば巨豆2
25年間加入していれば[illD)

〈改正後〉

(図-4) 

(昭和61年の標準年金額〕 〔成熟時の標準年金額〕

32年加入

報酬比例部分
81，300円 D 

40年加入

在齢厚生年金
(報酬比例年金)

76，200円 7，5
(25.4万円×而函X40'f.11夫10 

(25，4!i円X.::__X32年)
l似 )0

定額部分
76，800円

老齢基礎年金 |分

50，000同

t2，400円X32年)

加給年金
15.000円

l 計173.100円 1(68%)

老齢基礎年金 |妻
50.∞D同|分

|計176，200円 1(69%)

(図-5) 

・保険料率の見通し(厚生年金保険) -保険料の見通し(国民年金)

40% 

従前ベー」」iF%Z!I8 

「回・3ー5ー9-%AJ 
18，500円

起き手
/ 
〆

30% 
;-戸 15，000円 / 

241f， 
仮定.し.た.9%場J一.合一.守 / 改正後

l3，000円 13，000円

f ? 3f竺
ー 23 / v . / 

20% 

U・1?』% ~ -1. 

民正;叩ん 4L 
してある.

2. 65歳支給と仮定した場合は、支給開 5，000円 (注)給付改定率を 5%、利車を 7%と

蛤年齢を、昭和73年度から昭和田気度 仮定してある。

までの聞に日曜まで段階的にひき上げ トー= てい〈ものと仮定Lてある. 一~ 

ス

:
 

丁
醐
l
J
ベ下

広
畑
一

j
 

一

和

円

一

一

川

剛

一:
 

;
 

60 

昭和(存度)

70 80 90 100 61 

昭和(年度)

70 80 90 100 
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I
 

I
 

I
 

(1) 改
適正
用の

内
向俺，

廿

1 2 

国
民
年
金

被
保
険
者
の
範
囲
に
、
被
用
者
年
金
の
被
保
険
者
(
組
合
員
)

及
び
そ
の
配
偶
者
(
二

O
歳
以
上
六

O
歳
未
満
)
等
を
加
え
る
。

ま
た
、
六

O
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
者
及
び
在
外
邦
人
に
つ
い
て

は
任
意
加
入
を
認
め
る
。
な
お
、
任
意
加
入
し
な
か
っ
た
在
外
期

間
等
に
つ
い
て
は
、
資
格
期
間
に
算
入
す
る
。
(
給
付
額
の
計
算
基

礎
と
は
し
な
い
。
)

ω
厚
生
年
金
保
険

六
五
歳
未
満
の
一
般
被
用
者
(
厚
生
年
金
保
険
と
国
民
年
金
の

二
制
度
に
同
時
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
)

給
付

国
民
年
金
の
基
礎
年
金
は
、
老
齢
基
礎
年
金
・
障
害
基
礎
年
金
及

び
遺
族
基
礎
年
金
と
し
、
昭
和
三
六
年
四
月
一
日
(
国
民
年
金
発
足

時
)
以
後
の
公
的
年
金
各
制
度
へ
の
加
入
期
間
(
国
民
年
金
へ
の
任

意
加
入
期
間
を
含
む
。
)
に
基
づ
く
給
付
と
す
る
。

厚
生
年
金
保
険
の
報
酬
比
例
の
年
金
は
、
老
齢
厚
生
年
金
・
障
害

厚
生
年
金
及
び
遺
族
厚
生
年
金
と
し
、
原
則
と
し
て
、
基
礎
年
金
の

給
付
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
。

(1) ア

老
齢
給
付

国
民
年
金

①
老
齢
基
礎
年
金
は
、
六
五
歳
か
ら
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
被

保
険
者
期
間
(
保
険
料
滞
納
期
間
は
除
く
。
)
が
二
五
年
に
満
た

な
い
者
に
は
支
給
し
な
い
。

②
老
齢
基
礎
年
金
の
額
は
、
六
二
万
二
、
八

O
O円
(
月
額
五
万

一
、
九

O
O円
)
(
昭
和
六
一
年
度
価
格
。
金
額
に
つ
い
て
は
以

下
同
じ
。
)
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
険
料
納
付
の
不
足
期
間
が
あ

る
場
合
に
は
減
額
す
る
。
ま
た
、
施
行
日
(
昭
和
六
一
年
四
月

一
日
。
以
下
同
じ
。
)
に
お
い
て
六

O
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
、

従
前
ど
お
り
と
す
る
。

③
厚
生
年
金
保
険
の
配
偶
者
加
給
の
算
定
対
象
と
な
っ
て
い
た

委
に
は
、
施
行
日
に
お
げ
る
年
齢
に
応
じ
て
、
経
過
的
に
加
算

を
行
う
。

厚
生
年
金
保
険

①
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
が
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

期
間
を
有
す
る
と
き
は
、
老
齢
厚
生
年
金
を
支
給
す
る
。

②
老
齢
厚
生
年
金
の
額
は
、
(
平
均
標
準
報
酬
月
額
)
×
(
一

O

/

一、

0
0
0
1七
・
五
/
て

0
0
0
)
×
(
被
保
険
者
期
間
)
と

す
る
。
こ
の
乗
率
は
、
昭
和
八
一
年
ま
で
に
二

O
年
か
け
て
逓

北法38(4・267)851
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料

滅
す
る
。

③

六

O
歳
か
ら
六
五
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
は
、
当
分
の
問
、

独
自
の
給
付
と
し
て
老
齢
厚
生
年
金
(
定
額
部
分
プ
ラ
ス
報
酬

比
例
部
分
)
を
支
給
す
る
。
こ
の
定
額
部
分
は
、
昭
和
八
一
年

ま
で
に
二

O
年
か
け
て
逓
減
す
る
。
な
お
、
低
所
得
者
在
職
老

齢
年
金
(
六

O
歳
か
ら
六
五
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
)
の
支
給

限
度
額
は
引
き
上
げ
る
。

④
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
者
に
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
が
あ
る
と
き
は
、
配
偶
者
が
六
五
歳
に
達
す
る
ま
で
の
問
、

配
偶
者
加
給
年
金
を
支
給
す
る
。
ま
た
、
生
計
を
維
持
さ
れ
て

い
る
子
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
額
の
加
給
年
金
を
支
給
す
る
。

子
が
一
人
の
と
き
一
八
万
六
、
八

O
O円
(
月
額
一
万

五
、
五
六
七
円
)

三
七
万
三
、
六

O
O円
(
月
額
三
万

一
二
三
三
円
)

三
七
万
三
、
六

O
O円
(
月
額
三
万

一
、
一
三
三
円
)
に
一
人
増
す
ご
と
に

六
万
二
、
三

O
O円
(
月
額
五
二
九

二
円
)
を
加
え
た
額

資

子
が
二
人
の
と
き

子
が
三
人
以
上
の
と
き

(2) 

障
害
給
付

ア

国
民
年
金

①
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
成
人
障
害
者
に
対
し
て
障
害
基
礎
年

金
を
支
給
す
る
。

肘
一
定
の
保
険
料
の
滞
納
(
加
入
す
べ
き
期
間
の
三
分
の
一
以

上
)
が
な
い
限
り
、
障
害
基
縫
年
金
を
支
給
す
る
。

制

二

O
歳
前
に
障
害
が
生
じ
た
者
(
既
裁
定
の
障
害
福
祉
年
金

受
給
者
を
含
む
。
)
に
つ
い
て
も
、
障
害
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
。

こ
の
場
合
の
扶
養
義
務
者
所
得
制
限
は
撤
廃
す
る
。

②
障
害
基
礎
年
金
の
障
害
の
範
囲
は
、
現
行
国
民
年
金
の
一
級

障
害
及
び
二
級
障
害
程
度
と
す
る
。

③
二
級
障
害
基
礎
年
金
の
額
は
、
六
二
万
二
、
八

O
O円
(
月
額

五
一
、
九

O
O円
)
、
一
級
障
害
基
礎
年
金
は
そ
の
了
二
五
倍
と

す
る
。
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
者
に
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
る

子
が
あ
る
と
き
は
、
障
害
基
礎
年
金
の
額
に
次
の
額
を
加
算
す

る。

北法38(4・268)852

子
が
一
人
の
と
き

一
八
万
六
、
八

O
O円
(
月
額
一
万

五
、
五
六
七
円
)

三
七
万
三
、
六

O
O円
(
月
額
三
万

一
、
一
三
三
円
)

子
が
二
人
の
と
き
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子
が
三
人
以
上
の
と
き

三
七
万
三
、
六

O
O円
(
月
額
三
万

一
二
三
三
円
)
に
一
人
増
す
ご
と
に

六
万
二
、
三

O
O円
(
月
額
五
、
一
九

二
円
)
を
加
え
た
額

厚
生
年
金
保
険

①
障
害
基
礎
年
金
の
対
象
と
な
る
障
害
が
厚
生
年
金
保
険
の
被

保
険
者
中
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
障
害
厚
生
年
金
を

支
給
す
る
。

②
障
害
基
礎
年
金
に
該
当
し
な
い
程
度
の
障
害
で
あ
っ
て
も
、

厚
生
年
金
の
障
害
等
級
表
に
該
当
す
る
と
き
は
、
障
害
厚
生
年

金
(
三
級
)
を
支
給
す
る
。

③
俸
害
厚
生
年
金
の
額
は
(
平
均
標
準
報
酬
月
額
)
×
七
・
五
/

一、

0
0
0
×
(
被
保
険
者
期
間
)
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
保
険

者
期
聞
が
二
五
年
未
満
の
場
合
は
二
五
年
と
み
な
し
て
計
算

し
、
一
級
の
年
金
額
は
こ
の
了
二
五
倍
と
す
る
。

④
事
後
重
症
の
五
年
の
制
限
を
撤
廃
す
る
。

ω
遺
族
給
付

ア
国
民
年
金

①
遺
族
基
礎
年
金
は
、
一
八
歳
未
満
の
子
を
有
す
る
妻
及
び
一

八
歳
未
満
の
子
に
対
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
死
亡
者
に
一

イ

定
の
保
険
料
の
滞
納
(
加
入
す
べ
き
期
間
の
三
分
の
一
以
上
)

が
あ
る
場
合
に
は
支
給
し
な
い
。

②
妻
に
支
給
す
る
遺
族
基
礎
年
金
の
額
は
、
六
二
万
二
、
八

O
O

円
(
月
額
五
万
一
、
九

O
O円
)
と
し
、
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い

る
子
が
あ
る
と
き
は
障
害
基
礎
年
金
の
場
合
と
同
様
の
加
算
を

行
う
。

イ

厚
生
年
金
保
険

①
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
遺
族

厚
生
年
金
を
支
給
す
る
。
遺
族
の
範
囲
は
、
遺
族
基
礎
年
金
の

対
象
と
な
る
遺
族
の
ほ
か
、
子
の
な
い
妻
、
五
五
歳
以
上
の
夫
・

父
母
・
祖
父
母
及
び
孫
と
す
る
。
(
夫
、
父
母
、
祖
父
母
は
六

O

歳
か
ら
支
給
)

②
遺
族
厚
生
年
金
の
額
は
、
(
平
均
標
準
報
酬
月
額
)
×
七
・
五
/

一、

0
0
0
×
(
被
保
険
者
期
間
)
×
三
/
四
と
す
る
。
た
だ
し
、

死
亡
し
た
者
の
被
保
険
者
期
間
が
二
五
年
未
満
の
場
合
は
二
五

年
と
み
な
し
て
計
算
す
る
。
中
高
齢
の
子
の
な
い
妻
に
つ
い
て

所
定
の
額
の
加
算
を
行
う
。

そ
の
他

支
給
開
始
年
齢

厚
生
年
金
保
険
の
女
子
の
老
齢
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
を
、
昭
和

北法38(4・269)853

(4) ア



料

七
五
年
に
六

O
歳
と
す
る
よ
う
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
。

イ
厚
生
年
金
保
険
の
各
種
特
例
の
廃
止

中
高
齢
者
の
老
齢
年
金
の
受
給
資
格
期
間
の
特
例
(
四

O
歳
以

上
一
五
年
)
・
第
四
種
被
保
険
者
制
度
・
第
三
種
被
保
険
者
期
間
計

算
の
特
例
(
三
分
の
四
倍
)
を
所
要
の
経
過
措
置
を
も
っ
て
廃
止

す
る
。

資

国
民
年
金
の
死
亡
一
時
金
、
寡
婦
年
金
及
び
付
加
年
金
は
自
営

業
者
等
被
保
険
者
の
独
自
の
給
付
と
す
る
。
ま
た
、
老
齢
福
祉
年

金
は
従
前
ど
お
り
と
す
る
。

3

費
用
負
担

ω
基
礎
年
金
の
財
源

①
基
礎
年
金
の
給
付
に
要
す
る
費
用
は
、
国
民
年
金
の
保
険
料
、

国
庫
負
担
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
及
び
共
済
組
合
か
ら
の
拠
出

金
に
よ
り
賄
う
。

②
厚
生
年
金
保
険
制
度
が
負
担
す
る
拠
出
金
の
額
は
、
次
の
式

に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

ウ

(
慣
陣
相
時
指
簿
S
由
博
荊
湾
曲
簿
)
+
(
帥
S
世
間
津
離
割
強
坤
臨
時
)

(
桝
務
相
除
S
骨堂

4
5司
自
湖
沼

)
X
I
l
l
i
-
-
I
l
l
-
-

(
困
湘
骨
ゆ
S
裁
措
附
菊
湾
時
簿
)

(
注
)
「
被
保
険
者
」
に
つ
い
て
は
、
自
営
業
者
等
被
保
険
者
に
あ
っ

て
は
保
険
料
納
付
者
と
し
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
に

4 

あ
っ
て
は
二

O
歳
以
上
六

O
歳
未
満
の
者
と
す
る
。

ω
保
険
料

①
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
昭
和
六
一
年
四
月
か
ら
七
、
一

0
0

円
と
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
及
び
そ
の

被
扶
養
配
偶
者
は
、
国
民
年
金
の
保
険
料
の
負
担
は
要
し
な
い
。

②
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
率
は
、
男
子
に
つ
い
て
は
一
二
・

四
%
(
労
使
折
半
負
担
。
以
下
同
じ
。
)
と
し
、
女
子
に
つ
い
て

は
一
了
三
%
と
す
る
。
ま
た
、
女
子
の
保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
、
男
子
の
保
険
料
率
と
の
格
差
是
正
を
図
る
。

ω
国
庫
負
担

給
付
に
対
す
る
国
庫
負
担
は
、
原
則
と
し
て
、
基
礎
年
金
に
つ

い
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
負
担
率
は
三
分
の
一
と
す
る
。

そ
の
他

審
議
会
の
再
編
成

国
民
年
金
審
議
会
と
社
会
保
険
審
議
会
厚
生
年
金
保
険
部
会
を

統
合
再
編
成
し
、
年
金
審
議
会
と
す
る
。
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IV 

施
行
時
期

原
則
と
し
て
昭
和
六
一
年
四
月
一
日
と
す
る
。



昭和61年公的年金制度改正の立法過程

(
参
考
l
)

1 

厚
生
年
金
保
険
収
支
見
通
し

保険料率
年積度立末金験(年度 収 入 支出 収支残

男子 女子

昭和年度 % % 兆円 兆円 兆円 兆円

61 12.4 11.3 15.2 9.9 5.3 61.6 5.69 

65 12.4 12.1 20.0 14.5 5.4 83.2 5.35 

70 14.2 14.2 29.6 24.3 5.3 111.5 4.37 

75 16.0 16.0 41.1 37.7 3.4 133.8 3.46 

80 18.7 18.7 56.0 56.0 0.0 138.6 2.47 

85 23.4 23.4 80.4 80.4 0.0 138.6 1.72 

90 26.3 26.3 108.8 108.8 。。 138.6 1.27 

95 28.4 28.4 145.9 140.1 5.8 149.6 1.03 

100 28.9 28.9 187.9 176.9 11.0 171. 7 0.91 

2 

国
民
年
金
収
支
見
通
し

(注)1.標準報酬上昇率及び年金額改定率は年5%と仮定した。

2，利回りは年 7%と仮定した。

年度 (5保9年険度料価月格額) 収 入 支出 収支残 積年度立金末 性(
昭和年度 円 兆円 兆円 兆円 兆円

61 6，800 1.8 1.4 0.4 3.9 2.57 

65 8，000 2.4 1.9 0.5 5.9 2.87 

70 9.500 3.7 3.0 0.8 9.0 2.79 

75 11，000 5.6 4.5 1.1 13.6 2.80 

80 12，500 7.9 6.3 1.6 20.2 2.95 

85 13，000 10.2 8.6 1.6 28.3 3.11 

90 13，000 13.0 11.5 1.5 35.5 2.95 

95 13，000 16.7 15.0 1.6 42.5 2.72 

100 13，000 21.2 19.4 1.7 49.9 2.48 

(注)1.年金改定率は年 5%と仮定した。

2，利回りは年7%と仮定した。
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3 国民年金保険料の見通し

20，000円 5同f'1従

lR，500円ν/ 
↓/ 

/ 

15，000円 / 

/ 
ー一改一正一L後-

1/ レ/

10/.00|0/ 円一
/ 

IY 

5，000円

ー";'" 

61 70 80 90 100 
昭和(年度)

(注)給付改定率は年 5%、積立金の運用利回
りは年 7%と仮定している o

資 料

4 厚生年金保険料の見通し

制 止主当1 

醐 24 一一~竺J!|Z/r4-山-+'叶仮定主改蹴し主た正す時喝後l 一会} 

白「一
20%一一- JU-ti%  

白d~ 
12.4%-: 

1い01%0.6←% 

~ 
60 70 80 90 100 
昭和(年度)

::: 

(注)標準報酬上昇率は年 5%、積立金の運用

利回りは年 7%と仮定している。
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(
参
考
2
)
国
民
年
金
の
被
保
険
者

第
一
号
被
保
険
者

(
保
険
料
は
直
接
納
付
)

昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

(
対
象
者
)

日
本
に
住
所
を
も
っ
こ

O

歳
以
上
六

O
歳
未
満
の
人

で
第
二
号
被
保
険
者
、
第

三
号
被
保
険
者
以
外
の

人。
た
だ
し
、
①
学
生
②
老

齢
・
退
職
年
金
の
受
給
者

に
つ
い
て
は
適
用
除
外

(
任
意
加
入
は
で
き
る
)

(
備
考
)

O
左
の
要
件
に
該
当
す
る
者

、
・
国
会
議
員
、
地
方
議
会
議

員
及
び
そ
の
配
偶
者

・
被
用
者
年
金
の
老
齢
・
退

職
年
金
の
受
給
資
格
期
間

満
了
者
及
び
そ
の
配
偶
者

.
被
用
者
年
金
の
障
害
年
金

受
給
権
者
及
び
そ
の
配
偶

者
-
被
用
者
年
金
の
遺
族
年
金

受
給
権
者

も
全
員
第
一
号
被
保
険
者
と
な

る
。
(
こ
れ
ら
の
人
は
従
来
適
用

除
外
、
任
意
加
入
で
あ
っ
た
が
、

今
回
全
員
第
一
号
被
保
険
者
と

な
る
。
)

制

六

O
歳
以
上
六
五
歳
未
満

の
日
本
に
住
所
を
も
っ
人
及

び
二

O
歳
以
上
六
五
歳
未
満

の
日
本
人
で
圏
外
に
住
所
を

も
っ
人
は
任
意
加
入
で
き

る。

第
二
号
被
保
険
者

(
保
険
料
は
加
入
し
て

い
る
厚
生
年
金
保
険
又

は
共
済
組
合
が
ま
と
め

て
納
付
)

第
三
号
被
保
険
者

(
保
険
料
は
第
二
号
被

保
険
者
が
加
入
し
て
い

る
厚
生
年
金
保
険
又
は

共
済
組
合
が
ま
と
め
て

納
付
)

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険

者
又
は
共
済
組
合
の
組
合

員第
二
号
被
保
険
者
の
二

O

歳
以
上
六

O
歳
未
満
の
被

扶
養
配
偶
者

。
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

は
六
四
歳
ま
で
、
六
五
歳
に

達
す
れ
ば
厚
生
年
金
保
険
の

被
保
険
者
で
な
く
な
る
。

制
六
五
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
資
格
期
間
を
満

了
し
な
か
っ
た
人
等
は
六
五

歳
以
降
も
在
職
中
は
厚
生
年

金
保
険
に
任
意
加
入
で
き

る。
O
第
二
号
被
保
険
者
の
二

O
歳

以
上
六

O
歳
未
満
の
配
偶
者

で
あ
っ
て
も
、
本
人
が
厚
生

年
金
保
険
の
被
保
険
者
又
は

共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
る

場
合
は
第
二
号
被
保
険
者
と

な
り
、
ま
た
、
被
扶
養
者
と

認
定
さ
れ
な
い
人
は
第
一
号

被
保
険
者
と
な
る
。

O
厚
生
年
金
保
険
の
第
四
種
被

保
険
者
の
配
偶
者
も
被
扶
養

で
あ
れ
ば
第
三
号
被
保
険
者

と
な
る
。
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昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

〈資料18>

北法38(4・275)859

/ 

ν 

〔旧制度〕

一般方式

退職時前 1年聞の平均本俸

(峨~叩
X ~20年-40年

通年方式

‘、

ノ

1. 共済年金の新旧比較

(施行時)
〔新制度〕

(完成時)

(夫婦とも65歳以上)

-・・・・・・・・・・ーー ___..__w田園圃・・・・・・・・・..ーーー・・ー
全期間の

平均月収 XO.75%X年務

デ

(夫) (妻)
基礎年金 基礎年金
50，000円 50，000円

レ!
国庫負担は基礎年金の1/3

(夫婦60-64歳) (夫婦60-64歳)

ノ 退職時前1年間的平 〉ノ 全平ー期均ー聞月一収の;fーさ0.059えさ.if-尭ー / 平全期均聞月収の1fl x×0O7155%%××年年数数

均本俸X1%X年数 =今 Xl%X年数

ド一一一------------・・・・・・・ n 1 1，250円×年数

レ/ト/ 円年数 厚金生と年同 (定額)

=11 Z定，40額0) × ‘ じ ド一一-ーー---------

2，400円減 / 加給年金 25，000円
(定額)

バトぞ 加給年金日，000円
---ν/乞/

ν/ν/  

職域部分(A)

厚生年金
と同じ

A/B =8.7% 

職域部分

厚生年金

と同じ

(B) 

(昭和59年度価格)





昭和 61年公的年金制度改正の立法過程

北法38(4・277)861

2.厚生年金の改正と共済年金改正との主な比較

厚生年金改正

1.年金額や保険料の|全期間平均標準報酬月額

共済年金改正

全期間平均標準報酬月額(注)

現行国家公務員等共済年金

退職前 1年間の平均本俸

算定基礎給与

2.世帯としての年金

水準

3.年給開始年齢

4.所得制限

5.経過措置

ー~ー老齢厚生年金

(報酬比例部分)

-，一夫分の老齢基礎年金

l 一「ー妻分の老齢基礎年金

60歳

なし

J 職域年金部分

ーーーーーーて]1 報酬比例部分の20%)

I?'退職共済年金
『ー、t

11--(報酬比例部分)

夫分の老齢基礎年金

妻分の老齢基礎年金
' i  

1年聞の平均給料

X140/100+ 

1.5/100X (勤続年

数ー20年)} 

(40年が限度)

報酬比例部分

又 はの

定額部分

いずれか高い方を選択

経過措置を早め，昭和70年までに60歳に引|昭和75年までに段階的に55歳から60歳に引

き上げ l上げ(現在日歳)

他の公的被用者年金制度の加入者となった|前年の年金以外の給与所得が600万円超で

場合、その者の年金以外の給与所得の額が|年金額が120万円以上の者に対する年金に

一定額以上のときは退職共済年金の一部を|っき120万円超の部分の1/2を支給停止

支給停止

既に受給している者については従来どお|既に受給している者については従前額を保

り，スライド実施。 I障するが，新制度による年金額が従前額に

達するまではスライド停止。

(注) 地方公務員等共済年金改正においては、保険料の算定基礎給与は本俸のみ、年金額の算定基礎給与は(本俸×補正率)の全期間平均である。
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Chapitre 1. Causes generales de la reforme. 

Section 1. L'historique des r吾gimesd'assurance vieillesse. 

Section 2. Le choix de la separation des regimes au moment de la gener-

alisation d'assurance vieillesse de 1961. 

Section 3. Les conditions inegales entre differents regimes. 

Section 4. Le changement des conditions economiques et sociales rela-
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se des fonctionnaires. 

Section 4. Les grands points des discussions a la Diete. 
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l'introduction du regime de base一一.
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